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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　空中の表示に対する使用者の操作を検出する検出装置であって、
　前記表示より前記使用者に近い位置に第１基準が設定され、
　前記表示より前記使用者から遠い位置に第２基準が設定され、
　前記第１基準と前記第２基準との間で前記操作を検出する検出部と、
　前記検出部による検出結果に基づいて、前記第２基準および前記表示の少なくとも１つ
の位置を変更する制御部と、を備える検出装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の検出装置であって、
　前記第１基準より前記使用者に近い位置に第１検出限界が設定され、
　前記検出部は、前記第１検出限界と前記第２基準との間で前記操作を検出可能であり、
　前記制御部は、前記第１基準と前記第１検出限界との間で前記操作を検出した場合、前
記第１基準、前記第２基準および前記表示の少なくとも１つの位置を変更する検出装置。
【請求項３】
　請求項２に記載の検出装置であって、
　前記第１検出限界は、前記検出部の検出可能範囲に基づいて設定される検出装置。
【請求項４】
　請求項２または３に記載の検出装置であって
　前記表示を表示する表示面と略平行な方向において、前記第１検出限界の設定される範
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囲は、前記第１基準の設定される範囲より大きい検出装置。
【請求項５】
　請求項１から請求項４のいずれか一項に記載の検出装置であって、
　前記第２基準より前記使用者から遠い位置に第２検出限界が設定され、
　前記検出部は、前記第１基準と前記第２検出限界との間で前記操作を検出可能であり、
　前記制御部は、前記第２基準と前記第２検出限界との間で前記操作を検出した場合、前
記第１基準、前記第２基準および前記表示の少なくとも１つの位置を変更する検出装置。
【請求項６】
　請求項１から請求項５のいずれか一項に記載の検出装置であって、
　前記検出部は、前記操作の到達位置を検出し、
　前記制御部は、前記到達位置に基づいて、前記第２基準および前記表示の少なくとも１
つの位置を変更する検出装置。
【請求項７】
　請求項１から請求項６のいずれか一項に記載の検出装置であって、
　前記使用者を認識するための認識情報と、
　前記制御部により変更された前記第１基準、前記第２基準および前記表示の少なくとも
１つの位置を、前記認識情報と対応付けて記憶する記憶部と、を備える検出装置。
【請求項８】
　請求項１から請求項７のいずれか一項に記載の検出装置であって、
　前記制御部は、前記第１基準、前記第２基準および前記表示の少なくとも１つの位置を
変更するキャリブレーションモードを行った後に、前記使用者の操作に基づいて前記表示
を制御する空中像操作モードを行う検出装置。
【請求項９】
　請求項１から請求項８のいずれか一項に記載の検出装置であって、
　前記使用者を認識する認識部と、
　前記使用者を認識するための認識情報と、を備え、
　前記制御部は、前記第１基準、前記第２基準および前記表示の少なくとも１つの位置を
変更するキャリブレーションモードを行った後に、前記使用者の操作に基づいて前記表示
を制御する空中像操作モードを行い、前記制御部は、前記認識部により認識された使用者
について、前記認識情報に対応付けた前記第１基準、前記第２基準および前記表示の少な
くとも１つの位置が記憶されている場合、前記キャリブレーションモードを行わずに、前
記空中像操作モードを行う検出装置。
【請求項１０】
　請求項８または請求項９に記載の検出装置であって、
　前記検出部により前記操作を検出可能な範囲の位置は、前記キャリブレーションモード
の前後で異なる検出装置。
【請求項１１】
　請求項８から請求項１０のいずれか一項に記載の検出装置であって、
　前記検出部により前記操作を検出可能な範囲の大きさは、前記キャリブレーションモー
ドの前後で異なる検出装置。
【請求項１２】
　請求項１から請求項１１のいずれか一項に記載の検出装置であって、
　平面状に前記表示を表示する表示部と、
　前記表示部による平面状の表示を空中に結像させるための光学系と、
　を備える検出装置。
【請求項１３】
　請求項１２に記載の検出装置であって、
　前記制御部は、前記検出結果に基づいて、前記表示部による前記平面状の表示を制御す
る検出装置。
【請求項１４】
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　請求項１から請求項１３のいずれか一項に記載の検出装置であって、
　少なくとも前記使用者の前記操作を撮像する撮像部を備え、
　前記検出部は、前記撮像部により撮像された画像の情報に基づいて前記操作を検出する
検出装置。
【請求項１５】
　請求項１から請求項１３のいずれか一項に記載の検出装置であって、
　前記検出部は、前記空中の表示と前記使用者との距離に応じて変化する値に基づいて前
記操作を検出する検出装置。
【請求項１６】
　請求項１５に記載の検出装置であって、
　前記検出部は、静電容量の値に基づいて前記操作を検出する検出装置。
【請求項１７】
　請求項１から請求項１６のいずれか一項に記載の検出装置を備える空中像制御装置。
【請求項１８】
　空中の表示に対する使用者の操作を検出するための方法であって、
　前記表示より前記使用者に近い位置に第１基準を設定し、
　前記表示より前記使用者から遠い位置に第２基準を設定し、
　前記第１基準と前記第２基準との間で前記操作を検出し、
　検出結果に基づいて、前記第２基準および前記表示の少なくとも１つの位置を変更する
検出方法。
【請求項１９】
　空中の表示に対する使用者の操作を検出するためのプログラムであって、
　前記表示より前記使用者に近い位置に第１基準を設定する処理と、
　前記表示より前記使用者から遠い位置に第２基準を設定する処理と、
　前記第１基準と前記第２基準との間で前記操作を検出する処理と、
　検出結果に基づいて、前記第２基準および前記表示の少なくとも１つの位置を変更する
処理と、をコンピュータに実行させる検出プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、検出装置、空中像制御装置、検出方法および検出プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　ディスプレイ画面と基準点とにより囲まれる空間内のポインティング操作を３次元イメ
ージセンサにて検出し、検出した空間内の位置に対応するディスプレイ画面における位置
に存在するオブジェクトに割り当てられた処理を実行する操作入力装置が知られている。
この操作入力装置では、ディスプレイ画面に表示されたキャリブレーション画面上のマー
クに対して空間上で行われたポインティング動作を３次元イメージセンサで検出し、検出
した位置を結んだ平面とディスプレイ画面と基準点とに基づいてポインティング空間をキ
ャリブレーションする（特許文献１）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】日本国特開２００５－３２１８６９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかし、キャリブレーション画面に対するポインティング動作が正しく行われたことが
検出されないときには、ポインティング空間のキャリブレーションを行うことができない
。
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【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明の第１の態様によると、空中の表示に対する使用者の操作を検出する検出装置で
あって、前記表示より前記使用者に近い位置に第１基準が設定され、前記表示より前記使
用者から遠い位置に第２基準が設定され、前記第１基準と前記第２基準との間で前記操作
を検出する検出部と、前記検出部による検出結果に基づいて、前記第２基準および前記表
示の少なくとも１つの位置を変更する制御部と、を備える。
　本発明の第２の態様によると、空中の表示に対する使用者の操作を検出するための検出
方法であって、前記表示より前記使用者に近い位置に第１基準を設定し、前記表示より前
記使用者から遠い位置に第２基準を設定し、前記第１基準と前記第２基準との間で前記操
作を検出し、検出結果に基づいて、前記第２基準および前記表示の少なくとも１つの位置
を変更する。
　本発明の第３の態様によると、空中の表示に対する使用者の操作を検出するための検出
プログラムであって、前記表示より前記使用者に近い位置に第１基準を設定する処理と、
前記表示より前記使用者から遠い位置に第２基準を設定する処理と、前記第１基準と前記
第２基準との間で前記操作を検出する処理と、検出結果に基づいて、前記第２基準および
前記表示の少なくとも１つの位置を変更する処理と、をコンピュータに実行させる。
【図面の簡単な説明】
【０００６】
【図１】第１の実施の形態に係る表示装置の構成を説明する図であり、（ａ）は分解斜視
図、（ｂ）は断面図である。
【図２】第１の実施の形態に係る表示装置の主要部構成を説明するブロック図である。
【図３】第１の実施の形態において表示される空中像を模式的に示す図であり、（ａ）は
平面図、（ｂ）、（ｃ）は、操作検出器と空中像と検出基準との関係を示す断面図である
。
【図４】第１の実施の形態において表示されるキャリブレーション処理用の空中像を模式
的に示す図である。
【図５】第１の実施の形態におけるキャリブレーション処理を説明する図であり、（ａ）
、（ｂ）、（ｃ）、（ｄ）は、操作検出器と空中像と検出基準と指の位置との関係を示す
断面図である。
【図６】第１の実施の形態における第１のキャリブレーション処理モードによるキャリブ
レーション処理を説明するフローチャートである。
【図７】第１の実施の形態における第２のキャリブレーション処理モードにおける空中像
と検出基準と指の到達位置との位置関係を示す図である。
【図８】第１の実施の形態における第２のキャリブレーション処理モードによるキャリブ
レーション処理を説明するフローチャートである。
【図９】第１の実施の形態の変形例１に係る表示装置の主要部構成を説明するブロック図
である。
【図１０】第１の実施の形態の変形例１におけるキャリブレーション処理を説明する図で
あり、（ａ）、（ｂ）、（ｃ）は、操作検出器と空中像と検出基準と指位置との関係を示
す断面図である。
【図１１】第１の実施の形態の変形例１におけるキャリブレーション処理を説明するフロ
ーチャートである。
【図１２】第１の実施の形態の変形例３において表示されるキャリブレーション処理用の
空中像を模式的に示す図である。
【図１３】第１の実施の形態の変形例３におけるキャリブレーション処理を説明する図で
あり、（ａ）、（ｂ）、（ｃ）は、操作検出器と空中像と検出基準と指の位置との関係を
示す断面図である。
【図１４】第１の実施の形態の変形例３におけるキャリブレーション処理を説明するフロ
ーチャートである。
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【図１５】第１の実施の形態の変形例４において表示されるキャリブレーション処理用の
空中像を模式的に示す図である。
【図１６】第１の実施の形態の変形例４におけるキャリブレーション処理を説明するフロ
ーチャートである。
【図１７】第１の実施の形態の変形例６に係る表示装置の要部構成を説明するブロック図
である。
【図１８】第１の実施の形態の変形例６において表示されるキャリブレーション処理用の
空中像を模式的に示す図である。
【図１９】第１の実施の形態の変形例６におけるキャリブレーション処理を説明するフロ
ーチャートである。
【図２０】第１の実施の形態の変形例７において表示される空中像を模式的に示す図であ
り、（ａ）は平面図、（ｂ）は操作検出器と空中像と検出基準との関係を示す断面図であ
る。
【図２１】第１の実施の形態の変形例７におけるキャリブレーション処理を説明する図で
あり、（ａ）、（ｂ）、（ｃ）は、操作検出器と空中像と検出基準と指の位置との関係を
示す断面図である。
【図２２】第１の実施の形態の変形例８に係る表示装置の斜視図である。
【図２３】第１の実施の形態の変形例８に係る表示装置の主要部構成を説明するブロック
図である。
【図２４】第１の実施の形態の変形例８に係る表示装置の内部構成を示す断面図である。
【図２５】第２の実施の形態に係る表示装置の主要部構成を説明するブロック図である。
【図２６】第２の実施の形態におけるキャリブレーション処理を説明するフローチャート
である。
【図２７】第３の実施の形態に係る表示装置の主要部構成を説明するブロック図である。
【図２８】第３の実施の形態におけるキャリブレーション処理を説明するフローチャート
である。
【図２９】第４の実施の形態に係る表示装置を示す図であり、（ａ）は表示装置の概略構
成を説明する断面図、（ｂ）は表示装置が組み込まれた電子機器の斜視図である。
【図３０】第４の実施の形態に係る表示装置の主要部構成を説明するブロック図である。
【図３１】第４の実施の形態に係る表示装置が装備する操作検出器の平面図である。
【図３２】第４の実施の形態における操作検出器の構成と機能を説明する図である。
【図３３】第４の実施の形態の変形例１に係る表示装置の概略構成を示す図である。
【図３４】第４の実施の形態の変形例１に係る表示装置の別の概略構成を示す図である。
【図３５】第５の実施の形態に係る表示装置の構成を説明する図であり、（ａ）は分解斜
視図、（ｂ）は断面図である。
【図３６】第５の実施の形態に係る表示装置の主要部構成を説明するブロック図である。
【図３７】第５の実施の形態におけるキャリブレーション処理を説明する図であり、（ａ
）、（ｂ）は、空中像と検出基準と指の位置との関係を示す断面図である。
【図３８】第５の実施の形態におけるキャリブレーション処理を説明するフローチャート
である。
【図３９】第５の実施の形態における変形例３の表示装置のキャリブレーション処理を説
明するフローチャートである。
【図４０】第５の実施の形態の変形例４における表示装置の主要部構成を説明するブロッ
ク図である。
【図４１】第５の実施の形態の変形例４における表示装置のキャリブレーション用空中像
を示す図である。
【図４２】第６の実施の形態において表示される空中像を模式的に示す図であり、操作検
出器と空中像と検出基準との関係を示す断面図である。
【図４３】第６の実施の形態における表示装置のキャリブレーション処理を説明する図で
あり、（ａ）、（ｂ）は、空中像と検出基準と指の位置との関係を示す断面図である。
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【図４４】第６の実施の形態における表示装置のキャリブレーション処理を説明する図で
あり、（ａ）、（ｂ）は、空中像と検出基準と指の位置との関係を示す断面図である。
【図４５】第６の実施の形態の変形例１におけるキャリブレーション処理を説明する図で
あり、（ａ）、（ｂ）、（ｃ）は、空中像と検出基準と指の位置との関係を示す断面図で
ある。
【図４６】第７の実施の形態における表示装置の主要部機構を説明するブロック図である
。
【図４７】第８の実施の形態において表示される空中像を模式的に示す図であり、（ａ）
は平面図、（ｂ）は操作検出器と空中像と検出基準との関係を示す断面図で、（ｃ）は検
出基準の斜視図ある。
【図４８】第８の実施の形態における所定の非接触操作の例を模式的に示す図である。
【図４９】第８の実施の形態において所定の非接触操作が検出基準内で検出される場合を
模式的に示す図である。
【図５０】第８の実施の形態において所定の非接触操作が検出基準内で検出されない場合
を模式的に示す図であり、（ａ）は所定の非接触操作の全体が検出基準の上方の検出基準
外で検出される場合、（ｂ）は所定の非接触操作の全体が検出基準の下方の検出基準外で
検出される場合を示す図である。
【図５１】第８の実施の形態において検出基準の位置の変更を示す図であり、（ａ）は検
出基準の位置の変更前、（ｂ）は上方への検出基準の位置の変更後を示す図である。
【図５２】第８の実施の形態において検出基準の位置の変更を示す図であり、（ａ）は検
出基準の位置の変更前、（ｂ）は下方への検出基準の位置の変更後を示す図である。
【図５３】第８の実施の形態において検出基準の位置の変更を示す図であり、（ａ）は検
出基準の位置の変更前、（ｂ）は右方向への検出基準の位置の変更後を示す図である。
【図５４】第８の実施の形態において非接触操作が検出基準内で検出されない場合を模式
的に示す図であり、（ａ）は所定の非接触操作の一部が検出基準の上方の検出基準外で検
出され残部が検出基準内で検出される場合、（ｂ）は所定の非接触操作の一部が検出基準
の下方または側部の検出基準外で検出され残部が検出基準内で検出される場合を示す図で
ある。
【図５５】第８の実施の形態におけるキャリブレーション処理を説明するフローチャート
である。
【図５６】第８の実施の形態の変形例２において所定の非接触操作の一部が検出基準で検
出される場合に検出基準を変更する場合と変更しない場合とを示す図であり、（ａ）は検
出基準を変更する場合を示し、（ｂ）は検出基準を変更しない場合を示す図である。
【図５７】第８の実施の形態の変形例３の表示装置１における表示装置の主要部構成を説
明するブロック図である。
【図５８】第８の実施の形態の変形例３におけるキャリブレーション処理を説明する図で
あり、（ａ）、（ｂ）は、操作検出器と検出基準と指の位置との関係を示す断面図である
。
【図５９】第８の実施の形態の変形例３におけるキャリブレーション処理を説明するフロ
ーチャートである。
【図６０】第８の実施の形態の変形例６におけるキャリブレーション処理を説明する図で
あり、（ａ）、（ｂ）は操作検出器と検出基準と指の位置との関係を示す断面図である。
【図６１】第８の実施の形態の変形例６におけるキャリブレーション処理を説明する図で
あり、（ａ）、（ｂ）は操作検出器と検出基準と指の位置との関係を示す断面図である。
【発明を実施するための形態】
【０００７】
－第１の実施の形態－
　図面を参照しながら、第１の実施の形態による表示装置について説明する。第１の実施
の形態においては、本実施の形態の表示装置が携帯電話に組み込まれた場合を一例に挙げ
て説明を行う。なお、本実施の形態の表示装置は、携帯電話に限らず、タブレット端末、
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腕時計型端末等の携帯型情報端末装置、パーソナルコンピュータ、音楽プレイヤ、固定電
話機、ウエアラブル装置等の電子機器に組み込むことが可能である。
　図１（ａ）は表示装置１の分解斜視図であり、図１（ｂ）は表示装置１の一部を拡大し
て示す側面図である。なお、説明の都合上、表示装置１について、Ｘ軸、Ｙ軸およびＺ軸
からなる座標系を図示の通りに設定する。なお、座標系はＸ軸、Ｙ軸およびＺ軸からなる
直交座標系に限らず、極座標系や円筒座標系を採用してもよい。即ち、Ｘ軸は、表示装置
１の矩形表示面の短辺方向に設定され、Ｙ軸は、表示装置１の矩形表示面の長辺方向に設
定され、Ｚ軸は、表示面に垂直な方向に設定されている。
【０００８】
　表示装置１は、制御部２０を内蔵する本体１０と、表示器１１と、結像光学系１２と、
操作検出器１３とを備える。表示器１１と結像光学系１２と操作検出器１３は、本体１０
内に配置されている。表示器１１は、たとえば、液晶表示器や有機ＥＬ表示器等により構
成され、二次元状に配列された複数の表示画素配列を有する。表示器１１は、制御部２０
により制御されて、表示用画像データに対応する画像を表示する。結像光学系１２は、表
示器１１の上方（Ｚ方向＋側）に、表示器１１から所定の間隔を設けて配置される。たと
えば、結像光学系１２は図１（b）に明示するように、微小な凸レンズ１２１が二次元状
に配列されたマイクロレンズアレイをＺ方向に２個重ねて構成される。
【０００９】
　結像光学系１２は、表示器１１に表示された表示画像の空中像３０を、表示装置１の上
方空間に形成する。即ち、表示装置１の使用者（以下、ユーザという）は、表示器１１に
表示された表示画像を、表示装置１の上方の空中に浮いた空中像３０として観察すること
ができる。空中像３０は、表示装置１の各種設定や各種機能の実行を指示するための操作
ボタンに対応する複数のアイコン３０Ａ（操作ボタン）を含む。本実施の形態にあっては
、アイコン３０Ａは、例えば３行×５列に配列されている。なお、結像光学系としてのマ
イクロレンズアレイに代えて、ピンホールアレイやスリットアレイを用いることも可能で
ある。
【００１０】
　操作検出器１３は、結像光学系１２の上方（Ｚ方向＋側）に設けられ、たとえば、公知
の透明静電容量式パネル（以下、静電容量パネルと記載）によって構成される。静電容量
パネルからなる操作検出器１３は、実質的に透明な部材からなる電極によって電界を形成
する。操作検出器１３は、ユーザが空中像３０の表示位置を操作するために指またはスタ
イラスを空中像３０の方に移動させた場合に、その指またはスタイラスの位置を静電容量
の値として検出する。例えば、透明静電容量パネルの四隅で検出された静電容量の値を比
較し、四隅で検出した静電容量の値に基づいて、ユーザの指のＸ軸、Ｙ軸上での位置を検
出する。また、操作検出器１３は、後に詳述するように自身の上方向の所定範囲に静電容
量の検出範囲を有し、この所定の検出範囲内の指またはスタイラスと操作検出器１３との
間の間隔（Ｚ軸上での位置）を、例えば、透明静電容量パネルの四隅で検出された静電容
量の値を比較し、四隅で検出した静電容量の値に基づいて検出する。勿論、空中像３０は
、操作検出器１３の所定の検出範囲内に位置するように、好ましくは所定の検出範囲の上
下方向の中頃に位置するように、結像光学系１２によって結像される。このように、操作
検出器１３は、ユーザが空中像３０の表示位置を指またはスタイラスで操作することを検
出するので、ユーザは、操作検出器１３に直接に触れることなく、空中像３０に対する操
作を実行することができる。なお、以下の説明では、指でもって空中像３０の表示位置を
操作する例を説明するが、スタイラスなどにより操作する場合も同様である。
【００１１】
　図２は、表示装置１の構成のうち、制御部２０と、制御部２０によって制御される表示
器１１及び操作検出器１３とを示したブロック図である。制御部２０は、ＣＰＵ、ＲＯＭ
、ＲＡＭなどを有し、制御プログラムに基づいて表示装置１の表示器１１及び操作検出器
１３を含む種々の構成要素を制御したり、各種のデータ処理を実行したりする演算回路を
含む。制御部２０は、画像生成部２０１と、表示制御部２０２と、キャリブレーション部
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２０３と、検出基準制御部２０４と、記憶部２０５とを備える。記憶部２０５は、制御プ
ログラムを格納する不揮発性メモリと、表示器１１に表示される画像データなどを記憶す
る記憶媒体などとを含むものである。なお、操作検出器１３の表面から指先までの距離と
、操作検出器１３がその指先を検出したときの静電容量との間の対応関係は、予め記憶部
２０５に記憶させておく。従って、操作検出器１３は、指先が操作検出器１３の所定の検
出範囲内に位置すると、指先における静電容量を検出し、この検出した静電容量と記憶部
２０５に記憶された上記の対応関係とから、Ｚ方向における指先の位置を検出することが
できる。
【００１２】
　画像生成部２０１は、記憶媒体に記憶されている画像データに基づいて、表示器１１に
表示するための表示画像に対応する表示用画像データを生成する。表示制御部２０２は、
画像生成部２０１により生成された表示用画像データに対応する画像を表示器１１に表示
させる。また、表示制御部２０２は、ユーザが空中像３０のアイコン３０Ａの表示位置に
操作を行うと、その操作されたアイコン３０Ａの種類に応じて表示器１１の表示画像の切
り替え制御を行う。なお、ユーザが空中像３０のアイコン３０Ａの表示位置に操作を行っ
た場合、表示制御部２０２は表示器１１の表示画像の切り替え制御を行うことに限られな
い。例えば、表示器１１は表示画像として動画像を表示し、ユーザが空中像３０のアイコ
ン３０Ａの表示位置に操作を行った場合、表示制御部２０２は表示器１１によって表示さ
れている動画像を再生する制御、または動画像を停止する制御を行っても良い。
【００１３】
　キャリブレーション部２０３は、後に詳述する第１、第２のキャリブレーション処理モ
ードのキャリブレーション処理を実行する。検出基準制御部２０４は、検出面、即ち検出
基準を、表示装置１の上方空間に、具体的には、操作検出器１３の所定の検出範囲内であ
って空中像３０の位置（または所定範囲）に設定する。検出基準制御部２０４は、更に、
ユーザの指が検出基準に達したことを操作検出器１３によって検出された静電容量の値に
基づき判定する。即ち、検出基準制御部２０４は、操作検出器１３によって検出された静
電容量の値に対応する指位置（Ｘ軸、Ｙ軸、Ｚ軸の各軸での位置）が設定された検出基準
の位置と一致した時に、ユーザがアイコン３０Ａの表示位置を操作したと判定する。また
、検出基準制御部２０４は、検出基準を予め定められた所定の初期位置に設定し、後述の
キャリブレーション処理の結果に基づき、検出基準の位置を変更、または修正する。この
検出基準の初期位置は、予め記憶部２０５に記憶されている。なお、検出基準の初期位置
は、例えば、全てのユーザに対して共通の位置であってもよいし、ユーザによる表示装置
１の使用履歴などに基づき、ユーザ毎に異なる位置を設定してもよい。また、検出基準の
初期位置および変更された検出基準の位置は、操作検出器１３の平面上（Ｘ軸、Ｙ軸上）
全体に設定されていてもよいし、平面上の一部に設定されてもよい。更には、検出基準の
初期位置は、前回の表示装置１の使用時に設定された検出基準を記憶部２０５に記憶して
おき、それを読み出して使用してもよい。なお、検出基準制御部２０４は、操作検出器１
３によって検出された静電容量の値に対応する指位置が検出基準の位置に一致した場合に
限らず、指位置が検出基準の位置に略一致した場合にユーザがアイコン３０Ａの表示位置
を操作したと判定してもよい。この略一致したと判定する範囲は、予め設定してもよい。
【００１４】
　図３（ａ）は、表示装置１によって表示される空中像３０の一例を示し、図３（ｂ）は
、本体１０または操作検出器１３と空中像３０と検出基準４０との位置関係を模式的に示
す。図３（ａ）において、空中像３０は、上述のように３行×５列に配列された１５個の
アイコン３０Ａを含む。図３（ｂ）において、検出基準４０は、検出基準制御部２０４に
よって、空中像３０の位置近傍に、具体的には図示例では空中像３０よりも僅かに上方の
位置に設定される。図３（ｂ）では、空中像３０内のアイコンは、太い点線３０Ａで示さ
れている。なお、アイコン３０Ａは、空中像３０の一部であるので空中像３０の位置と同
一高さ位置に位置しているが、図３（ｂ）においては、アイコン３０Ａを表す太い点線を
、空中像３０を表す実線と区別するために、太い点線の位置を実線位置からずらして描い
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ている。
【００１５】
　図３（ｂ）において、空中像３０は、表示装置１の操作検出器１３の上方に距離Ｈ１だ
け離れた位置に形成され、検出基準４０は、操作検出器１３の上方に距離Ｈ２（Ｈ１＜Ｈ
２）だけ離れた位置に設定されている。操作検出器１３は、上述のように、その表面から
上方に静電容量の検出範囲１３Ａを有する。図３（ｂ）では、操作検出器１３の上方の静
電容量の検出限界が点線１３ａで示され、この静電容量の検出限界１３ａと操作検出器１
３との間隔が静電容量検出範囲１３Ａとして示されている。空中像３０と検出基準４０は
、静電容量の検出範囲１３Ａ内に位置するように設定されている。なお、検出基準４０は
、図３（ｂ）では空中像３０の上方に設定されているが、操作検出器１３の静電容量検出
範囲１３Ａ内であれば、空中像３０の下方でも、または空中像３０の位置に一致させても
よい。ここで、検出範囲１３Ａ内のうち検出基準４０に設定された領域以外の範囲を検出
基準外４１とする。
【００１６】
　なお、図３（ｂ）においては、空中像３０と検出基準４０は、ＸＹ平面に平行な平面と
して表されているが、これらは共に平面に限定されずに、例えば共に曲面により構成され
ていてもよい。また、図３（ｃ）に示したように、検出基準４０は、平面ではなくアイコ
ン３０Ａ毎に段差を持つようにしてよい。換言すると、或るアイコン３０Ａとそのアイコ
ンに対する検出基準４０との間隔が、別のアイコン３０Ａとその別のアイコンに対する検
出基準４０との間隔と異なっていてもよい。このように、検出基準４０に段差を設けるこ
とは、空中像３０が立体像であって、複数のアイコン３０Ａの位置がＺ方向、即ち上下方
向に互いにずれている場合に特に有効である。例えば、立体の空中像３０の複数のアイコ
ン３０Ａの上下方向のずれに応じて、各アイコン３０Ａに対応する検出基準４０の位置を
ずらすことによって、アイコン３０Ａと対応する検出基準４０との間の距離を、一定にす
ることもできる。
【００１７】
　操作検出器１３は、ユーザの指先が操作検出器１３から距離Ｈ２に達した時に、距離Ｈ
２に対応した検出出力を出力する。検出基準制御部２０４は、操作検出器１３による検出
出力に基づいて、ユーザの指先が検出基準４０に一致したと判定し、指先がアイコン３０
Ａの表示位置を操作したと判定する。このようにして、表示装置１は、ユーザが空中像３
０のアイコン３０Ａの表示位置を操作したことを検出し、その操作されたアイコン３０Ａ
に対応した機能を実行する。例えば、表示器１１の表示画像の切り替えなどを行う。
【００１８】
　ところで、アイコン３０Ａは、操作検出器１３から距離Ｈ１の位置に位置しているが、
空中像３０として表示されるので、或るユーザと別のユーザとでは、空中像３０のアイコ
ン３０Ａの表示位置、即ち高さＨ１を、視覚的に異なって感じることがある。また、同一
のユーザでも、この表示装置１を操作する環境によっては、アイコン３０Ａの表示位置を
異なって感じることがある。例えば、検出基準４０を空中像３０の位置に一致するように
設定した場合に、或るユーザが、アイコン３０Ａの表示位置への操作のために、指を空中
像３０のアイコン３０Ａの方に移動した時に、そのユーザは未だ指がアイコン３０Ａの手
前にあると感じているのに、実際には指がアイコン３０Ａ、即ち検出基準４０に達してい
た場合には、ユーザの意思とは別に、アイコン操作が実行されてしまう。逆に、別のユー
ザは、アイコン操作のために、指を空中像３０のアイコン３０Ａの方に移動した時に、そ
のユーザは指がアイコン３０Ａに到達してアイコン３０Ａの表示位置を操作していると思
っているのに、実際には指がアイコン３０Ａ、即ち検出基準４０の手前に位置していた場
合には、ユーザの意思とは別に、アイコン操作が実行されない。いずれの場合にも、ユー
ザは、アイコン操作に違和感を覚えることになる。
【００１９】
　そこで、本実施の形態の表示装置１は、上述した空中像３０に対する操作を行う空中像
操作モードに加えて、上記のアイコン操作の違和感を軽減するためのキャリブレーション
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処理モードを備えるものである。キャリブレーション処理モードは、空中像３０と検出基
準４０との相対的な位置関係をユーザの操作感覚・操作特性や表示装置の使用環境などに
適した関係に設定するものである。本実施の形態の表示装置１は、上述したように第１、
及び第２のキャリブレーション処理モードを有する。第１のキャリブレーション処理モー
ドは、空中像操作モードとは別に、即ち、空中像操作モードが実行されていない時にキャ
リブレーション処理が実行されるものであり、第２のキャリブレーション処理モードは、
表示装置１の起動後に空中像操作モードが実行された際にその空中像操作モードの実行中
にキャリブレーション処理が実行されるものである。これらの第１～第２のキャリブレー
ション処理モードは、図２に示したキャリブレーション部２０３によって実行される。な
お、第１～第２のキャリブレーション処理モードのいずれを実行するかは、図示を省略し
た表示装置１に設けたキャリブレーション処理モード選択用の操作ボタンを操作して、選
択し、このキャリブレーション処理モード選択用の操作ボタンが第１～第２のキャリブレ
ーション処理モードのいずれも選択していない場合には、制御部２０は、空中像操作モー
ドを選択して実行してもよい。また、キャリブレーション処理モード選択用の操作ボタン
を備えておらず、常時第２のキャリブレーション処置モードを行ってもよい。以下に、第
１～第２のキャリブレーション処理モードを順次説明する。なお、第１～第２のキャリブ
レーション処理モードの選択は、操作ボタンの他に、空中像のアイコンから選択してもよ
い。
【００２０】
　最初に第１のキャリブレーション処理モードを説明する。表示装置１が起動され、ユー
ザがキャリブレーション処理モード選択用の操作ボタンを操作して、第１のキャリブレー
ション処理モードを選択すると、図２のキャリブレーション部２０３が第１のキャリブレ
ーション処理モードを起動する。画像生成部２０１は、表示用画像データを生成し、この
表示用画像データに基づき表示器１１は、キャリブレーション処理に用いる表示画像を表
示する。図４及び図５は、このキャリブレーション処理用の表示画像の空中像３００を示
す。空中像３００は、キャリブレーション用アイコン３００Ａを含み、このキャリブレー
ション用アイコン３００Ａは、メッセージ「キャリブレーションを行います。このアイコ
ンにタッチして下さい」が重畳表示されている。また、検出基準制御部２０４は、図５（
ａ）に示したように、検出基準４０を空中像３００の近傍位置、例えば、空中像３００よ
りも僅かに上方の位置に初期設定する。勿論、検出基準４０の初期位置は、空中像３００
に一致させてもよいし、空中像３００よりも僅かに下方の位置に設定してもよい。なお、
上述のメッセージ「キャリブレーションを行います。このアイコンにタッチして下さい」
は、キャリブレーション処理の際に必ずしも表示させなくてもよい。例えば、キャリブレ
ーション処理モードを選択したユーザが、キャリブレーション処理モードにおいて何を操
作するべきかを予め認識している場合などには、上述のメッセージの表示は不要である。
【００２１】
　図５（ａ）において、ユーザが、空中像３００のアイコン３００Ａに重畳表示されたメ
ッセージに従いアイコン３００Ａの表示位置を操作するために、指先Ｆをアイコン３００
Ａの方に下降移動して、指先Ｆが図２の操作検出器１３の静電容量の検出範囲１３Ａに達
すると、操作検出器１３は、このアイコン３００Ａへのユーザの指先Ｆの接近移動、即ち
下方移動を静電容量の変化として検出する。
【００２２】
　図５（ｂ）において、指先Ｆが下降移動して検出基準４０よりも僅かに上方の点線位置
５０に達した時に、ユーザは、指先Ｆがアイコン３００Ａの表示位置に到達してアイコン
３００Ａを押下げる操作を実行したと感じて、指先Ｆを所定距離だけ上方に移動させる。
操作検出器１３は、指先Ｆの上記の下降移動、即ち押下げとそれに引き続く所定距離の上
方移動とを、静電容量の変化として検出する。検出基準制御部２０４は、操作検出器１３
が指先Ｆの上記の押下げとそれに引き続く所定距離の上方移動とを検出すると、アイコン
３００Ａの表示位置に操作が行われたと判定する。なお、ユーザの指先Ｆがアイコン３０
０Ａの表示位置への操作のために押下げを行った後に所定距離上方に移動した場合に、最
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も下方移動した位置を到達位置とする。即ち、点線位置５０を到達位置と称する。
【００２３】
　検出基準制御部２０４は、指先Ｆが到達位置５０においてアイコン３００Ａの表示位置
への操作を行ったと判定すると、図５（ｃ）に示すように到達位置５０の位置に検出基準
４０を移動、即ち変更すると共に、この変更された検出基準４０の位置データを図２の記
憶部２０５に記憶する。なお、検出基準制御部２０４は、図５（ｄ）に示すように到達位
置５０から、所定距離ｄ１だけ上方の位置に、検出基準４０を移動、即ち変更すると共に
、この変更された検出基準４０の位置データを図２の記憶部２０５に記憶してもよい。こ
の所定距離ｄ１は、例えば、１ｍｍ～１０ｍｍ程度に設定される。また、装置を利用する
ユーザごとに所定距離ｄ１を変更してもよく、ユーザの指の先端から第１関節までの長さ
に基づいて設定されてもよい。例えば、所定距離ｄ１をユーザの指の先端から第１関節ま
での長さの１／４～１／２程度に含まれる所定の値に設定されてもよい。
【００２４】
　以上では、指の到達位置５０が検出基準４０よりも上方に位置する場合を説明したが、
到達位置５０が検出基準４０よりも下方に位置する場合も、上述と同様に到達位置５０を
判定し、その到達位置５０に基づき検出基準４０を変更する。また、到達位置５０が検出
基準４０に一致する場合にも上述と同様に到達位置５０を判定するが、到達位置５０が検
出基準４０に一致しているので、検出基準４０を変更しない。
　なお、到達位置５０が検出基準４０よりも下方に位置する場合には、指は、到達位置５
０に到達する前に、検出基準４０を通過するので、検出基準制御部２０４は、操作検出器
１３の検出出力に基づき、指が検出基準４０に達したことを判定するが、第１のキャリブ
レーション処理モードでは、表示器１３の表示の切り替えを行わない。到達位置５０が検
出基準４０に一致する場合も同様に、表示器１３の表示の切り替えを行わない。勿論、指
が検出基準４０に達した時に、例えば、アイコン３００Ａを点滅させるなどのハイライト
表示をして、指が検出基準に到達したことをユーザに告知してもよい。
　なお、以上の説明では、アイコン３００Ａの表示位置への操作の例としてユーザによる
アイコン３００Ａを押し下げる操作を例に挙げたがこれに限られない。ユーザによるアイ
コン３００Ａに対する所定の非接触操作が操作検出器１３によって検出された場合、所定
の非接触操作が行われた場所に基づいて、検出基準４０を変更してもよい。所定の非接触
操作とは、例えば、アイコン３００Ａをタッチするようなジェスチャー操作である。アイ
コン３００Ａをタッチするような操作を行った位置に基づいて検出基準４０を変更しても
よい。タッチするような操作とは、例えば、アイコン３００Ａをユーザの手で振り払うよ
うなジェスチャーなどが挙げられる。また、タッチするような操作を行った位置として、
ユーザの手で振り払うようなジェスチャーが終了し、ユーザの手が停止したと判定された
位置やユーザの手で振り払うようなジェスチャーが開始された位置に基づいて決定しても
よい。
【００２５】
　以上のように、第１のキャリブレーション処理モードでは、指が空中像３００のアイコ
ン３００Ａの表示位置を操作したとユーザが感じたことを、指の押下げ移動から所定距離
の上方移動への変化を検出することによって判定して、指の到達位置５０よりも所定距離
ｄ１だけ上方の位置に、そのユーザ用に検出基準４０を変更して、検出基準４０と空中像
３００の表示位置との位置関係を変更する。すなわち、装置を使用するユーザの情報の一
つであるユーザの操作に基づいて、検出基準４０と空中像３００の表示位置との位置関係
を変更する。なお、ユーザ用に検出基準４０を変更する場合、装置を利用するユーザを必
ずしも検出する必要はなく、上述した操作を操作検出器１３によって検出されたことに基
づいて、検出基準４０と空中像３００の表示位置との位置関係を変更すればよい。
【００２６】
　なお、検出基準制御部２０４が検出基準４０の位置を変更する場合、検出基準４０全体
の位置を移動させてもよいし、検出基準４０のうち、ユーザの指によって操作されるアイ
コン３００Ａに対応する検出基準４０の一部だけを移動させてもよい。
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【００２７】
　なお、図５（ｃ）に示した例において、検出基準４０を、到達位置５０よりも所定距離
ｄ１だけ上方の位置に変更した理由は、以下のとおりである。即ち、ユーザは、一般にタ
ッチパネルに対して操作を行う際には指をタッチパネルに接触させて指を多少押し下げる
ので、空中像３００のアイコン３００Ａの表示位置に対して操作を行う際にも指先を空中
像３００のアイコン３００Ａの表示位置を操作してもそこで直ちに所定距離上方移動せず
に多少押下げた後に所定距離上方移動しがちである。このため、指の到達位置５０は、指
がアイコン３００Ａの表示位置を操作したと感じた位置よりも多少下方の位置となりがち
であるので、検出基準４０が到達位置５０よりも所定距離ｄ１だけ上方の位置に変更され
る。勿論、この押下げ量は、ユーザによって、比較的小さい場合、または殆ど存在しない
場合もあるので、検出基準４０の位置を到達位置５０に略一致するように変更してもよい
。
【００２８】
　キャリブレーション処理モードは、上述のように、キャリブレーション用の空中像３０
０と検出基準４０との相対的な位置関係をユーザの操作特性に適した関係に設定するもの
であるので、ユーザの操作特性や表示装置に応じて、検出基準４０を到達位置５０の上方
ではなく、上述のように到達位置５０に略一致させてもよく、また、到達位置５０よりも
下方の位置に変更してもよい。例えば、或るユーザの到達位置５０が、空中像３００の上
方に位置し、到達位置５０と静電容量の検出範囲１３Ａの上限１３ａとの間隔が、到達位
置５０と空中像３００との間隔よりも小さい場合には、検出基準４０を到達位置５０より
も上方の位置に変更すると、検出基準４０が静電容量の検出範囲１３Ａの上限１３ａに近
づき過ぎるので、検出基準４０を到達位置５０に一致させるか、到達位置５０よりも下方
の位置に変更することもできる。
【００２９】
　なお、到達位置５０を判定する方法は、上述の押下げ移動から所定距離の上方移動への
変化に基づき判定する方法に限られず、以下に述べるようにその他の種々の方法によって
も、判定することができる。例えば、ユーザは、指がアイコン３００Ａの表示位置に到達
してアイコン３００Ａへの押下げ操作を実行したと感じて、指の下方移動、即ち押下げ
を停止する。検出基準制御部２０４は、操作検出器１３が検出する静電容量の値が殆ど変
化しなくなったことをもって、指の押下げの停止を判定し、この押下げの停止位置を到達
位置５０と判定、即ち決定する。なお、下方移動の停止は、操作検出器１３が検出する静
電容量の値が短時間、例えば０．１秒～１秒程度の間、変化しないことをもって、判定さ
れる。更に別の方法としては、ユーザの指の移動の速度ベクトル、即ち、指の移動速度と
移動方向とを、静電容量の変化から検出し、指の速度ベクトルの向きが下方向から逆方向
に変化したこと及び逆方向の速度ベクトルが所定の大きさになったことに基づき、逆方向
の所定の大きさの速度ベクトルを検出した時の指の位置を到達位置と判定してもよい。こ
の方法の場合には、上記の速度ベクトルの所定の大きさを略ゼロに設定すると、速度ベク
トルの向きが下向きから逆向きに変化する時点の指の位置、即ち最も下方の位置が到達位
置として判定され、所定の大きさをゼロ以外の値に設定すると、指が上述の最も下方の位
置から所定距離だけ上方の位置が、到達位置として判定される。以上のように、到達位置
は、検出基準制御部４０５によって指がアイコンの表示位置を操作したと判定された時の
指の最下方位置またはその近傍の位置に決定される。
【００３０】
　また、上述の例では、指やスタイラスは、空中像３００のアイコン３００Ａに接触する
部分、即ち指先部分の位置やスタイラスの最下部の位置を基準として、到達位置を決定し
たが、その代わりに、ユーザの指の爪先の位置や、指の第１関節の位置を基準にして到達
位置を決定してもよい。更には、ユーザの指に限らず、ユーザの足や肘などでアイコンを
操作する場合には、足や肘などを基準にして到達位置を決定してもよい。スタイラスを使
用する場合には、スタイラスの所定の位置にマークを付け、そのマークの位置を基準に到
達位置を決定してもよい。なお、指の第１関節やスタイラスのマークなどを使用して到達
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位置を決定する場合には、操作検出器１３として、静電容量式パネルを用いる代わりに、
後述の変形例８において説明する撮像装置などを使用することが望ましい。
【００３１】
　上記説明の第１のキャリブレーション処理モードと空中像操作モードとの関係について
、図６に示すフローチャートを参照して説明する。図６のフローチャートに示す各処理は
、表示装置１が起動された後、制御部２０によってプログラムを実行して行われる。この
プログラムは、記憶部２０５に記憶されている。ステップＳ１において、ユーザによりキ
ャリブレーション処理モード選択用の操作ボタンによって第１のキャリブレーション処理
モードが選択されていることを認識すると、ステップＳ２に進む。ステップＳ２において
、図２に示したキャリブレーション部２０３が第１のキャリブレーション処理モードを開
始して、ステップＳ３に進む。ステップＳ３では、画像生成部２０１がキャリブレーショ
ン用の表示用画像データを生成し、表示制御部２０２は、表示用画像データに基づくキャ
リブレーション用の画像を表示器１１に表示させると共に、検出基準制御部２０４は、検
出基準を初期位置に設定する。表示器１１の表示画像は、結像光学系１２によって生成さ
れる図４に示すキャリブレーション用の空中像３００であり、空中像３００は、アイコン
３００Ａとメッセージ「キャリブレーションを行います。このアイコンにタッチして下さ
い」とを含む。ステップＳ４において、操作検出器１３は、ユーザの指先Ｆの下方への移
動を検出し、ステップＳ５に進む。
【００３２】
　ステップＳ５において、図２に示された検出基準制御部２０４は、操作検出器１３の検
出出力に基づき、指が到達位置に達したか否かを判定する。ステップＳ５において肯定判
定された場合、即ち、指が到達位置に達したと判定された場合、ステップＳ６に進む。ス
テップＳ５において否定判定された場合、即ち、指は停止していないと判定された場合、
肯定判定されるまで待機する。ステップＳ６において、検出基準制御部２０４は、到達位
置５０に基づき、検出基準４０の位置を変更し、その変更した検出基準４０の位置データ
を図２に示した記憶部２０５に記憶して、ステップＳ７に進む。ステップＳ７において、
第１のキャリブレーション処理モードを終了して、ステップＳ８に進む。ステップＳ８で
は、空中像操作モードを開始し、ステップＳ９に進む。ステップＳ９において、図３に示
された空中像操作モード用のアイコン３０Ａを含む空中像３０が表示されると共に、ステ
ップＳ６において第１のキャリブレーション処理モードにより変更された検出基準４０の
位置データを記憶部２０５から読み出し、その位置データに基づき検出基準４０を図３（
ｂ）に示されたように、空中像３０の近傍位置に設定する。このようにして、この空中像
操作モードでは、第１のキャリブレーション処理モードにおいて設定されたユーザの操作
特性に適した検出基準４０が使用される。
【００３３】
　ユーザがアイコン３０Ａの表示位置を操作するために、指を空中像３０に向けて下方に
移動させると、ステップＳ１０において、図２に示した操作検出器１３がユーザの指の下
方への移動を検出し、ステップＳ１１に進む。ステップＳ１１において、検出基準制御部
２０４が、操作検出器１３の検出出力に基づき指が検出基準４０に達したかどうか判定す
る。ステップＳ１１において肯定判定された場合、即ち、指が検出基準４０に達したと判
定された場合、ステップＳ１２に進む。ステップＳ１１において否定判定された場合、即
ち、指が検出基準４０に達していないと判定された場合、肯定判定されるまで待機する。
ステップＳ１２において、表示制御部２０２は表示器１３の表示画像を、操作されたアイ
コン３０Ａに応じた表示画像に切り替え、ステップＳ１３に進む。ステップＳ１３におい
て、表示装置１の停止操作が行われたかどうか判定する。ステップＳ１３において、肯定
判定された場合、即ち、表示装置１の停止操作が行われた場合、表示装置１は停止する。
ステップＳ１３において否定判定された場合、ステップＳ１０に戻る。
【００３４】
　以上説明したように、第１のキャリブレーションモードでは、ユーザによる操作に基づ
き検出基準が変更され、空中像と検出基準との位置関係が変更される。この第１のキャリ
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ブレーションモードで変更された検出基準の位置に空中像操作モードの検出基準が設定さ
れるので、ユーザの操作特性や表示装置１の使用環境に適した検出基準に基づき空中像操
作モードを実行することができる。
【００３５】
　以上の説明では、第１のキャリブレーション処理モードは、表示装置１が起動された後
、空中像操作モードに先立って、実行されるものであったが、第１のキャリブレーション
処理モードは、空中像操作モードの後に実行することもできる。例えば、ユーザは、空中
像操作モードの実行中に、例えばアイコン３００Ａの表示位置への操作に違和感を覚えた
ときに、表示装置１のキャリブレーション処理モード選択用の操作ボタンを操作して、第
１のキャリブレーション処理モードを選択する。この場合には、第１のキャリブレーショ
ン処理モードは、実行中の空中像操作モードを中断して、実行され、この第１のキャリブ
レーション処理の終了後に、空中像操作モードが再開される。なお、上述したユーザによ
る操作ボタンの操作に従って表示装置１が第１のキャリブレーションモードを選択するも
のに代えて、アイコン３００Ａの表示位置への操作に対する違和感からユーザが不快感を
抱いている様子を検出したときに、第１のキャリブレーション処理モードを実行しても良
い。表示装置１は、たとえばユーザの脈拍数（生体情報）を検出し、検出した脈拍数が所
定値を超える場合に、ユーザが不快感を抱いている様子を検出することができる。
【００３６】
　次に、第２のキャリブレーション処理モードを図７及び図８を参照して説明する。なお
、以下で説明する第２のキャリブレーション処理モードについては、上述の第１のキャリ
ブレーション処理モードで説明した処理を適宜適用してよい。図７は空中像操作モード用
の空中像３０と初期位置の検出基準４０と指の到達位置５０とを示した図であり、図８は
、第２のキャリブレーション処理モードの動作を表したフローチャートである。図８のフ
ローチャートに示す各処理は、表示装置の起動後、制御部２０によってプログラムを実行
して行われる。
【００３７】
　ステップＳ４１において、第２のキャリブレーション処理モードが選択されていること
を認識し、ステップＳ４２に進む。ステップＳ４２において、空中像操作モードと第２の
キャリブレーション処理モードとが共に開始され、ステップＳ４３に進む。ステップＳ４
３において、図３に示されたアイコン３０Ａを含む空中像３０が表示されると共に、図２
に示した検出基準制御部２０４が、検出基準４０を予め定められた初期位置、例えば、空
中像３０の位置または空中像３０の位置よりも僅かに上方の位置に設定し、ステップＳ４
４に進む。この時、空中像３０には、メッセージ「アイコンの操作中にキャリブレーショ
ンが行われます」が短時間だけ表示される。なお、このメッセージは表示されなくてもよ
い。
【００３８】
　ステップＳ４４において、ユーザがアイコン３０Ａの表示位置への操作のために、指を
下方に移動させると、操作検出器１３が指の移動の検出を開始し、ステップＳ４５に進む
。ステップＳ４５において、検出基準制御部２０４は、操作検出器１３の検出出力に基づ
き、指が下方移動中に検出基準４０を通過したかを判定する。ステップＳ４５において肯
定判断された場合、即ち、指が下降移動中に検出基準４０を通過して、更に下降移動した
場合、ステップＳ４６に進む。図７の指Ｆ１は、下降移動中に検出基準４０を通過した指
を示す。ステップＳ４６では、検出基準制御部２０４は指Ｆ１が検出基準４０に達したこ
と、即ち検出基準４０を通過したことを判定して、アイコン表示の切り替えを行い、即ち
、空中像３０が操作されたアイコン３０Ａに応じて切り替わり、ステップＳ４７に進む。
ステップＳ４７では、検出基準制御部２０４は、指Ｆ１が到達位置５０に達したかを判定
し、肯定判定の場合にはステップＳ４８に進み、否定判定の場合には、肯定判定されるま
で維持する。ステップＳ４８では、検出基準制御部２０４は、到達位置５０に基づき、検
出基準４０の位置を変更する。なお、検出基準４０の位置を変更したとき、変更された検
出基準４０がユーザの指先に一致する、または、ユーザの指先の位置よりも上方に位置す
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る場合がある。この場合、ステップＳ４６でアイコン表示の切り替えを既に一度行ってい
るため、アイコン表示の切り替えは行わない。
【００３９】
　前述のステップＳ４５で否定判定された場合、即ち、指が下降移動中に検出基準４０を
通過していない場合には、ステップＳ４９に進む。ステップＳ４９では、検出基準制御部
２０４は、操作検出器１３の検出出力に基づき、指が到達位置５０に達しているかを判定
し、肯定判定の場合にはステップＳ５０に進む。否定判定の場合には、肯定判定されるま
で維持する。図７の指Ｆ２は、到達位置５０が検出基準４０に一致したことを示している
。ステップＳ５０では、検出基準制御部２０４は、操作検出器１３の検出出力に基づき、
到達位置５０が検出基準４０に一致するかを判定し、肯定判定の場合にステップＳ５１に
進み、否定判定の場合にステップＳ５２に進む。ステップＳ５１では、到達位置５０が検
出基準４０に一致しているので、アイコン表示の切り替えを行うが、検出基準４０の変更
は行わない。
【００４０】
　ステップＳ５２では、図７の指Ｆ３に示したように到達位置５０が検出基準４０の上方
に位置しており、検出基準制御部２０４は、到達位置５０に基づき検出基準４０の位置を
変更する、具体的には、検出基準４０の位置を到達位置５０の近傍に変更して、ステップ
Ｓ５５に進む。この時、変更された検出基準４０がユーザの指先に一致した場合、または
、ユーザの指先の位置よりも上方まで移動した場合には、アイコン表示の切り替えが行わ
れる。一方、変更された検出基準４０が、ユーザの指先の位置に達しなかった場合には、
アイコン表示の切り替え表示は行われない。
【００４１】
　ステップＳ５５では、第２のキャリブレーション処理モードの終了操作が行われたかを
判定し、肯定判定の場合にステップＳ５５に進み、否定判定の場合にステップＳ４４に戻
る。
【００４２】
　以上のように、第２のキャリブレーション処理モードは、空中像操作モードを実行中に
並行して行われるため、キャリブレーション処理の実行を意識することなく、ユーザに適
した検出基準で空中像の表示位置に対する操作を実行することができる。なお、第１～２
のキャリブレーション処理モードは必ずしもユーザが選択しなくてもよい。表示装置１が
自動的に第１～２のキャリブレーション処理モードのうちのいずれか一つを選択するよう
にしてもよい。また、第１～２のキャリブレーション処理モードの全てを備えるのではな
く、そのうちの一つを備えるものであってもよい。
【００４３】
　以上説明した第１の実施の形態による表示装置１は、次のように変形できる。
（第１の実施の形態の変形例１）
　変形例１の表示装置１は、操作検出器１３の検出出力に基づき、ユーザの指先の速度あ
るいは加速度を算出し、算出した速度または加速度に基づき指の到達位置を予測し、その
予測到達位置に基づいて検出基準を変更するものであってもよい。図９は、本変形例１の
表示装置１の構成のうち、制御部２０と、制御部２０によって制御される表示器１１及び
操作検出器１３とを示したブロック図である。
【００４４】
　変形例１の表示装置１は、第１の実施の形態の表示装置に対して相違している構成につ
いて説明する。図９において、速度・加速度検出部２０６は、操作検出器１３によって検
出される静電容量値を所定の時間毎に読み出し、所定の時間当たりの静電容量値の変化か
ら指の移動速度を算出すると共に、算出した速度から指の移動加速度を算出する。到達位
置予測部２０７は、速度・加速度検出部２０６から出力される指の移動速度または加速度
に基づき指の到達位置を予測する。到達位置予測部２０７は、例えば、指の移動が加速し
ている状態または略一定速度状態から、減速状態に移行したことを検出し、その減速具合
から指の到達位置を予測することができる。検出基準制御部２０４は、到達位置予測部２
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０７によって予測された到達位置に基づき、検出基準を変更する。
【００４５】
　次に、変形例１の表示装置１による第１のキャリブレーション処理モードを図１０及び
図１１を参照して説明する。図１１のフローチャートにおいて、ステップＳ１０３からス
テップＳ１０７以外は、図６のフローチャートと同一であるので、説明を省略する。図１
０（ａ）に示したように、指先Ｆが操作検出器１３の所定の検出範囲１３Ａ内に入ると、
ステップＳ１０４において操作検出器１３が指先Ｆの移動を静電容量値の変化として検出
する。ステップＳ１０５では、速度・加速度検出部２０６が操作検出器１３の検出出力に
基づき指先Ｆの移動速度及び加速度を算出する。ステップＳ１０６で、到達位置予測部２
０７が速度・加速度検出部２０６が算出した移動速度及び加速度に基づき指先Ｆの到達位
置を算出する。図１０（ｂ）において、到達位置予測部２０７が算出した、即ち予測した
指の到達位置を点線６０で示す。ステップＳ１０７において、検出基準制御部２０４は、
図１０（ｃ）に示したように予測到達位置６０に基づき検出基準４０を変更すると共に、
その検出基準４０の位置データを記憶部２０５に記憶する。その後のステップＳ１１０に
おいて、この記憶された検出基準４０の位置に空中像操作モードの検出基準が設定される
。なお、指の到達位置を予測するためには、指の移動速度と加速度との両方を使用しても
よいし、いずれか一方を使用してもよい。
　なお、上述の説明では、速度・加速度検出部２０６は、操作検出器１３によって検出さ
れる静電容量値を所定の時間毎に読み出し、所定の時間当たりの静電容量値の変化から指
の移動速度を算出すると共に、算出した速度から指の移動加速度を算出したが、この方法
に限られず、速度・加速度検出部２０６として撮像装置を用いてもよい。また、上述の説
明では、ユーザの指の移動速度または加速度を算出したが、そのほかに、ユーザの足や肘
、ユーザが所持しているスタイラスペンであってもよい。
　なお、算出したユーザの指の移動速度及び加速度に基づきユーザの指の予測到達位置６
０を算出し、ユーザの指の予測到達位置６０に基づいて検出基準４０を変更していたが、
操作毎にユーザの指の予測到達位置６０を決定する必要はない。ユーザが操作を行う前に
意図せず動いてしまった場合、その動きに基づいて予測到達位置６０を算出してしまうと
、極端に上の位置に検出基準４０が設定しまうなど、適切な位置に検出基準を設定するこ
とができなくなってしまう。上述のような場合を防ぐため、ユーザの指の移動速度及び加
速度を検出した場合に、所定の閾値以上のユーザの指の移動速度及び加速度を検出した場
合のみ予測到達位置６０を算出し、予測到達位置６０に基づいて検出基準４０の位置を変
更してもよい。
【００４６】
　この変形例１によると、指の到達位置が指の移動速度または加速度に基づき、予測され
るので、キャリブレーション処理を迅速に行うことができる。
【００４７】
　上記の通り、本変形例におけるキャリブレーション処理について、第１の実施の形態に
おける第１のキャリブレーション処理モードに適用した場合について説明したが、第２の
キャリブレーション処理モードにも適用できる。本変形例１を第２のキャリブレーション
処理モードに適用した場合、空中像操作中のユーザの指先Ｆが検出基準４０に達する前に
指先Ｆの到達位置を事前に予測し、予測した到達位置に基づいて検出基準を変更すること
が可能になる。そのため、ユーザの指先Ｆが検出基準４０に達せずアイコン表示の切り替
えが生じなかったなどの誤操作を未然に防ぎ、ユーザに快適な操作を行わせることができ
る。
【００４８】
（第１の実施の形態の変形例２）
　第１の実施の形態及び変形例１に係る表示装置１は、一回のキャリブレーション処理に
おいて、到達位置を検出、または予測し、その到達位置に基づき検出基準を変更し、その
検出基準の位置データを記憶部２０５に記憶し、空中像操作モード時に空中像操作モード
の検出基準を記憶部２０５に記憶された検出基準の位置に設定、または変更するものであ
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ったが、その代わりに、変形例２に係る表示装置は、複数回のキャリブレーション処理に
おいてそれぞれ設定された複数の検出基準の位置をそれぞれ記憶部２０５に記憶し、その
記憶された複数の検出基準位置に基づき、空中像操作モードにおける検出基準を変更する
ものである。第一回目のキャリブレーション処理において検出基準制御部２０４は、操作
検出器１３の検出出力に基づき指の到達位置５０を判定し、この到達位置５０に基づき検
出基準４０を変更し、その検出基準４０の位置データを記憶部２０５に記憶する。引き続
き第２回目のキャリブレーション処理を行い、同様に変更された検出基準の位置データを
記憶部２０５に記憶する。更に、引き続き第三回のキャリブレーション処理を行ってもよ
い。このようにして連続的に行われた複数回のキャリブレーション処理によって、記憶部
２０５に記憶された複数の検出基準の位置データから一つの検出基準を算出し、その算出
された検出基準の位置データを記憶部２０５に記憶する。その後に実行される空中像操作
モードでは検出基準を、記憶部２０５に記憶された算出検出基準の位置に設定する。
【００４９】
　これら複数の検出基準４０を用いて一つの検出基準を決定するには、様々な手順が考え
られる。例えば、複数の検出基準４０を相加平均して一つの検出基準を算出してもよいし
、相乗平均して一つの検出基準を算出してもよい。また、複数の検出基準４０のそれぞれ
に適当な重み付けを行って新たな検出基準を決定してもよい。例えば、Ｎ回目の操作から
求めた検出基準ＨＮと、Ｎ＋１回目の操作から求めた検出基準の位置ＨＮ＋１について、
３：７の割合で重み付けを行って検出基準を算出してもよい。具体的には、ＨＮとＨＮ＋

１を用いて（ＨＮ×３＋ＨＮ＋１×７）／１０の計算を行い、その結果に基づいて検出基
準を算出する。重み付けは３：７に限られず、また、操作回数も２回に限られない。勿論
、複数回のキャリブレーション処理毎に指の到達位置に基づき検出位置を設定し、それぞ
れ記憶部２０５に記憶するのではなく、複数回のキャリブレーション処理毎に検出した指
の到達位置をそれぞれ記憶部２０５に記憶して、その記憶された複数の到達位置に基づき
一つの検出基準を算出してもよい。
【００５０】
　また、キャリブレーション処理は、到達位置と検出基準との間隔が所定値以下である場
合、即ち、到達位置が検出基準の近傍である場合には、検出基準の位置の変更をおこなわ
なくでもよい。
　更に、キャリブレーション処理において、キャリブレーション処理毎に、検出基準の変
更を行うのではなく、複数回のキャリブレーション処理において、到達位置を判定した回
数と、実際に到達位置が検出基準に達したことを判定した回数と、から、アイコンの表示
位置への操作が失敗した回数を算出して、所定の回数以上、失敗したと判定された時に、
検出基準を変更するようにしてもよい。
【００５１】
　上記の通り、本変形例におけるキャリブレーション処理について、第１の実施の形態に
おける第１のキャリブレーション処理モードに適用した場合について説明したが、第２の
キャリブレーション処理モードや上述した変形例１にも適用できる。
【００５２】
　上述したキャリブレーション処理では、ユーザが空中像のアイコンの表示位置を操作す
る際に通常行う自然な操作動作、即ち指でアイコンを押下げてから指を上方向に移動する
動作や、指がアイコンに接触するとそれを押下げて短時間停止させる動作などを検出して
到達位置を判定しているので、ユーザは、キャリブレーション処理において到達位置の検
出・判定が行われていることに気付かず、従ってユーザはキャリブレーション処理を意識
することなく実行することができる。
【００５３】
（第１の実施の形態の変形例３）
　第１の実施の形態においては、ユーザの指の空中像の表示位置に対する操作を検出して
到達位置を判定して、到達位置に基づいて検出基準の変更を行った。しかし、ユーザは、
空中像のアイコンの表示位置を操作したと感じた指の位置を指定して、その指定位置を検
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出基準制御部が判定し、指定位置に基づいて検出基準を変更して、検出基準と空中像との
位置関係を変更してもよい。以下に、ユーザが空中像の表示位置を操作する位置を指定位
置として指定する変形例を説明する。なお、以下の説明は、第１の実施の形態における第
１のキャリブレーション処理モードに適用した場合について説明するが、第２のキャリブ
レーション処理モードや上述した変形例１、２にも適用できる。
【００５４】
　以下に変形例３の表示装置を説明する。表示装置１が起動され、ユーザがキャリブレー
ション処理モード選択用の操作ボタンを操作して、第１のキャリブレーション処理モード
を選択すると、図２のキャリブレーション部２０３が第１のキャリブレーション処理モー
ドを起動する。画像生成部２０１は、表示用画像データを生成し、この表示用画像データ
に基づき表示器１１は、キャリブレーション用の表示画像を表示する。図１２は、このキ
ャリブレーション用の表示画像の空中像３００を示す。空中像３００は、キャリブレーシ
ョン用アイコン３００Ｂを含み、このキャリブレーション用アイコン３００Ｂは、メッセ
ージ「キャリブレーションを行います。このアイコンの位置を指で指し示し、その状態で
指を横方向に移動させて下さい」が重畳表示されている。また、検出基準制御部２０４は
、図１３（ａ）に示したように、検出基準４０を空中像３００の近傍の初期位置に設定す
る。
【００５５】
　図１３（ａ）において、ユーザがアイコン３００Ｂに重畳表示されたメッセージに従い
アイコン３００Ｂの表示位置を操作するために、指先Ｆをアイコン３００Ｂの方に下降移
動させ、指先Ｆが図２の操作検出器１３の静電容量検出範囲１３Ａに達すると、操作検出
器１３は、このアイコン３００Ｂへのユーザの指Ｆの接近移動、即ち下方への移動を静電
容量の変化として検出する。なお、図１３（ａ）は指を正面から見るように表示したもの
である。
【００５６】
　ユーザは、指をさらに下降移動させ、指先Ｆが空中像３００のアイコン３００Ｂの表示
位置に達したと感じた時に、図１３（ｂ）に矢印で示したように、指Ｆを横方向に移動さ
せる。操作検出器１３は、この指Ｆの下降移動及び横方向の移動を検出する。検出基準制
御部２０４は、指の下降移動を検出していた操作検出器１３が指の横方向の移動を検出し
たことを、判定して、下降移動から横方向移動へ変化したときの指の高さ位置を指定位置
５０Ａと判定する。検出基準制御部２０４は、この指定位置５０Ａに基づき、検出基準４
０の位置を変更し、この変更された検出基準４０の位置データを記憶部２０５に記憶する
。なお、指定位置５０Ａは、図１３（ｂ）では、空中像３００の上方の位置として例示さ
れているが、指定位置５０Ａは、指先Ｆが空中像３００のアイコン３００Ｂに達したとユ
ーザが感じた時の位置であるから、空中像３００に一致した位置に指定されることもある
し、または、空中像３００よりも下方の位置に指定されることもある。
【００５７】
　なお、検出基準制御部２０４は、以上の説明では指が下降移動から横方向の移動に変化
した時の指の位置、即ち指の高さを指定位置５０Ａと判定したが、これに限らず、例えば
指が下降移動から横方向の移動に変化し、その横方向移動が終了した時の指の高さを指定
位置５０Ａとして判定してもよい。また、検出基準制御部２０４は、指の横方向の移動開
始から横方向の移動終了までの指の高さの平均値や中央値などを指定位置５０Ａとしても
よい。
【００５８】
　上記説明の変形例３のキャリブレーション処理について、図１４に示すフローチャート
を参照して説明する。なお、図１４のフローチャートはステップＳ１２１～ステップＳ１
２９を示し、それ以降のステップは省略した。ステップＳ１２９以降の処理は、図１１に
示すフローチャートのステップＳ１０９以降の処理と同様である。
【００５９】
　ステップＳ１２１～ステップＳ１２４の各処理は、図６に示したフローチャートにおけ
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るステップＳ１～ステップＳ４の各処理と同様である。ステップＳ１２６において、操作
検出器１３は、ユーザの指の横方向移動を検出する。ステップＳ１２７において、検出基
準制御部２０４は、操作検出器１３の検出出力に基づき、指が下降移動から横方向移動に
変化したことを判定して、その変化時の指の位置を指定位置５０Ａと判定し、指定位置５
０Ａに基づき、検出基準４０の位置を変更し、その変更された検出基準４０の位置データ
を記憶部２０５に記憶して、ステップＳ１２８に進む。ステップＳ１２８において、第１
のキャリブレーション処理モードを終了して、ステップＳ１２９に進む。ステップＳ１２
９では、空中像操作モードを開始する。この空中像操作モードでは、記憶部２０５から読
み出された変更された検出基準４０の位置データに基づき、検出基準が設定される。
【００６０】
　この変形例３では、ユーザは、キャリブレーション処理において指が空中像の表示位置
を操作したと感じる位置を指を下降移動から横方向移動に変化させることによって指定し
ている。このように、ユーザは、アイコン３００Ｂの表示位置を操作したと知覚する位置
を指定位置として指定してキャリブレーション処理を行うため、正確にキャリブレーショ
ン処理を行うことができる。また、指定位置を指の下降移動から横方向移動への変化によ
って指定することは、操作性がよく、迅速にキャリブレーション処理を行うことができる
。
【００６１】
（第１の実施の形態の変形例４）
　変形例３の表示装置１においては、ユーザは、指先でアイコンの表示位置を操作したと
思った位置を指定位置として、指の下降移動から横方向への移動に変化させることによっ
て指定した。変形例４の表示装置１は、ユーザが、指先でアイコンの表示位置を操作した
と思った位置を別のアイコンを操作することによって、指定するものである。このキャリ
ブレーション処理について次に説明する。なお、説明は、第１の実施の形態における第１
のキャリブレーション処理モードに適用した場合について説明するが、第２のキャリブレ
ーション処理モードや上述した変形例１～３にも適用できる。
【００６２】
　表示装置１が起動され、ユーザがキャリブレーション処理モード選択用の操作ボタンを
操作して、第１のキャリブレーション処理モードを選択すると、図２のキャリブレーショ
ン部２０３が第１のキャリブレーション処理モードを起動する。画像生成部２０１は、表
示用画像データを生成し、この表示用画像データに基づき表示器１１は、キャリブレーシ
ョン用の表示画像を表示する。図１５は、このキャリブレーション用の表示画像の空中像
３００を示す。空中像３００は、キャリブレーション用アイコン３００Ｃと３００Ｄとを
含み、このキャリブレーション用アイコン３００Ｃは、メッセージ「キャリブレーション
を行います。右手の指でこのアイコンの位置を指し示して下さい。右手の指で指し示した
状態で、左手の指で左側のアイコンにタッチして下さい」が重畳表示されている。なお、
アイコン３００Ｃとアイコン３００Ｄとは、アイコン３００Ｃが右側に、アイコン３００
Ｄが左側に位置するように並置されている。
【００６３】
　ユーザがアイコン３００Ｃに重畳表示されたメッセージに従いアイコン３００Ｃの表示
位置を操作するために、右手の指先をアイコン３００Ｃの方に下降移動させて、指先が操
作検出器１３の静電容量検出範囲１３Ａに達すると、操作検出器１３は、このアイコン３
００Ｃの表示位置へのユーザの指の接近移動、即ち下方への移動を静電容量の変化として
検出する。ユーザは指をさらに下降移動させ、指先が空中像３００のアイコン３００Ｃの
表示位置を操作していると感じた時点で、メッセージに従い、左手の指先でアイコン３０
０Ｄの表示位置への操作をしようとして、左手の指先をアイコン３００Ｄの方に移動させ
る。操作検出器１３はアイコン３００Ｄに向けた指先の移動を検出する。検出基準制御部
２０４は、ユーザの指がアイコン３００Ｄの上に位置することを操作検出器１３が検出し
たことをもって、その時点における右手の指先の位置を指定位置５０Ａと判定する。検出
基準制御部２０４は、指定位置５０Ａに基づき検出基準４０を変更すると共に、この変更
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された検出基準４０の位置データを記憶部２０５に記憶する。
　なお、右側のアイコン３００Ｃの表示位置を操作する右手の指は、その操作したと感じ
た時の位置が指定位置と判定されるので、空中像に接近する下降移動が必要である。しか
しながら、左側のアイコン３００Ｄの表示位置への操作をする左側の指は、指をアイコン
３００Ｄの上または下に位置付ければよいので、必ずしも左手の指を下降移動させる必要
はなく、左手の指は、例えば空中像３００の平面に平行な方向、即ち横方向に移動してア
イコン３００Ｄの上または下の位置まで横方向移動してもよい。
　また、必ずしも左手の指と右手の指とを用いる必要はなく、キャリブレーション用空中
像３００のアイコン３００Ｃ上とアイコン３００Ｄ上との両方において上記の動作が検出
されればよい。例えば、一方の手の２本の指を用いてもよい。また、この変形例４は、ア
イコン３００Ｄの表示位置への操作をする代わりに、表示装置１に設けた不図示の決定ボ
タンを押すように構成することもできる。
　さらに、ユーザがアイコン３００Ｄの表示位置への操作をしたり、不図示の決定ボタン
を押したりした時点における右手の指先の位置を指定位置と判定するものに代えて、ユー
ザがたとえば左手で所定のジェスチャーを行ったことを検出したときにおける右手の指先
の位置を指定位置と判定しても良い。この場合、表示装置１は、後述する変形例８の撮像
装置１８（図２２参照）を備え、この撮像装置１８により取得された画像を用いてユーザ
のジェスチャー（たとえば手をグーからパーに変える）が行われたことを検出する。
【００６４】
　上記説明のキャリブレーション処理について、図１６に示すフローチャートを参照して
説明する。なお、図１６のフローチャートはステップＳ１３１～ステップＳ１３９を示し
、それ以降のステップは省略した。ステップＳ１３９以降の処理は、図１１に示すフロー
チャートのステップＳ１０９以降の処理と同様である。
【００６５】
　ステップＳ１３１～ステップＳ１３３の各処理は、図６に示したフローチャートにおけ
るステップＳ１～ステップＳ３の各処理と同様である。ステップＳ１３４において、操作
検出器１３は、ユーザの右手の指先の下方への移動の検出を開始する。ユーザは指をさら
に下降移動させて、指先が空中像３００のアイコン３００Ｃの表示位置を操作していると
感じた時点で、左手の指先でアイコン３００Ｄの表示位置への操作をする。ステップＳ１
３６においては、ステップＳ１３５で、左手がアイコン３００Ｄの表示位置への操作をし
た時点における右手の指先の位置を指定位置５０Ａとし、ステップＳ１３７に進む。ステ
ップＳ１３７において、検出基準制御部２０４は、指定位置５０Ａに基づき、検出基準４
０を変更し、その変更された検出基準４０の位置データを記憶部２０５に記憶して、ステ
ップＳ１３８に進む。ステップＳ１３８において、第１のキャリブレーション処理モード
を終了して、ステップＳ１３９に進む。ステップＳ１３９では、空中像操作モードを開始
する。
【００６６】
　上述の変形例４の表示装置１は、ユーザは、キャリブレーション処理において指がアイ
コンを操作する位置を指定する指定位置を、別のアイコン、または表示装置１の決定ボタ
ンを操作することによって指定している。このようにユーザがアイコン３００を知覚する
位置をユーザに指定させてキャリブレーション処理を行うため、正確にキャリブレーショ
ン処理を行うことができる。また、このような指定位置を、別のアイコンまたは表示装置
のボタンの操作によって指定することは、迅速にキャリブレーション処理を行うことがで
きる。
【００６７】
（第１の実施の形態の変形例５）
　変形例５の表示装置は、ユーザが指先でアイコンの表示位置を操作したと思ったら、ユ
ーザが指を所定時間停止させることにより指定位置を指定するものである。なお、この本
変形例は、第１の実施の形態における第１のキャリブレーション処理モードに適用した場
合について説明するが、第２のキャリブレーション処理モードや上述した変形例１～４に
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も適用できる。
　この場合には、キャリブレーション用の空中像に含まれるアイコンに、メッセージ「キ
ャリブレーションを行います。このアイコンの位置を指し示して下さい。指し示した状態
をしばらくキープして下さい。」が重畳表示される。ユーザがアイコンの表示位置を操作
したと感じて、しばらくの間、指の移動を停止すると、操作検出器１３は指の下降移動が
所定時間停止したことを検出する。検出基準制御部２０４は、このときの操作検出器１３
の検出出力に基づき、指の停止位置を指定位置として判定する。
　この指定位置の判定は、次のように行われる。即ち、下方に移動している指先Ｆが停止
して上下方向の比較的小さい所定の停止範囲内に所定の時間以上、滞在したことをもって
、アイコン３００Ａの表示位置への操作が行われたと判定する。このように、指先Ｆが所
定の時間以上、所定の停止範囲内に留まることをもって、指先Ｆのアイコン３００Ａの表
示位置への操作と判定する理由は、操作が空中像３００のアイコン３００Ａの表示位置へ
の操作であるため、タッチパネルへの操作とは異なり、指先Ｆがアイコン３００Ａの表示
位置で完全には停止しない可能性があるからである。なお、指定位置判定のための所定の
停止範囲は、操作検出器１３の静電容量の検出範囲１３Ａに比べて十分に小さい値、例え
ば５ｍｍに設定され、また、所定の時間は、例えば２秒程度に設定される。
【００６８】
（第１の実施の形態の変形例６）
　変形例６の表示装置は、ユーザが、指先でアイコンの表示位置を操作したと思った指定
位置を発声によって指定するものである。なお、この変形例は、第１の実施の形態におけ
る第１のキャリブレーション処理モードに適用した場合について説明するが、第２のキャ
リブレーション処理モードや上述した変形例１～５にも適用できる。
【００６９】
　図１７は、本変形例の表示装置１の構成のうち、制御部２０と、制御部２０によって制
御される表示器１１及び操作検出器１３とを示したブロック図である。この表示装置１に
は、集音器１４を含み、制御部２０には音声検出部２０８が備えられる。集音器１４は、
表示装置１の周囲の音を集音し、音声データとして音声検出部２０８に出力する。集音器
１４としては市販のマイクロフォンを用いることができる。音声検出部２０８は、集音器
１４からの音声データを識別し、その音声データが「ハイ」に相当するか否かを判別する
。
【００７０】
　図１７において、キャリブレーション部２０３が第１のキャリブレーション処理モード
を起動すると、画像生成部２０１は、表示用画像データを生成し、この表示用画像データ
に基づき表示器１１は、キャリブレーション用の表示画像を表示する。図１８は、このキ
ャリブレーション用の表示画像の空中像３００を示す。空中像３００は、キャリブレーシ
ョン用アイコン３００Ｅを含み、このキャリブレーション用アイコン３００Ｅには、メッ
セージ「キャリブレーションを行います。このアイコンにタッチしたところで「ハイ」と
声を出して下さい」が重畳表示されている。
【００７１】
　ユーザは、アイコン３００Ｅに重畳表示されたメッセージに従いアイコン３００Ｅの表
示位置への操作をするために、指先をアイコン３００Ｅの方に押し下げ、アイコン３００
Ｅにタッチしたと思ったところで、メッセージに従い「ハイ」と声を出す。操作検出器１
３は、指先の下降移動を検出し、集音器１４は、この声を集音し、音声データとして音声
検出部２０８に出力する。音声検出部２０８が、音声データが「ハイ」に対応することを
判定すると、検出基準制御部２０４が、その時点における操作検出器１３によって検出さ
れる指先の位置を指定位置５０Ａと判定し、指定位置５０Ａに基づき検出基準４０を変更
すると共に、この変更された検出基準４０の位置データを記憶部２０５に記憶する。
【００７２】
　上記説明のキャリブレーション処理について、図１９に示すフローチャートを参照して
説明する。なお、図１９のフローチャートはステップＳ１４１～ステップＳ１４９を示し
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、それ以降のステップは省略した。ステップＳ１４９以降の処理は、図１１に示すフロー
チャートのステップＳ１０９以降の処理と同様である。
【００７３】
　ステップＳ１４１～ステップＳ１４４の各処理は、図６に示したフローチャートにおけ
るステップＳ１～ステップＳ４の各処理と同様である。ステップＳ１４５において、音声
検出部２０８は、集音器１４からの出力に基づいて、ユーザが「ハイ」を発声したかどう
か判定する。ステップＳ１４５において肯定判定された場合、即ち、ユーザがアイコン３
０Ｆをタッチしたと思って「ハイ」という声を出したと判定した場合、ステップＳ１４６
に進む。ステップＳ１４５において否定判定された場合は、肯定判定されるまで待機する
。ステップＳ１４６において、検出基準制御部２０４が、音声検出部２０８が音声「ハイ
」を判定した時点における指先の位置を指定位置５０Ａと決定、即ち判定する。ステップ
Ｓ１４７において、指定位置５０Ａに基づいて検出基準４０を変更すると共に、その変更
された検出基準４０の位置データを記憶部２０５に記憶し、ステップＳ１４８に進む。ス
テップＳ１４８において、第１のキャリブレーション処理モードを終了して、ステップＳ
１４９に進む。ステップＳ１４９において、空中像操作モードを開始する。
【００７４】
　上述の変形例６の表示装置１は、ユーザは、アイコンの表示位置を操作したと思った指
の位置、即ち指定位置を、発声によって指定するものである。このような到達位置を、発
声によって指定することは、迅速にキャリブレーション処理を行うことができる。
　なお、表示装置１が集音器１４を備えず、外部の集音装置によって取得された音声デー
タを無線や有線を介して入力し、外部の集音装置から入力した音声データを用いて音声検
出部２０８が音声検出をしても良い。
【００７５】
（第１の実施の形態の変形例７）
　上記においては、検出基準を単一の平面または段差を持った平面として説明した。しか
し、検出基準は面ではなく、厚みを持った領域であってもよい。このような領域を持った
検出基準のキャリブレーション処理について説明する。なお、説明は、第１の実施の形態
における第１のキャリブレーション処理モードに適用した場合について説明するが、第２
のキャリブレーション処理モードや上述した変形例１～６にも適用できる。また、上述し
た変形例１～６に適用してもよい。
【００７６】
　本変形例の表示装置１は第１の実施の形態で説明した表示装置１と同様の装置であり、
その構成は図２に示すブロック図により表される。図２０（ａ）は、本変形例の表示装置
１によって表示される空中像操作モード時の空中像３０の一例を示し、図２０（ｂ）は、
本体１０または操作検出器１３と空中像３０と検出基準４０との位置関係を模式的に示す
。図２０（ａ）に示す空中像３０は、図３（ａ）に示す空中像３０と同様である。図２０
（ｂ）において、検出基準４０は、上面４０１と下面４０２に挟まれて上下方向に厚さｄ
２を有する領域として設定される。
【００７７】
　図２０（ｂ）において、空中像３０は、表示装置１の操作検出器１３の上方に距離Ｈ１
だけ離れた位置に形成され、検出基準４０は、上面４０１と下面４０２がそれぞれ、操作
検出器１３の上方に距離Ｈ３とＨ４（Ｈ１＜Ｈ３＜Ｈ４）だけ離れた位置に設定されてい
る。即ち、ｄ２＝Ｈ４－Ｈ３となる。空中像３０と検出基準４０は、静電容量の検出範囲
１３Ａ内に位置するように設定されている。なお、検出基準４０は、図３（ｂ）では空中
像３０の上方に設定されているが、操作検出器１３の静電容量検出範囲１３Ａ内であれば
、空中像３０の下方に設定しても、または空中像３０の位置を領域ｄ２内に含むように設
定してもよい。
【００７８】
　操作検出器１３は、ユーザの指先が検出基準４０に侵入した時に、指先の位置に応じて
、距離Ｈ３～Ｈ４の間のいずれかに対応した検出出力を出力し、検出基準制御部２０４は
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、この操作検出器１３の検出出力が距離Ｈ３とＨ４との間に相当する検出出力である場合
、指先がアイコン３０Ａの表示位置を操作したと判定する。このようにして、表示装置１
は、ユーザが空中像３０のアイコン３０Ａの表示位置を操作したことを検出し、その操作
されたアイコン３０Ａに対応した機能を実行する。例えば、表示器１１の表示画像の切り
替えなどを行う。このように、変形例７の表示装置は、空中像操作モードにおいて、指が
検出基準４０の厚さｄ２内のどこに位置しても、検出基準制御部２０４は指がアイコン３
０Ａの表示位置への操作を行っていると判定するので、より確実に表示位置への操作を判
定することができる。例えば、指が、たまたまアイコン３０Ａの真上から下降移動されず
に、斜め上方から下降移動された場合には、検出基準４０が図３に示したように平面であ
ると、アイコン３０Ａの真上の検出基準４０を通過せず、その横の部分を通過してしまい
、指のアイコン３０Ａの表示位置への操作を判定することができないことが起こり得る。
しかし、検出基準４０が厚さｄ２を有していると、指が斜め上方から下降移動された場合
にも、指が検出基準４０に入ったことを確実に検出することができるので、上述の事態の
発生を低減することができる。更には、指が空中像３０に並行に移動して、アイコン３０
Ａの表示位置を操作した場合にも変形例７の表示装置は、検出基準４０が厚さｄ２を有し
ているので、指が検出基準４０内に入ったことを確実に検出することができる。
【００７９】
　このような厚さｄ２の検出基準４０を有する変形例７の表示装置１に関する第１のキャ
リブレーション処理モードを、以下に説明する。なお、厚さｄ２を有する検出基準４０に
関する第２のキャリブレーション処理モードも同様である。また、以下の説明は、第１の
実施の形態と同一部分については、省略する。
【００８０】
　図２１（ａ）において、第１のキャリブレーション処理モードでは、図４に示されたア
イコン３００Ａを含む空中像３００が表示され、検出基準４０が初期設定される。ユーザ
がアイコン３００Ａに重畳表示されたメッセージに従いアイコン３００Ａの表示位置への
操作をするために、指先Ｆをアイコン３００Ａの方に下方移動して、指先Ｆが図２の操作
検出器１３の静電容量検出範囲１３Ａに達すると、操作検出器１３は、このアイコン３０
０Ａへのユーザの指Ｆの接近移動、即ち下方への移動を静電容量の変化として検出する。
【００８１】
　図２１（ｂ）において、ユーザは、指がアイコン３００の表示位置を操作していると感
じると、ユーザは例えば、指先Ｆを所定距離だけ上方に移動させる。操作検出器１３は、
指先Ｆの上記の下降移動、即ち押下げとそれに引き続く所定距離の上方移動とを、静電容
量の変化として検出する。この静電容量の変化に基づいて、検出基準制御部２０４は、上
述した到達位置５０または指定位置５０Ａを判定する。
【００８２】
　検出基準制御部２０４は、図２１（ｃ）に示すように到達位置５０または指定位置５０
Ａに基づき、検出基準４０を厚さｄ２を有する３次元領域の検出基準４０に変更する。図
２１（ｃ）では、厚さｄ２の検出基準４０が到達位置５０または指定位置５０Ａを含むよ
うに設定されているが、厚さｄ２の検出基準４０は、到達位置５０または指定位置５０Ａ
よりも上方または下方の位置に設定してもよい。また、到達位置５０または指定位置５０
Ａからユーザにより押下する操作により押し込まれた方向とは反対方向に所定距離離れた
位置と、到達位置５０または指定位置５０Ａとで挟まれた３次元の領域を厚さｄ２の検出
基準４０としてもよい。検出基準制御部２０４は、厚さｄ２の検出基準４０の位置データ
を記憶部２０５に記憶する。その後に、空中像操作モードが実行されると、記憶部２０５
に記憶された位置データに基づき、厚さｄ２の検出基準４０が設定される。
【００８３】
　上記説明の第１のキャリブレーション処理モードと空中像操作モードとの関係について
は、図６に示すフローチャートと次の点を除いて同様の手順で行うことができる。即ち、
ステップＳ６において、第１の実施の形態においては、検出基準制御部２０４は、到達位
置５０に基づき、単一の面である検出基準４０を設定する手順となっている。これに対し
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て、本変形例７においては、到達位置５０または指定位置５０Ａに基づき、厚さｄ２の検
出基準４０が設定されることが異なる。
【００８４】
　なお、空中像操作モードにおいて、アイコンが操作される度に、ユーザの指先の到達位
置５０または指定位置５０Ａを含む面が検出基準４０の上面４０１と下面４０２の中間と
なるように検出基準４０を設定するようにキャリブレーション処理を行うことも有効であ
る。
　また、指先がキャリブレーション処理用のアイコンの上方に位置している限り、ユーザ
の指が斜めに、すなわちＺ方向に対して角度を有して下降移動した場合であっても、到達
位置または指定位置を判定することができる。
【００８５】
（第１の実施の形態の変形例８）
　上記説明において、ユーザの指先の下方への移動を、静電容量パネルにより構成される
操作検出器１３によって検出したが、撮像装置によりユーザの指先の位置を検出してもよ
い。変形例８の表示装置１は、図２２に示すように、操作検出器として撮像装置（例えば
デジタルカメラ）１８を備え、この撮像装置１８は表示装置１の上面に配置される。この
ような表示装置１のブロック図を図２３に示す。
【００８６】
　図２３にブロック図を示した表示装置１は、制御部２０には、画像解析部２０９を備え
ている。撮像装置１８は、表示器１１の上方に位置する物体、即ちユーザの指を撮像し、
撮像された撮像画像は、画像解析部２０９に入力される。画像解析部２０９は、撮像装置
１８から入力された撮像画像を解析してユーザの指先の位置を求める。即ち、画像解析部
２０９は、撮像画像内における指の像の位置から、ユーザの指先が複数のアイコンのうち
のどのアイコンを操作しているのか判定する。更に、画像解析部２０９は、撮像画像内に
おける指の像の大きさを、基準の指の大きさ、具体的には事前に撮像した所定高さ位置の
指の大きさと比較することによって指の高さ位置、即ち指の降下位置を判定する。これに
より、ユーザの指先の３次元空間における位置が求められる。このような構成によって、
変形例８の表示装置１は、静電容量パネルを用いた操作検出器１３により求めた指先の位
置に関する情報と同様の情報を、撮像装置１８による撮像画像の解析により得ることがで
きる。従って、変形例８の表示装置は、上述した実施の形態および種々の変形例で説明し
た静電容量パネルの代わりに撮像装置１８を使用して、上述した実施の形態および変形例
と同様の処理を行うことができる。
【００８７】
　変形例８の表示装置１は、画像解析部２０９が、撮像画像における指の大きさから指の
高さ位置を算出したが、その代わりに、撮像装置１８が、デジタルカメラに搭載されてい
る位相差式焦点検出装置と画像認識装置によって、指の高さ位置を検出することもできる
。具体的には、画像認識装置が指を認識し、位相差式焦点検出装置が画像認識装置によっ
て認識された指についてデフォーカス量を検出し、このデフォーカス量から指の高さ位置
を算出することができる。また、位相差式焦点検出装置の代わりにデジタルカメラに搭載
されているコントラスト検出式焦点検出装置を使用しても同様に指の高さ位置を検出する
ことができる。
【００８８】
　撮像装置１８としては、位相差式焦点検出装置やコントラスト検出式焦点検出装置の代
わりに、ＴＯＦ（Time of Flight）装置を搭載したカメラを好適に用いることができる。
ＴＯＦカメラは、カメラ本体から赤外線を出射し、対象物に反射してＴＯＦカメラに入射
する赤外線を受光して、出射光と受光光の位相変化に基づいて、ＴＯＦカメラから対象物
までに距離を算出する。従って、測定対象物をユーザの指先として、ＴＯＦカメラからユ
ーザの指先に向けて赤外光を出射し、指先からの反射光を受光することで、ＴＯＦカメラ
からユーザの指先までの距離を求めることができる。なお、撮像装置１８は、その撮像レ
ンズとしては、空中像３０の全体をカバーするために広角レンズであることが好ましく、
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魚眼レンズであってもよい。また、複数（たとえば、２個）の撮像装置を搭載し、それら
の撮像画像によりユーザの指先の位置をより検出してもよい。
【００８９】
　ＴＯＦカメラを表示装置１に装備した例を図２４に示す。図２４は、表示装置１の内部
構成のみを表しており、表示装置の本体は省略している。図２４において、表示器１１と
結像光学素子１２との中央部に、ＴＯＦカメラ１１８’を配置するための空間が設けられ
ており、その空間にＴＯＦカメラ１１８’が配置されている。ＴＯＦカメラ１１８’は赤
外線を所定範囲にスキャンすることで、ユーザの指先に赤外線を照射し、その反射光の位
相変化により、ＴＯＦカメラ１１８’からユーザの指先までの距離を測定する。この距離
と赤外線の出射方向に基づいて、ＴＯＦカメラ１１８’に対するユーザの指先の３次元空
間における位置を求めることができる。即ち、指先の位置が空中像面内のいずれの位置に
相当するか、また、指先の位置が表示装置１の表面からどれほど離れているか、が求まる
。これにより、静電容量パネルによる指先の位置の検出情報と同様の情報を、ＴＯＦカメ
ラ１１８’による測距結果から得ることができる。なお、上記の説明として、表示器１１
と結像光学系１２との中央部に、ＴＯＦカメラ１１８’を配置するための空間が設けられ
ており、その空間にＴＯＦカメラ１１８’が配置されているような構成で説明したが、こ
れに限らず、ＴＯＦカメラ１１８’を表示器１１の外部に設置するような構成であっても
よい。
　変形例８の表示装置１においても、図２４に示すように、空中像３０が表示装置１の結
像光学系１２の上方に距離Ｈ１だけ離れた位置に形成され、検出基準４０は、結像光学系
１２の上方に距離Ｈ２（Ｈ１＜Ｈ２）だけ離れた位置に設定される。撮像装置１８は、結
像光学系１２の表面から上方にユーザの指先の位置を検出するための検出範囲１３Ａを有
する。図２４では、撮像装置１８の上方に撮像可能な範囲の限界を破線１３ａで示し、こ
の検出限界１３ａと結像光学系１２の表面との間隔が検出範囲１３Ａとして示される。変
形例８においても、上記の第１の実施の形態や変形例１～７の場合と同様に、空中像３０
と検出基準４０とが検出範囲１３Ａ内に位置するように設定される。なお、検出基準２４
は、図２４では空中像３０の上方に設定されているが、検出範囲１３Ａ内であれば、空中
像３０の下方でも、または空中像３０の位置に一致させてもよい。また、変形例８におい
ても、検出範囲１３Ａ内のうち検出基準４０に設定された領域以外の範囲は検出基準外４
１である。なお、検出範囲１３Ａは、撮像装置１８の撮像可能な範囲の限界として設定さ
れるものに限定されず、撮像可能な範囲のうち一部の範囲（たとえば図２４中の左右方向
の端部の所定範囲）を除いた範囲として設定されてもよい。
【００９０】
　上記説明では、本変形例８の表示装置１は、操作検出器としての静電容量パネル１３に
代えて撮像装置１８を備えるものであった。しかし、表示装置１は、操作検出器１３と撮
像装置１８とを共に備えるものであってもよい。この場合には、例えば、図３に示された
操作検出器１３の検出範囲１３Ａを上下に二つに分割して下方の検出範囲（表示器１１に
近い方の検出範囲）と上方の検出範囲（表示器１１から遠い方の検出範囲）とを形成し、
この下方の検出範囲を静電容量パネル１３の検出範囲とし、上方の検出範囲を撮像装置１
８の検出範囲とすることができる。このような構成によって、ユーザが表示位置への操作
のために指を降下移動した時には、撮像装置１８がその指の降下移動の前半部分を検出し
、静電容量パネル１３が指の降下移動の後半部分を検出する。一般に、静電容量パネル１
３は、表示器１３の上方の近傍範囲を高精度に検出することができ、逆に、撮像装置１８
は、表示器１３の上方の極く近傍範囲を撮像することが難しい場合があるので、静電容量
パネル１３の検出範囲と撮像装置１８の検出範囲とを上述のように分担させることは、好
ましいことである。なお、検出範囲１３Ａの２分割は、検出範囲１３Ａを上下に二等分す
る場合に限らず、不等分に分割してもよい。また、操作検出器１３は、静電容量パネル１
３や撮像装置１８に限らず、他の近接センサなどを使用することができる。従って、検出
範囲１３Ａを分割した場合には、種々の操作検出器１３が分割された検出範囲を分担する
ことを可能である。
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【００９１】
　図９に示した速度・加速度検出部２０６は、図２３の撮像装置１８の撮像画像に基づき
指の移動速度や加速度を算出することもできる。従って、検出範囲１３Ａを分割した場合
には、上方及び下方の検出範囲毎に、指の移動速度や加速度を算出し、停止位置予測部２
０７が指の到達位置を予測することもできる。
【００９２】
　なお、上述の第１の実施の形態とその変形例１～７では、制御部２０と表示器１１と操
作検出器１３とを少なくとも含む表示装置１を例に説明したが、制御部２０のみで構成さ
れた検出装置や、制御部２０と操作検出器１３とで構成される検出装置であってもよい。
また、制御部２０は、少なくともキャリブレーション部２０３と検出基準制御部２０４と
を備えればよい。上述の第１の実施の形態、または変形例１～７に記載された各効果を得
るために、上述した構成から必要に応じて構成を適宜追加してもよい。
【００９３】
－第２の実施の形態－
　図面を参照しながら、第２の実施の形態に係る表示装置１について説明する。第２の実
施の形態においては、本実施の形態の表示装置１が携帯電話に組み込まれた場合を一例に
挙げて説明を行う。なお、本実施の形態の表示装置は、携帯電話に限らず、タブレット端
末、腕時計型端末等の携帯型情報端末装置、パーソナルコンピュータ、音楽プレイヤ、固
定電話、ウエアラブル装置等の電子機器に組み込むことが可能である。
【００９４】
　本実施の形態の表示装置１は、図１に示した表示装置１と同様であり、その主要部の構
成は、図２５に示すブロック図で表される。即ち、制御部２０と、制御部２０によって制
御される表示器１１と操作検出器１３とを示している。制御部２０は、画像生成部２０１
と、表示制御部２０２と、キャリブレーション部２０３と、検出基準制御部２０４と、記
憶部２０５と、ユーザ情報解析部２１０とを備える。
【００９５】
　制御部２０の主要構成は、ユーザ情報解析部２１０を備えたことを除いて、第１の実施
の形態の表示装置１と同様なので、異なる部分を除き説明は省略する。検出基準制御部２
０４は、検出基準を初期設定し、後述のキャリブレーション処理の結果に基づき、検出基
準を変更する。ユーザ情報解析部２１０は、入力されたユーザに関する情報を解析する。
検出基準制御部２０４は、キャリブレーション処理の際にユーザ情報解析部２１０から入
力された情報に基づいて検出基準を変更する。
【００９６】
　次に、本実施の形態の表示装置１におけるキャリブレーション処理について、図２６に
示すフローチャートを参照しながら説明する。なお、図２６のフローチャートはステップ
Ｓ２０１～ステップＳ２０７を示し、それ以降のステップは省略した。ステップＳ２０７
以降の処理は、図１１に示すフローチャートのステップＳ１０９以降の処理と同様である
。図２６のフローチャートに示す各処理は、表示装置１が起動された後、制御部２０によ
ってプログラムを実行して行われる。このプログラムは、記憶部２０５に記憶されている
。
【００９７】
　ステップＳ２０１において、ユーザによりユーザ情報入力モードの操作ボタンが操作さ
れたかどうか判定する。ステップＳ２０１において肯定判定された場合、即ち、ユーザが
ユーザ情報入力モードを選択したと判定された場合、ステップＳ２０２に進む。ステップ
Ｓ２０１において否定判定された場合、即ち、ユーザがユーザ情報入力モードを選択しな
かったと判定された場合、ステップＳ２０６に進む。ステップＳ２０２において、ユーザ
情報入力モードを開始して、ステップＳ２０３に進む。ステップＳ２０３において、ユー
ザ情報の入力が終了したかどうか判定する。この判定は、例えば、ユーザがユーザ情報の
入力終了を指示するボタンを操作したかどうかで行われる。ステップＳ２０３において肯
定判定された場合、即ち、ユーザがユーザ情報の入力終了を指示した場合、ステップＳ２
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０４に進む。ステップＳ２０３において否定判定された場合は、肯定判定されるまで待機
する。
【００９８】
　ステップＳ２０４において、ユーザ情報解析部２１０は、入力されたユーザ情報に基づ
いて、空中像操作モードにおいて初期設定される検出基準４０を変更すると共に、その変
更された検出基準４０の位置データを記憶部２０５に記憶し、ステップＳ２０５に進む。
例えば、到達位置５０から、所定距離ｄ１だけ上方の位置に、検出基準４０を変更する。
ステップＳ２０５において、ユーザ情報入力モードを終了して、ステップＳ２０６に進む
。ステップＳ２０６において、空中像操作モードを開始する。
【００９９】
　ユーザ情報としては、例えば、ユーザの性別、年齢、体型（身長、腕の長さ）、視力の
うちの少なくとも１種類または複数の組み合わせがある。記憶部２０５には、性別、年齢
、体型（身長）、視力の因子のうちの１種類または複数の組み合わせをパラメータとする
到達位置５０に関する複数のテーブルが予め記憶されている。ユーザがユーザ情報を入力
すると、ユーザ情報解析部２１０は、入力されたユーザ情報の種類と内容に基づいて、該
当するテーブルを選択し、そのテーブルから該当する到達位置５０を選択する。検出基準
制御部２０４は、選択された到達位置５０に基づいて検出基準４０を決定する。
【０１００】
　テーブルとして記憶された到達位置５０は、例えば、男性よりも女性、年齢の高い人よ
り比べて年齢の低い人、身長の高い人よりも身長の低い人が、操作検出器１３により近い
位置に到達位置５０が設定される。
　なお、図２６のフローチャートのステップＳ２０１において、ユーザによりユーザ情報
入力モードの操作ボタンが操作されたかどうかを判定していたが、この処理を必ずしも行
う必要はなく、装置がユーザ情報を取得した段階でステップＳ２０４に移行してもよい。
【０１０１】
　なお、上記のユーザ情報として、ユーザの性別、年齢、体型（身長、腕の長さ）、視力
等の情報を、そのユーザを特定するＩＤ（Identification Code）やパスワードと関連付
けて記憶部２０５に記憶してもよい。このようにすることで、使用者は、表示装置１を使
用する際に、ＩＤやパスワードを入力するだけで、自身の性別、年齢、体型（身長）、視
力等の情報に基づいて検出基準４０を設定することができる。このように、ユーザに関連
する情報の一つであるユーザ情報によって、そのユーザ用に検出基準４０を変更して、検
出基準４０と空中像３００の表示位置との位置関係を変更する。
【０１０２】
　第１の実施の形態の変形例８において説明したような撮像装置１８によってユーザを撮
影してその撮像画像を画像解析することにより、ユーザを特定してもよい。例えば、公知
の顔認識技術を用いて撮像画像からユーザの年齢や性別などを特定する。検出基準制御部
２０４は、そのユーザの性別や年齢等の情報に基づいて検出基準５０を設定する。このよ
うにすれば、ユーザがＩＤやパスワードを入力することを省略することもできる。このよ
うに、ユーザに関連する情報の一つであるユーザを特定する情報によって、そのユーザ用
に検出基準４０を変更して、検出基準４０と空中像３００の表示位置との位置関係を変更
する。
【０１０３】
（第２の実施の形態の変形例１）
　第２の実施の形態は次のように変形できる。ユーザによるユーザ情報は、表示装置１に
対して行う代わりに、表示装置１とは別の情報入力装置に対して行い、その情報を、イン
ターフェースを介して表示装置１に転送してもよい。また、ユーザ情報は、ＩＣカードに
予め記録されていてもよく、その場合には、表示装置１または情報入力装置には、カード
情報読み取り機能が備えられることが好ましい。
【０１０４】
　なお、上述した第２の実施の形態では、制御部２０と表示器１１と操作検出器１３とを
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少なくとも含む表示装置１を例に説明したが、制御部２０のみで構成された検出装置や、
制御部２０と操作検出器１３とで構成される検出装置であってもよい。また、制御部２０
は、少なくともキャリブレーション部２０３と検出基準制御部２０４とユーザ情報解析部
２１０とを備えればよい。なお、上述の第２の実施の形態に記載された各効果を得るため
に、上述した構成から必要に応じて構成を適宜追加してもよい。
【０１０５】
－第３の実施の形態－
　図面を参照しながら、第３の実施の形態に係る表示装置１について説明する。第３の実
施の形態においては、本実施の形態の表示装置１が携帯電話に組み込まれた場合を一例に
挙げて説明を行う。なお、本実施の形態の表示装置は、携帯電話に限らず、タブレット端
末、腕時計型端末等の携帯型情報端末装置、パーソナルコンピュータ、音楽プレイヤ、固
定電話機、ウエアラブル装置等の電子機器に組み込むことが可能である。
　本実施の形態の表示装置１は、図１に示した表示装置１と同様であり、その主要部の構
成は、図２７に示すブロック図で表される。本実施の形態の表示装置１は、制御部２０と
、制御部２０によって制御される表示器１１と操作検出器１３と環境検出部１９とを備え
る。環境検出部１９は、表示装置１の周囲の使用環境を検出する。制御部２０は、画像生
成部２０１と、表示制御部２０２と、キャリブレーション部２０３と、検出基準制御部２
０４と、記憶部２０５と、環境解析部２１１とを備える。
【０１０６】
　環境解析部２１１は、環境検出部１９から入力された環境情報を解析し、環境変化があ
ったか否かを判定し、環境変化があった場合に環境変化情報を検出基準制御部２０４に出
力する。検出基準制御部２０４は、環境解析部２１１から入力された環境変化情報に基づ
いて検出基準のキャリブレーション処理を実行する。
【０１０７】
　本実施の形態のキャリブレーション処理は、空中像操作モードの実行と並行して実行さ
れる。図２８に示すフローチャートを参照して本実施の形態のキャリブレーション処理に
ついて説明する。図２８のフローチャートに示す各処理は、表示装置１が起動された後、
制御部２０によってプログラムを実行して行われる。このプログラムは、記憶部２０５に
記憶されている。
【０１０８】
　ステップＳ２１１において、空中像操作モードが開始され、ステップＳ２１２に進む。
ステップＳ２１２において、図３に示された空中像操作モード用のアイコン３０Ａを含む
空中像３０が表示されると共に、検出基準制御部２０４は、検出基準４０を予め定められ
た初期位置に設定し、ステップＳ２１３に進む。ステップＳ２１３において、環境解析部
２１１は、環境検出部１９によって検出された使用環境に関する環境情報に基づいて、環
境変化があったかどうか判定する。ステップＳ２１３において肯定判定された場合、即ち
、環境変化があったと判定された場合、ステップＳ２１４に進む。ステップＳ２１３にお
いて、否定判定された場合、即ち、環境変化があったとは判定されなかった場合、ステッ
プＳ２１６に進む。ステップＳ２１４においては、環境変化情報を検出基準制御部２０４
に出力し、ステップＳ２１５に進む。ステップＳ２１５において、検出基準制御部２０４
は、空中像操作モードの検出基準を環境変化情報に基づき変更し、ステップＳ２１６に進
む。即ち、ステップＳ２１６において、空中像操作モードが続行される。
【０１０９】
　環境情報としては、温度、湿度、明るさ等がある。これらの環境の変化に基づいて、検
出基準をキャリブレーション処理する理由は次の通りである。ユーザによって表示装置１
が使用され、表示装置１の温度または表示装置１の周囲の温度が上昇すると、これに伴っ
て、例えば、表示装置１の内部で、表示器１１と結像光学系１２とを固定している固定部
材（不図示）が延び、これに伴って、表示器１１と結像光学系１２との間の距離が長くな
る。ユーザによって空中像３０の近傍における温度が変化する要因としては、携帯電話な
どのユーザの手に持てる表示装置の場合、ユーザが表示装置を握ることにより表示装置の
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温度が上昇する場合が挙げられる。その結果、空中像３０が生成される位置は、温度上昇
前に比べて、ユーザ側に近付く。また、ユーザが表示装置を利用した際に空中像３０の近
傍における明るさが変化し、ユーザから空中像３０の見え方が変化する。その結果、空中
像３０を実際に明るさが変化する前に比べて遠く感じたりすることも考えられる。空中像
３０の近傍における明るさが変化する要因としては、ユーザ自らの影が空中像に重なるこ
とが考えられる。または表示装置が携帯電話などのユーザの手で持てる装置の場合、ユー
ザが表示装置を握ることにより、ユーザの手に汗が発生して周囲湿度が変化した場合にも
、表示装置１の表示性能が影響を受けることがある。
【０１１０】
　環境検出部１９としては、例えば、表示装置１の本体１０内に備えられた、温度センサ
、湿度センサ、明るさセンサ等である。なお、明るさについては、カメラの測光機能を用
いることができる。
【０１１１】
　ユーザによる周囲の環境変化情報に基づくキャリブレーションに関する情報について次
に説明する。記憶部２０５には、表示装置１の内部あるいは近傍における温度変化と湿度
変化、空中像３０近傍における明るさ変化の因子のうちの１種類または複数の組み合わせ
をパラメータとする検出基準の修正値に関する複数のテーブルが予め記憶されている。環
境解析部２１１により、環境変化があったと判定された場合、環境解析部２１１は、環境
変化があったと判断した場合、変化があった因子に応じて、概要するテーブルを選択し、
そのテーブルから該当する検出基準の修正値を選択する。検出基準制御部２０４は、選択
された修正値に基づいて検出基準４０を変更する。このように、ユーザに関連する情報の
一つであるユーザによる周囲の環境変化情報によって、そのユーザ用に検出基準４０を変
更して、検出基準４０と空中像３００の表示位置との位置関係を変更する。
【０１１２】
　上述の環境検出部１９の検出出力は、第１の実施の形態の第１または第２のキャリブレ
ーション処理モードや第１の実施の形態の変形例１～８において、検出基準を変更する際
にも利用することができる。即ち、上述の第１または第２のキャリブレーション処理モー
ドにおいて、ユーザの指の到達位置に基づき検出基準を変更する代わりに、ユーザの指の
到達位置または指定位置と環境検出部１９の検出出力との両方に基づいて検出基準を変更
することもできる。
【０１１３】
　なお、上述した環境変化としては、ユーザに起因する周囲の環境変化に限らず、窓から
日光が差し込むことによる変化や、天候による湿度の変化や、表示装置の起動継続に伴う
装置自体の温度上昇などの種々の環境の変化を検出し、この検出結果に基づき検出基準を
変更して、検出基準と空中像との位置関係を変更してもよい。
【０１１４】
　なお、上述の第３の実施の形態では、制御部２０と表示器１１と操作検出器１３とを少
なくとも含む表示装置１を例に説明したが、制御部２０のみで構成された検出装置や、制
御部２０と操作検出器１３とで構成される検出装置であってもよい。また、制御部２０は
、少なくともキャリブレーション部２０３と検出基準制御部２０４と環境解析部２１１と
を備えればよい。上述の第３の実施の形態に記載された各効果を得るために、上述した構
成から必要に応じて構成を適宜追加してもよい。
【０１１５】
－第４の実施の形態－
　図面を参照しながら、第４の実施の形態に係る表示装置１００について説明する。本実
施の形態における表示装置１００は、操作検出器の構成が第１の実施における操作検出器
１３とは異なる。図２９は、本実施の形態に係る表示装置を示す図であり、図２９（ａ）
は、第４の実施の形態による表示装置１００の操作検出器１００の概略構成を説明する断
面図である。また、図１９（ｂ）は表示装置１００が組み込まれた電子機器の一例として
、現金自動預払機（ＡＴＭ装置）２００の斜視図である。表示装置１００は、現金自動預
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払機２００において、ユーザが暗証番号や金額等を入力するための前面パネル上に装備さ
れている。なお、表示装置１００は、現金自動預払機に限らず、鉄道やバスの乗車券・定
期券等の各種の自動券売機や、図書館や美術館等の各種の情報検索端末装置等に広く組み
込むことが可能である。説明の都合上、表示装置１００について、Ｘ軸、Ｙ軸およびＺ軸
からなる座標系を図示の通りに設定する。
【０１１６】
　図２９（ａ）に示す通り、表示装置１００は、本体（不図示）内に、表示器１１１と、
結像光学系１１２と、操作検出器１１３とを備える。本体の内部に設けられた表示器１１
１は、たとえば、液晶素子や有機ＥＬ素子等により構成され、複数の二次元状に配列され
た表示画素を有する。表示器１１１は、第１の実施の形態に係る表示装置１の制御部２０
に類似の制御部（不図示）により制御されて、表示用画像データに対応する画像を表示す
る。結像光学系１１２は、表示器１１１に対して所定の位置関係となるように配置される
。結像光学系１１２としては、透明基板の内部に２種類の帯状反射部を一定間隔で平行に
配列された素子を２個重ねて配置した構成とすることができる。
【０１１７】
　図３０は、表示装置１００の構成のうち、制御部２０と、制御部２０によって制御され
る表示器１１１及び操作検出器１１３とを示したブロック図である。図３０のブロック図
に示した表示装置１００は、表示器１１１および操作検出器１１３の構成が図２のブロッ
ク図に示した表示装置１の表示器１１および操作検出器１３の構成と異なっている以外は
、実質的に同様である。即ち、制御部２０は、ＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭなどを有し、制御
プログラムに基づいて表示装置１００の表示器１１１及び操作検出器１１３を含む種々の
構成要素を制御したり、各種のデータ処理を実行したりする演算回路を含む。制御部２０
は、画像生成部２０１と、表示制御部２０２と、キャリブレーション部２０３と、検出基
準制御部２０４と、記憶部２０５とを備える。記憶部２０５は、制御プログラムを格納す
る不揮発性メモリと、表示器１１１に表示される画像データなどを記憶する記憶媒体など
とを含むものである。
【０１１８】
　結像光学系１１２は、表示用画像データに対応して表示器１１１に表示された画像から
射出される光束を偏向して、図２９に示したようなアイコンを含む空中像３０を生成する
。
【０１１９】
　操作検出器１１３は、空中像３０の近傍に空中像３０を囲むように設けられる。図３１
に操作検出器１１３の平面図を示す。操作検出器１１３は、ＸＹ平面に平行な断面が矩形
の枠状のハウジング１１５を備える。ハウジング１１５の内面を構成する４面にうち、隣
接する２面には複数の投光素子１１６が配置され、残る隣接する２面には複数の受光素子
１１７が配置されている。図３１においては、枠状のハウジング１１５の、ＺＸ平面に平
行な一対の内面のうち、内面ＺＸ１には投光素子１１６のみが設けられ、内面ＺＸ２には
受光素子１１７のみが設けられる。同様に、ＹＺ平面に平行な一対の内面のうち、内面Ｙ
Ｚ１には投光素子１１６のみが設けられ、内面ＹＺ２には受光素子１１７のみが設けられ
る。すなわち、投光素子１１６と受光素子１１７は互いに対向して設けられる。投光素子
１１６としては市販のレーザやＬＥＤ素子等を用いることができる。また、受光素子１１
７としては、市販のフォトダイオードやフォトトランジスタを用いることができる。なお
、投光素子と受光素子を一体に構成した投受光素子を用いることも可能であり、この場合
には、投光素子に代えて投受光素子を配置し、受光素子に代えてミラーを配置する。
【０１２０】
　投光素子１１６と受光素子１１７とは、１個対１個の対応関係となるようにアレイ状に
整然と配列され、１個の投光素子１１６から出射された光は対応する１個の受光素子１１
７のみに入射するように構成される。投光素子１１６から出射された光線は空中像Ｉと平
行な面内（すなわち、ＸＹ平面に平行な面内）を進んで受光素子１１７に入射する。受光
素子１１７による光の検出状態は制御部に送られ、制御部では、受光素子１１７の検出状
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態は受光素子１１７の位置と対応させて把握される。これにより、ハウジング１１５の内
部においては、ＸＹ平面に平行な複数段の２次元格子状の光路群が形成される。投光素子
１１６から出射する光の波長は赤外域であることが好ましい。
【０１２１】
　位置検出器１１３の断面を図３２に示す。図３２は説明を簡単にするために、投光素子
１１６と受光素子１１７がそれぞれＺ方向に６段ずつ配置された構成を示している。６段
の投光素子１１６を、Ｚ方向＋側からそれぞれ１１６ａ、１１６ｂ、１１６ｃ、１１６ｄ
、１１６ｅ、１１６ｆとする。また、６段の受光素子１１７を、Ｚ方向＋側からそれぞれ
１１７ａ、１１７ｂ、１１７ｃ、１１７ｄ、１１７ｅ、１１７ｆとする。このように、位
置検出器１１３は、投光素子１１６ａと１１６ｆとの間に検出範囲を有し、この検出範囲
は、第１の実施の形態における図３の検出範囲１３Ａに相当するものである。
【０１２２】
　操作検出器１１３の機能について、図３２を用いて説明する。表示装置１００において
、表示制御部２０４は、表示装置１００から離れた位置に空中像３０を生成する。ここで
は、空中像３０はアイコン３０Ａを含み、生成されている上下方向における位置は、投光
素子１１６ｄと受光素子１１７ｄとを含む面であるとする。また、検出基準制御部２０４
は、検出基準４０を所定の初期位置に設定する。ここでは、検出基準４０は、投光素子１
１６ｃと受光素子１１７ｃとを含む面に設定されるものとする。なお、空中像３０および
検出基準４０をそれぞれきめ細かく設定するためには、投光素子１１６と受光素子１１７
の上下方向の段数が多いことが好ましい。
【０１２３】
　ユーザは、空中像３０の第１アイコン３０Ａの操作を行うために、指先をアイコン３０
Ａに向けて下降移動させ、操作検出器１１３の検出限界（ここでは、投光素子１１６ａと
受光素子１１７ａとを含む面）に達すると、操作検出器１１３は、受光素子１１７の出力
に基づいてユーザの指先の接近を検出する。
【０１２４】
　指先Ｆが空中像３０のアイコン３０Ａよりも上方の点線位置５０に達した時に、ユーザ
は、指がアイコン３０Ｂに到達して操作を実行していると感じて、指先Ｆの下方への移動
を停止させる。検出基準制御部２０４は、受光素子１１７ａ、および１１７ｂにおいて光
が検出されず、かつ、受光素子１１７ｃにおいて光が検出される状態が所定時間以上継続
したことをもって、指先Ｆの下方への移動の停止、即ちアイコンへ３０Ｂの表示位置への
操作を判定する。このとき、投光素子１１６ｂと受光素子１１７ｂとを含む面を、指先Ｆ
がアイコン３０Ａの表示位置を操作して移動を停止した位置である到達位置とする。
【０１２５】
　検出基準制御部２０４は、到達位置５０を判定すると、初期設定の検出基準４０の位置
を例えば、到達位置５０の位置に変更し、この変更された検出基準４０の位置データを図
２の記憶部２０５に記憶する。これにより、第１の実施の形態の表示装置１と同様にして
、到達位置５０に基づいて、そのユーザに適した検出基準４０が設定される。即ち、予め
複数設置された投光素子１１６と受光素子１１７とのうち、投光素子１１６ｃと受光素子
１１７ｃとを含む面を検出基準４０として初期設定し、キャリブレーション処理によって
、到達位置に基づき検出基準４０を例えば投光素子１１６ｂと受光素子１１７ｂとを含む
面に変更することにより、検出基準４０と空中像３０の表示位置との位置関係が変更され
る。なお、キャリブレーション処理によって、到達位置５０の位置に検出基準４０の位置
を変更する、すなわち複数設置された投光素子１１６と受光素子１１７とのうち、投光素
子１１６ｂと受光素子１１７ｃとを含む面に変更してもよい。勿論、初期設定された検出
基準は、到達位置に基づき、到達位置の上方の位置に変更することもできるし、到達位置
の下方の位置に変更することもできる。
　更には、検出基準は、図２１（ｃ）に示したように、幅ｄ２を持つ検出基準に変更する
こともできる。たとえば到達位置５０に対して上方の投光素子１１６ａと受光素子１１７
ａとが選択され、投光素子１１６ａと受光素子１１７ａとを含む面を上面４０１とし、到
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達位置５０に対して下方の投光素子１１６ｃと受光素子１１７ｃとが選択され、投光素子
１１６ｃと受光素子１１７ｃとを含む面を下面４０２とする、すなわち複数の投光素子１
１６と受光素子１１７との組のうち、一組の投光素子１１６と受光素子１１７とを含む面
で上面４０１を設定し、他の一組の投光素子１１６と受光素子１１７とを含む面で下面４
０２を設定すればよい。
　上述したように、本実施の形態は、複数設置された投光素子１１６と受光素子１１７に
より設定可能な複数の検出基準の中から、到達位置に基づいて一組あるいは複数組の投光
素子１１６と受光素子１１７とを選択することにより検出基準を選択して、検出基準の位
置を変更するものである。
【０１２６】
　以上説明した通り、表示装置１００の表示器１１１と操作検出器１１３とは、表示装置
１の表示器１１と操作検出器１３とは構成が異なるものの、検出基準４０の設定を類似の
手順により設定できる。従って、第４の実施の形態の表示装置１００による第１および第
２のキャリブレーション処理は、それぞれ、図６および図８にフローチャートで示した手
順と同様の手順により行うことができる。第４の実施の形態の表示装置１００は、上述し
た種々の変形例にも適用することができる。
　なお、表示装置１００はアクチュエータとエンコーダとを備え、投光素子１１６と受光
素子１１７とをＺ方向に微小距離移動させてもよい。たとえば、到達位置５０から距離ｄ
１の位置に検出基準４２を変更する場合、到達位置５０から距離ｄ１の位置に最も近い位
置の投光素子１１６と受光素子１１７とが選択される。この選択された投光素子１１６と
受光素子１１７とが配置された位置と到達位置５０から距離ｄ１との差分に基づいて、投
光素子１１６と受光素子１１７とがアクチュエータにより移動されて、投光素子１１６と
受光素子１１７との位置が微調整される。すなわち、投光素子１１６と受光素子１１７と
の位置が微調整されることにより、検出基準４２を到達位置５０から距離ｄ１により接近
した位置に変更することができる。
【０１２７】
（第４の実施の形態の変形例１）
　第４の実施の形態は次のように変形できる。第４の実施の形態の表示装置１００におい
ては、操作検出器１１３がＺ方向に複数段の二次元状に配列された投光素子１１６、受光
素子１１７を有する構成として説明した。しかし、二次元状に配列された投光素子１１６
、受光素子１１７は１段のみでもよい。このような操作検出器１１３’を装備した構成の
表示装置１００を図３３に示す。操作検出器１１３’は枠状のハウジング１１５’を備え
、枠状のハウジング１１５’の内面、を構成する４面にうち、隣接する２面にはＸＹ平面
に平行な一列に複数の投光素子１１６が配置され、残る隣接する２面にはＸＹ平面に平行
な一列に複数の受光素子１１７が配置されている。すなわち、操作検出器１１３’は、図
３２にて説明した６段構成の操作検出器１１３のうちの１段のみで構成したものである。
ハウジング１１５’にはアクチュエータ１１９が接続され、Ｚ方向に所定の周期（たとえ
ば、毎秒１０サイクル）で往復移動させる。ハウジング１１５’の位置はアクチェータ１
１９に組み込まれた位置を検出するセンサ、例えばエンコーダ（不図示）、により検出さ
れる。この場合、ハウジング１１５’を往復移動可能な範囲に含まれる所定の位置を検出
基準４０と設定する。
【０１２８】
　操作検出器１１３’を装備した表示装置１００による検出基準のキャリブレーション処
理について図３２を用いて説明する。ユーザが空中像３０のアイコン３０Ａの表示位置を
操作するために、指先を空中像３０に向けて押し下げる。指先の位置がハウジング１１５
’の移動範囲に入ると、投光素子１１６から出射した光がユーザの指により遮られて受光
素子１１７に到達しなくなる。このユーザの指により遮られて受光素子１１７に到達しな
くなる位置をエンコーダによって検出し、ユーザの指先の位置が検出される。ユーザは空
中像３０に含まれるアイコン３０Ａの表示位置を操作するために、さらに指先を空中像３
０に向けて押し下げ、ユーザがアイコン３０Ａに到達してアイコン３０Ａの表示位置への
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操作を実行していると感じ、指先を停止する。ユーザの指先が静止したか否かについては
、例えば、往復移動するハウジング１１５’が１往復する間、投光素子１１６からの光が
受光素子１１７に到達しなくなる位置が略同じ位置で検出された場合、ユーザの指先が静
止していると制御部２０は判定する。この時、ユーザの指先が静止している位置を到達位
置とし、決定された到達位置に基づいて、検出基準４０の位置を設定する。各処理を示す
フローチャートは図６に示したものと実質的に同じである。
【０１２９】
　なお、上述の第４の実施の形態、変形例１では、制御部２０と表示器１１１と操作検出
器１１３とを少なくとも含む表示装置１を例に説明したが、制御部２０のみで構成された
検出装置や、制御部２０と操作検出器１１３とで構成される検出装置であってもよい。ま
た、制御部２０は、少なくともキャリブレーション部２０３と検出基準制御部２０４とを
備えればよい。上述の第４の実施の形態または変形例１に記載された各効果を得るために
、上述した構成から必要に応じて構成を適宜追加すればよい。
【０１３０】
　第４の実施の形態においては、投光素子・受光素子を用いた操作検出器を用いてユーザ
の指先の位置を検出している。しかし、操作検出部として撮像部を備えることも可能であ
る。たとえば、表示装置に撮像部としてカメラを装備して、このカメラによりユーザの指
先の動きを検出して、その情報に基づいて検出基準４０のキャリブレーション処理を行っ
てもよい。図３４は、第４の実施の形態に説明した表示装置１００と同様の表示器１１１
と結像光学系１１２を有する表示装置１００’を示す。表示装置１００’は、操作検出器
１１３は備えず、その代り、撮像装置（例えばデジタルカメラ）１１８を備えている点で
、表示装置１００と異なる。表示装置１００’においては、撮像装置１１８によりユーザ
の指の位置を把握する。撮像装置１１８に装着するレンズとしては、空中像３０の全体を
カバーするために広角レンズであることが好ましく、魚眼レンズであってもよい。また、
複数（たとえば、２個）の撮像装置を設け、それらの撮像画像によりユーザの指先の位置
をより検出してもよい。
【０１３１】
　上記第１の実施の形態から第４の実施の形態およびそれらの変形例においては、検出基
準４０の位置を移動させることにより、検出基準４０と空中像３０（あるいはアイコン３
００Ａ等）との位置関係を変更するように制御を行った。しかし、検出基準４０と空中像
３０との相対的位置関係を変更するためには、空中像３０を移動させてもよい。また、検
出基準４０と空中像３０との相対的位置関係を変更するためには、検出基準４０と空中像
３０との両方を移動させてもよい。
【０１３２】
－第５の実施の形態－
　以上の実施の形態及びその変形例は、キャリブレーション処理によって検出基準を制御
または変更して、検出基準と空中像の表示位置との位置関係を変更するものであったが、
次に、キャリブレーション処理によって空中像の表示位置を変更して、検出基準と空中像
の表示位置との位置関係を変更する第５の実施の形態を説明する。
　図３５及び図３６は、第５の実施の形態の表示装置を示すものである。第５の実施の形
態の表示装置１は、第１の実施の形態の表示装置と同様に、図３５に示すように制御部２
０を内蔵する本体１０と、表示器１１と、結像光学系１２と、操作検出器１３とを備える
と共に、図３６に示すように画像生成部２０１と、表示制御部２０２と、キャリブレーシ
ョン部２０３と、検出基準制御部２０４と、記憶部２０５とを備える。第５の実施の形態
の表示装置１は、上述の構成に加えて更に、表示位置変更部５００と、表示位置制御部２
２０とを備える。
【０１３３】
　表示位置変更部５００は、例えばモーターまたはアクチュエータなどの駆動部を有し、
結像光学系１２を矢印で示すように結像光学系１２の光軸方向に移動して、結像光学系１
２によって形成される空中像３０の表示位置をＺ軸方向、即ち光軸方向に移動して変更す
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る。空中像３０を上方向、即ち表示器１１から離れる方向に移動させるには、結像光学系
１２を下方向、即ち表示器１１に近づく方向に移動させ、逆に空中像３０を下方向、即ち
表示器１１に近づく方向に移動させるには、結像光学系１２を上方向、即ち表示器１１か
ら離れる方向に移動させる。なお、表示位置変更部５００は、結像光学系１２を移動する
代わりに、表示器１１を結像光学系１２の光軸方向に移動して、空中像３０の表示位置を
移動し変更することもできる。
　表示器１１と結像光学系１２と操作検出器１３とは、図１に示した第１の実施の形態の
表示器１１と結像光学系１２と操作検出器１３の各々と同一の構成のものを使用すること
ができるが、本実施の形態の結像光学系１２または表示器１１は、上述のように結像光学
系１２の光軸方向に移動可能に構成されている。
　なお、以下の説明では、モーターまたはアクチュエータなどの駆動部を有し、結像光学
系１２を矢印で示すように結像光学系１２の光軸方向に移動して、結像光学系１２によっ
て形成される空中像３０の表示位置をＺ軸方向、すなわち光軸方向に移動して変更する例
で説明を行うが、これに限定されず、表示位置制御部２２０は、表示器１１を制御し、右
目で視認するための表示画像と、右目で視認する画像とは視差を有する左目で視認するた
めの表示画像とを表示させ、空中像３０の奥行の表示位置を変更してもよい。
【０１３４】
　画像生成部２０１と表示制御部２０２とキャリブレーション部２０３と検出基準制御部
２０４と記憶部２０５とは、図１に示した第１の実施の形態の画像生成部２０１と表示制
御部２０２とキャリブレーション部２０３と検出基準制御部２０４と記憶部２０５と同一
の機能を果たすものである。
【０１３５】
　制御部２０は、上述のように表示位置制御部２０６を備え、この表示位置制御部２２０
は、キャリブレーション処理モードにおいて検出または判定された指の到達位置や指定位
置などに基づき空中像３０の移動量を算出または決定して、表示位置変更部５００に空中
像３０の表示位置を変更させる。
【０１３６】
　第５の実施の形態の表示装置の動作を次に説明する。空中像操作モードは、第１の実施
の形態の表示装置と同様であり、空中像操作モードが起動されると、図３（ａ）に示され
た空中像操作モード用の空中像３０が結像光学系１２によって表示され、検出基準制御部
２０４によって検査基準４０が所定の初期位置に設定される。指が空中像３０のアイコン
３０Ａの表示位置を操作するために下降移動すると、操作検出器１３が指の下降移動を検
出する。検出基準制御部２０４は、操作検出器１３の検出出力に基づき、指が検出基準４
０の位置に到達したことを判定して、この判定によって、操作されたアイコン３０Ａに応
じた機能が実行される、例えば、空中像３０の表示内容が切り替えられる。
【０１３７】
　第１のキャリブレーション処理モードが実行されると、表示制御部２０２と表示器１１
と結像光学系１２とが図４に示したキャリブレーション処理用の空中像３００を空中に形
成し、検出基準制御部２０４が検出基準４０を空中像３００の近傍に初期位置に設定する
。ユーザが指を空中像３００のアイコン３００Ａを操作するために、下降移動させると、
操作検出器１３がその下降移動を検出する。検出基準制御部２０４は、操作検出器１３の
検出出力に基づき、指の到達位置５０を判定する。この判定は、第１の実施の形態で説明
した方法や第１の実施の形態の変形例１、２で説明した方法が使用される。表示位置制御
部２０６は、指の到達位置５０に基づき、表示位置変更部５００に空中像３００の位置を
結像光学系１２の光軸方向に移動させる。
【０１３８】
　なお、表示制御部２０２と表示器１１と結像光学系１２とは図１２、図１５、図１８に
示されたキャリブレーション処理用の空中像３００を形成してもよく、この場合には、検
出基準制御部２０４は、操作検出器１３の検出出力に基づき、指による指定位置５０Ａを
判定する。表示位置制御部２２０は、指定位置５０Ａに基づき、表示位置変更部５００に
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空中像３００の位置を結像光学系１２の光軸方向に移動させる。この空中像３００の表示
位置の移動によって第１のキャリブレーション処理が終了し、これに引き続く空中像操作
モードでは、移動された表示位置に空中像操作モード用の空中像３０が表示される。
【０１３９】
　表示位置制御部２２０及び表示位置変更部５００による空中像３００の表示位置の移動
は、次のように行われる。即ち、表示位置制御部２２０及び表示位置変更部５００は、指
の到達位置５０または指定位置５０Ａが図３７（ａ）に示したように、検出基準４０より
も上方に位置する場合には、到達位置５０または指定位置５０Ａと検出基準４０との間隔
ΔＨを算出して、空中像３００の表示位置を例えば間隔ΔＨだけ下方である点線で示した
表示位置３００に移動させる。空中像３００は空間に表示しているため、視認性が悪く、
ユーザによっては、空中像３００の表示位置が異なって見える場合がある。図３７（ａ）
で示した例では、ユーザは空中像３００の表示位置が実際の位置よりも高い位置に空中像
３００があると感じている。そのため、ユーザによる到達位置５０または指定位置５０Ａ
が、空中像３００の表示位置よりも上方の位置になっている。そこで、ユーザによる空中
像３００の表示位置への操作を検出するために、空中像３００の表示位置を間隔ΔＨだけ
下方に移動させる。そのため、ユーザは下方へ移動した空中像３００の表示位置を操作す
るようになり、到達位置５０または指定位置５０Ａがより下方になることが期待できる。
到達位置５０または指定位置５０Ａがより下方になるため、到達位置５０または指定位置
５０Ａが検出基準に到達し、ユーザによる空中像３００の表示位置への操作を検出できる
ようになる。このように、空中像３００の表示位置を移動させることにより、ユーザによ
る空中像３００の表示位置への操作を検出基準４０で検出することができるようになる。
　また、表示位置制御部２２０及び表示位置変更部５００は、指の到達位置５０または指
定位置５０Ａが図３７（ｂ）に示したように、検出基準４０よりも下方に位置する場合に
は、到達位置５０または指定位置５０Ａと検出基準４０との間隔ΔＨを算出して、空中像
３００の表示位置を例えば間隔ΔＨだけ上方である点線の表示位置３００に移動させる。
　更に、表示位置制御部２２０及び表示位置変更部５００は、指の到達位置５０または指
定位置５０Ａが、検出基準４０に一致した場合、または検出基準４０の近傍位置に存在し
た場合には、空中像３００の表示位置を移動しない。
　なお、表示位置制御部２２０及び表示位置変更部５００は、到達位置５０または指定位
置５０Ａが検出基準４０よりも上方に位置する場合には、空中像３００の表示位置を下方
向に移動させ、到達位置５０または指定位置５０Ａが検出基準４０よりも下方に位置する
場合には、空中像３００の表示位置を上方向に移動させるが、その移動量は、上述のよう
に到達位置５０または指定位置５０Ａと検出基準４０との間隔ΔＨに一致させる必要はな
く、第１の実施の形態において説明したように、間隔ΔＨよりも大きくしてもまたは小さ
くしてもよい。
【０１４０】
　なお、空中像の移動量の算出方法の一例としては、多数のユーザに事前にキャリブレー
ション処理を実行してもらい、到達位置または指定位置と検出基準との距離ΔＨに対して
空中像３００の表示位置を種々移動させたときの空中像の操作上、違和感の少ない空中像
３００の移動量を求め、その空中像３００の移動量に対して統計的な処理を行って、距離
ΔＨに対する空中像の移動量を決定する。
　このような統計的処理による空中像の移動量は、例えば、全てのユーザに共通の値であ
ってもよいし、ユーザの年齢層毎に異なった値であってもよいし、性別毎に異なった値で
あってもよい。なお、この統計的な処理による空中像の移動量の決定方法は、上述の第１
の実施の形態において、到達位置または指定位置に基づいて検出基準を変更する際の検出
基準の移動量を決定する場合にも適用することができる。
【０１４１】
　上記説明のキャリブレーション処理について、第１のキャリブレーション処理モードを
例に挙げ、図３８に示すフローチャートを参照して説明する。なお、図３８のフローチャ
ートはステップＳ３０１～Ｓ３０８を示し、それ以降のステップは省略した。ステップＳ
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３０８以降の処理は、図６のステップＳ９以降の処理と同様である。
【０１４２】
　ステップＳ３０１～Ｓ３０５の各処理は、図６に示したフローチャートにおけるステッ
プＳ１～Ｓ５の各処理と同様である。ステップＳ３０６において、表示位置制御部２０６
は、空中像３００の表示位置を変更させる。すなわち、表示位置制御部２０６は、指の到
達位置５０に基づき、表示位置変更部５００に空中像３００の表示位置を結像光学系１２
の光軸方向に移動させてステップＳ３０７へ進む。ステップＳ３０７において、第１のキ
ャリブレーション処理モードを終了して、ステップＳ３０８へ進む。ステップＳ３０８に
おいて、空中像操作モードを開始する。なお、ステップＳ３０３にて図１２、図１５、図
１８に示す空中像３００を表示させた場合には、ステップＳ３０５にて指定位置５０Ａを
判定し、ステップＳ３０６において指定位置５０Ａに基づいて空中像３００の表示位置を
変更すればよい。
　なお、キャリブレーション処理の説明として第１のキャリブレーション処理モードを例
として説明したが、第２のキャリブレーション処理モードにも適用できる。
【０１４３】
　以上のように、第５の実施の形態の表示装置は、キャリブレーション処理において到達
位置または指定位置に基づき空中像の表示位置を変更して、空中像の表示位置と検出基準
との位置関係を変更するものであり、ユーザの操作特性に適した空中像の表示位置と検出
基準との位置関係を得ることができる。
　また、キャリブレーション処理において空中像を移動することは、キャリブレーション
処理において検出基準を変更する場合に変更後の検出基準が図３に示した操作検出器１３
の検出範囲１３Ａの外に出てしまったり、検出範囲１３Ａの上限または下限付近に位置す
るといった事態になりそうな場合には、検出基準の変更の代わりに、空中像の移動を行え
ば、上記の事態を避けることができる。
【０１４４】
（第５の実施の形態の変形例１）
　次に、第５の実施の形態の表示装置の変形例１を説明する。
　第５の実施の形態の表示装置は、キャリブレーション処理において、到達位置または指
定位置に基づき空中像の表示位置を変更したが、第５の実施の形態の表示装置の変形例１
は、キャリブレーション処理において、到達位置または指定位置に基づき、表示位置制御
部２２０及び表示位置変更部５００が空中像の表示位置を変更すると共に、検出基準制御
部２０４が検出基準の位置を変更する。この空中像の表示位置の変更および検出基準の位
置の変更によって、ユーザの操作特性に適した空中像の表示位置と検出基準との位置関係
をうることができる。表示位置変更部５００が、到達位置または指定位置に基づいて決定
される適正な表示位置に高精度に空中像を移動することが難しい場合には、表示位置変更
部５００が空中像の表示位置を粗調整し、検出基準制御部２０４が検出基準を微調整する
ことによって、空中像の表示位置と検出基準との位置関係を適正に設定することができる
。
【０１４５】
（第５の実施の形態の変形例２）
　第５の実施の形態の表示装置の変形例２を以下に説明する。変形例２の表示装置は、表
示位置制御部２２０及び表示位置変更部５００が空中像の表示位置を移動する際に、移動
開始から移動終了の間に空中像の表示をフェードアウトしそれからフェードインする。即
ち、空中像の移動開始に伴い表示の輝度を徐々に小さくし、その後、空中像の移動終了に
向けて表示輝度を徐々に大きくする。キャリブレーション処理として空中像を移動させて
いるが、ユーザが視認可能な空中像が移動すると、ユーザに違和感が生じる場合がある。
そこで、空中像の移動開始に伴い表示の輝度を徐々に小さくすることにより、空中像の移
動がユーザに視認されづらくなり、ユーザの違和感を軽減できる。
　また、表示制御部２０２は、空中像の移動中、空中像の表示輝度やコントラストを下げ
たり、輝度やコントラストを下げた状態で空中像の表示を点滅させたり、更には空中像の
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表示を消したりすることができる。このように、表示位置変更部５００による空中像の移
動を目立たなくする、即ち視認し難くすることで、ユーザの違和感を軽減できる。
また、逆に、空中像の移動に伴って空中像自体を目立たせるような表示態様を行っても良
い。空中像を目立たせるような表示態様とは、空中像の移動中、空中像の表示輝度やコン
トラストを上げたり、空中像の表示を点滅させたりすること等である。このように、空中
像自体を目立たせるような表示態様を行うことによって、空中像の移動を目立たさなくす
ることができ、ユーザは空中像の移動よりも空中像自体を注目するようになる。そのため
ユーザは、空中像の移動が気にならなくなり、ユーザの違和感を軽減できる。
　上記のように空中像の移動時における空中像の表示態様の変更は、図３８のフローチャ
ートにおけるステップＳ３０６の処理の最中に行われる。
　このような空中像の移動中における空中像の表示を目立たなくしたり、目立つようにし
たりすることは、空中像の全体に対して行うのではなく、空中像の一部、例えば、キャリ
ブレーション処理用のアイコンに対して行うようにしてもよい。また、このような空中像
の移動を目立たせるか否かは、ユーザの好みに応じて、選択することができるようにして
もよい。
【０１４６】
　また先ほどの説明とは反対に、キャリブレーション処理の実行中に、空中像の移動をユ
ーザに確認させるため、表示位置変更部５００による空中像の移動が目立つようにしても
よい。表示制御部２０２は、空中像の移動中、空中像の表示輝度やコントラストを上げた
り、空中像の表示を点滅させたりしてもよい。上述の説明では、空中像の移動が目立たな
いようにしていたが、逆にユーザに対して空中像の移動を目立たせることによって、空中
像の移動後の位置を明確にさせることができる。
　なお上記のように空中像の移動時における空中像の表示輝度の変更は、図３８のフロー
チャートにおけるステップＳ３０６の処理の最中に行われる。
【０１４７】
（第５の実施の形態の変形例３）
　第５の実施の形態の表示装置１の変形例３を以下に説明する。変形例３の表示装置１は
、キャリブレーション処理の際にユーザの操作によって空中像の表示位置の変更を開始す
る。この場合、ユーザの操作が終了した後、表示位置制御部２２０は表示位置変更部５０
０を制御して、空中像の表示位置の変更を開始させる。
【０１４８】
　上記説明のキャリブレーション処理について、第１のキャリブレーション処理モードを
例に挙げ、図３９に示すフローチャートを参照して説明する。なお、図３９のフローチャ
ートはステップＳ３１１～Ｓ３１９を示し、それ以降のステップは省略した。ステップＳ
３１９以降の処理は、図６のステップＳ９以降の処理と同様である。
【０１４９】
　ステップＳ３１１～Ｓ３１５の各処理は、図３８に示したフローチャートにおけるステ
ップＳ３０１～Ｓ３０５の各処理と同様である。ステップＳ３１６において、ユーザによ
る操作が終了したか否かを判定する。ステップＳ３１６において肯定判定された場合、す
なわち、ユーザによる操作が終了したと判定された場合には、ステップＳ３１７へ進む。
ステップＳ３１６において否定判定された場合には、ステップＳ３１４に戻る。ステップ
Ｓ３１７～Ｓ３１９の各処理は、図３８に示したフローチャートにおけるステップＳ３０
６～Ｓ３０８の各処理と同様である。
【０１５０】
　なお、ユーザによる操作が終了したか否かを判定するステップＳ３１６は、空中像の表
示位置を変更するか否かを決定するものである。従って、ユーザによる操作の終了は、到
達位置または指定位置を判定したことをもってユーザの操作終了と判断してもよいし、到
達位置または指定位置の判定後に、表示位置を変更するための特定のジェスチャー（ユー
ザの手の形状がパーからグーになるようなジェスチャー）の検出をもってユーザによる操
作終了と判断してもよいし、到達位置または指定位置の判定後に、表示位置を変更するた
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めのボタンが空中像に表示され、そのボタンがユーザによって押下されたことが検出され
たことをもってユーザによる操作が終了したと判断してもよい。
　なお、キャリブレーション処理の説明として第１のキャリブレーション処理モードを例
として説明したが、第２のキャリブレーション処理モードにも適用できる。
【０１５１】
（第５の実施の形態の変形例４）
　第５の実施の形態の表示装置１の変形例４を以下に説明する。変形例４の表示装置１は
、キャリブレーション処理の際にユーザが空中像の表示位置の変更を開始するタイミング
を発声により指定するものである。図４０は、変形例４における表示装置１の構成のうち
、制御部２０によって制御される表示器１１および操作検出器１３を示したブロック図で
ある。この表示装置１は、図１７に示す第１の実施の形態の変形例６における集音器１４
を含み、制御部２０には音声検出部２０８が備えられる。
【０１５２】
　表示装置１は、第１の実施の形態の場合と同様にして到達位置５０を判定する。表示制
御部２０２は、空中像３００のキャリブレーション用アイコン３００Ｆに、たとえば図４
１に示すように、メッセージ「キャリブレーションを実行します。「ハイ」と声を出して
ください」を重畳表示する。ユーザがキャリブレーション用アイコン３００Ｆのメッセー
ジに従って「ハイ」と声を出すと、集音器１４はこの音声を集音し、音声データとして音
声検出器２０８に出力する。音声検出器２０８が、音声データが「ハイ」に対応すること
を判定すると、表示位置制御部２２０は、表示位置変更部５００を制御して、空中像３０
０の表示位置を変更する。上記のような空中像の表示位置の変更は、図３９に示す第５の
実施の形態の変形例３のフローチャートにおけるステップＳ３１６のユーザによる操作が
終了したか否かの代わりに、ユーザが「ハイ」を発声したか否かを判定し、「ハイ」を発
声したと判定した場合にはステップＳ３１６が肯定判定されてステップＳ３１７へ進むよ
うにする。
　なお、キャリブレーション処理の説明として第１のキャリブレーション処理モードを例
として説明したが、第２のキャリブレーション処理モードにも適用できる。
　また、表示装置１が集音器１４を備えず、外部の集音装置によって取得された音声デー
タを無線や有線を介して入力し、外部の集音装置から入力した音声データを用いて音声検
出部２０８が音声検出をしてもよい。
　なお、以上のように、検出基準制御部２０４が指の到達位置または指定位置を判定した
にも拘わらず、ユーザが「ハイ」と発声するまでは空中像を移動せずに、ユーザが「ハイ
」と発声したことを検出して空中像を移動するようにすると、ユーザが「ハイ」と発声す
るまでの間に、空中像の表示位置に対する操作を複数回繰り返す場合がありうる。このよ
うな場合には、ユーザが「ハイ」と発声した時に、例えば、複数回の到達位置または指定
位置の相加平均や相乗平均などの平均的な値に基づき、または複数の到達位置５０の中央
値（メジアン）に基づいて、または複数の到達位置または指定位置のうち、最後の到達位
置または指定位置に基づいて、空中像を移動する。
【０１５３】
（第５の実施の形態の変形例５）
　第５の実施の形態の表示装置の変形例５を以下に説明する。変形例５の表示装置１は、
ユーザが空中像を視認している場合には、空中像の移動を中止し、ユーザが空中像から目
をそらした場合に、空中像の移動を行う。このために、表示装置１は、第１の実施の形態
の変形例８のようにカメラなどの撮像装置を備え、撮像装置がキャリブレーション処理を
実行中のユーザを撮影し、制御部２０が撮影された画像データを解析して、この解析結果
に基づきユーザの顔の向き、またはユーザの身体の向きを判定して、ユーザが空中像を視
認しているか否かを判定する。表示位置制御部２２０および表示位置変更部５００は、ユ
ーザが空中像を視認していないときに、空中像を移動する。キャリブレーション処理とし
て空中像を移動させているが、ユーザが視認可能な空中像が移動すると、ユーザに違和感
が生じる場合がある。そこで、ユーザが空中像から目をそらした場合に、空中像の移動を
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行うことにより、空中像の移動がユーザに視認されず、ユーザの違和感を軽減できる。
【０１５４】
　表示装置１は、撮像装置の代わりに、または撮像装置に加えて、ユーザの視線を検出す
る視線検出器を備え、この視線検出器の検出出力に基づき、表示位置制御部２２０および
表示位置変更部５００は、ユーザが空中像を視認していないときに、ユーザの視線が空中
像に向いていないときに空中像を移動する。上記のような空中像の表示位置の変更は、例
えば、図３９に示す第５の実施の形態の変形例３のフローチャートにおけるステップＳ３
１６のユーザによる操作が終了したか否かの判定の代わりに、ユーザが空中像を視認して
いるか否かを判定するようにする。ユーザが空中像を視認していると判定した場合にはス
テップＳ３１６が肯定判定されてステップＳ３１７へ進むようにする。
　なお、キャリブレーション処理の説明として第１のキャリブレーション処理モードを例
として説明したが、第２のキャリブレーション処理モードにも適用できる。
　なお、上述の視線検出器または撮像装置は、表示装置１に設けられてなくてもよい。視
線線検出器は、表示装置１の外部に設置されていて、視線検出結果を無線通信またはケー
ブルを介して表示装置１に送信してもよい。また、撮像装置は、表示装置１の外部に設置
されていて、撮像データを無線通信またはケーブルを介して表示装置１に送信してもよい
。
　なお、上述の説明では、ユーザが空中像を視認していると判定した場合に空中像の表示
位置の変更をしたが、反対に、ユーザが空中像を視認している場合に、表示位置制御部２
２０および表示位置変更部５００は、空中像の表示位置の変更をさせるような制御を行っ
てもよい。この場合には、ユーザが確実に空中像を視認しているため、どの程度空中像が
移動したかをユーザは知覚できるため、ユーザに対して操作する位置の変更を促すことが
できる。
　なお、上述の説明では、ユーザが空中像を視認していない場合に、空中像の表示位置の
変更をさせるような制御を行ったが、ユーザの生体情報を取得し、生体情報の値に基づい
て空中像の表示位置を変更させるような制御を行ってもよい。例えば、ユーザの生体情報
としてユーザの脈拍数を取得する。ユーザの脈拍を取得する方法として、例えば、装置を
利用する前にユーザの脈拍数を取得するための装置をユーザに取り付けさせる。そして、
表示位置制御部２２０および表示位置変更部５００は、ユーザの脈拍数が大きくなった場
合、空中像の表示位置の変更をさせるような制御を行ってもよい。ユーザの脈拍数が大き
くなった場合、ユーザは操作がうまくいかずイライラしている場合がある。このような場
合に、空中像の表示位置を変更することにより、ユーザに装置を快適に利用させることが
できる。
【０１５５】
　なお、以上のように、検出基準制御部が指の到達位置または指定位置を判定したにも拘
わらず、ユーザが空中像を視認しているときには空中像を移動せずに、ユーザが空中像を
視認しなくなったことを検出して空中像を移動するようにすると、ユーザは、空中像を視
認しなくなるまでに、空中像の表示位置に対する操作を複数回繰り返す場合がありうる。
このような場合には、ユーザが空中像を視認しなくなった時に、例えば、複数回の到達位
置または指定位置の相加平均や相乗平均などの平均的な値に基づき、または複数の到達位
置５０の中央値（メジアン）に基づいて、または複数の到達位置または指定位置のうち、
最後の到達位置または指定位置に基づいて、空中像を移動する。
【０１５６】
（第５の実施の形態の変形例６）
　第５の実施の形態の表示装置の変形例６を以下に説明する。変形例６の表示装置１は、
キャリブレーション処理において、空中像の移動速度を変更することができる。表示装置
１は、空中像を極めて高速度で移動させるか、または空中像を低速で移動させることがで
きる。表示位置制御部２２０と表示位置変更部５００は、空中像を第１の所定値以上の極
めて高速度で移動させるか、または空中像を第１の所定値よりも小さい第２の所定値以下
の低速度で移動させる。このように、空中像を極めて高速度または低速度で移動させるこ
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とによって、ユーザは、空中像の移動を視認し難くなる。また、空中像を極めて高速で移
動させるか、低速度で移動させるかをユーザが選択スイッチなどによって選択することが
できるようにしてよい。表示位置制御部２２０と表示位置変更部５００とがこのような制
御を行うことにより、ユーザは空中像の表示位置の移動を視認しづらくなる。そのため、
空中像の移動がユーザに視認されづらくなり、ユーザの違和感を軽減することができる。
また、空中像の表示位置を変更する距離が大きい場合、空中像の表示位置の変更がユーザ
に目立つ場合があるため、変更する距離に基づいて第１の所定値と第２の所定値とを変更
してもよい。たとえば、空中像の表示位置を所定距離以上移動させる場合は、空中像の表
示位置を所定距離以下移動させる場合と比較して、第１の所定値の速度を速くし、第２の
所定値の速度を遅くしてもよい。
【０１５７】
　なお、上述した第５の実施の形態やその変形例１～６では、制御部２０と表示器１１と
操作検出器１３とを少なくとも含む表示装置１を例に挙げたが、制御部２０のみで構成さ
れた制御装置や、制御部２０と表示器１１とで構成される制御装置であってもよい。また
、制御部２０は、少なくともキャリブレーション部２０３と表示位置制御部２２０とを備
えればよい。上述の第５の実施の形態または変形例１～６に記載された各効果を得るため
に、上述した構成から必要に応じて構成を適宜追加すればよい。
【０１５８】
－第６の実施の形態－
　次に第６の実施の形態の表示装置を、図４２を参照して説明する。説明する表示装置と
しては、図３５および図３６に示した第５の実施の形態の表示装置と同一の構成を備える
。上述した第５の実施の形態の表示装置との差異は、図４２に示したように、空中像３０
を挟んで、第１の検出基準４０ａと第２の検出基準４０ｂとが初期に設定されている点で
ある。なお、図４２では、空中像３０が、第１および第２の検出基準４０ａ、４０ｂの間
の中間に位置するように、即ち空中像３０と第１の検出基準４０ａとの距離が空中像３０
と第２の検出基準４０ｂとの距離とが等しくなるように定められている。しかし、必ずし
も空中像３０と第１の検出基準４０ａとの距離と、空中像３０と第２の検出基準４０ｂと
の距離とを等しく設定しなくてもよい。また、空中像３０にはアイコン３０Ａが表示され
ている。
　空中像操作モードで、指Ｆをアイコン３０Ａの方へ下降移動させると、操作検出器１３
が指Ｆの下降移動を検出する。指Ｆが第１の検出基準４０ａに達すると、検出基準制御部
２０４は操作検出器１３の検出出力に基づき、指Ｆが第１の検出基準４０ａに達したこと
を判定し、この判定に応じて、表示制御部２０２がアイコン３０Ａの表示態様を変化させ
る。この表示態様の変化は、表示の高輝度化や点滅表示などのハイライト表示でもよいし
、表示の色を変えてもよい。このようなアイコン３０Ａの表示態様の変化によって、ユー
ザは、指がアイコン３０Ａを選択していることを確認することができる。
【０１５９】
　ユーザが指Ｆを更に降下移動させ、第２の検出基準４０ｂに達すると、検出基準制御部
２０４は、操作検出器１３の検出出力に基づき、指Ｆが第２の検出基準４０ｂに達したこ
とを判定し、この判定に応じて、表示制御部２０２は空中像３０の表示内容を切り替える
。すなわち、第２の検出基準４０ｂは、上述の第５の実施の形態に記載された検出基準４
０と同様の機能を果たす。なお、指Ｆが第２の検出基準４０ｂに達したことを判定し、こ
の判定に応じて、表示制御部２０２は空中像３０の表示内容を切り替える例で説明をした
がこれに限られない。例えば、指Ｆが第２の検出基準４０ｂに達したことを判定し、この
判定に応じて、表示制御部２０２は空中像３０として動画像を表示させ、動画像の再生を
行う制御を行っても良い。また、指Ｆが第２の検出基準４０ｂに達したことを判定し、こ
の判定に応じて、表示制御部２０２は空中像３０をスクロール制御しても良い。
【０１６０】
　次に、第２のキャリブレーション処理モードを参考にして第６の実施の形態のキャリブ
レーションを説明する。図４３（ａ）において、第２のキャリブレーション処理で、ユー
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ザは、指Ｆを空中像３０のアイコン３０Ａの方に下降移動させて、アイコン３０Ａに対す
る選択操作をしたと感じると、すなわち指Ｆが第１の検出基準４０ａに達しているとユー
ザが判断した場合、ユーザの指Ｆの下降が停止するなどが生じる。図３６に示した検出基
準制御部２０４は、操作検出器１３の検出出力に基づき、ユーザの指Ｆの下降が停止等か
ら指の到達位置５０または指定位置５０Ａを判定する。到達位置５０または指定位置５０
Ａは、第１の検出基準４０ａよりも距離ΔＨだけ上方に位置している。
　到達位置５０または指定位置５０Ａが第１の検出基準４０ａよりも距離ΔＨだけ、上方
の位置に位置しているので、表示位置制御部２２０は、空中像３０の表示位置を距離ΔＨ
だけ下方の位置に、即ち点線で示した位置３０に移動する。
【０１６１】
　この空中像３０の下方移動によって、空中像３０と第１の検出基準４０ａとの位置関係
がキャリブレーション処理される。このキャリブレーション処理によって空中像３０と第
２の検出基準４０ｂとの距離が、空中像３０と第１の検出基準４０ａとの距離に比べて小
さくなったので、検出基準制御部２０４は、図４３（ｂ）に示したように、第２の検出基
準４０ｂを点線で示した位置４０ｂまで下方向に移動して、空中像３０と第２の検出基準
４０ｂとの距離を、空中像３０と第１の検出基準４０ａとの距離に等しくする。空中像３
０の下方移動によって、空中像３０の位置から第２の検出基準４０ｂの位置までの距離が
短くなる。そのため、ユーザは空中像３０に触れたと思った後、すぐに第２の検出基準４
０ｂに達してしまうため、操作しづらく感じることがある。このように、空中像３０と第
２の検出基準４０ｂとの距離を適切な距離にすることにより、ユーザは操作しやすくなる
。また、空中像３０と第２の検出基準４０ｂとの距離を空中像３０と第１の検出基準４０
ａとの距離に等しくすると、空中像３０と第１の検出基準４０ａとの距離に基づいて、空
中像３０と第２の検出基準４０ｂとの距離をユーザは簡単に把握することができる。
【０１６２】
　次に、図４４（ａ）に示したように到達位置５０または指定位置５０Ａが第１の検出基
準４０ａよりも距離－ΔＨだけ下方の位置に位置する場合には、表示位置制御部２２０と
表示位置変更部５００は、図４４（ｂ）に示したように空中像３０の表示位置を距離ΔＨ
だけ上方に移動する。この空中像３０の移動に伴い、検出基準制御部２０４は、図４４（
ｃ）に示したように第２の検出基準４０ｂを点線で示した位置４０ｂまで上方移動する。
これによって、空中像３０と第２の検出基準４０ｂとの距離を、空中像３０と第１の検出
基準４０ａとの距離に等しくする。空中像３０の上方移動によって、空中像３０の位置か
ら第２の検出基準４０ｂの位置までの距離が長くなる。そのため、ユーザは空中像３０に
触れたと思った後、第２の検出基準４０ｂに達するまで距離があり、操作しづらく感じる
ことがある。このように、空中像３０と第２の検出基準４０ｂとの距離を適切な距離にす
ることにより、ユーザは操作しやすくなる。また、空中像３０と第２の検出基準４０ｂと
の距離を、空中像３０と第１の検出基準４０ａとの距離に等しくしているため、空中像３
０と第１の検出基準４０ａとの距離に基づいて、空中像３０と第２の検出基準４０ｂとの
距離をユーザは簡単に把握することができる。
　第２のキャリブレーション処理モードの説明は、以上の通りであるが、第１のキャリブ
レーション処理モードも同様である。
【０１６３】
（第６の実施の形態の変形例１）
　上述した第６の実施の形態の表示装置は、第１の検出基準４０ａと空中像３０との位置
関係を空中像３０の移動によって変更し、この空中像３０の移動に伴い、第２の検出基準
４０ｂを、空中像３０と第２の検出基準４０ｂとの距離が空中像３０と第１の検出基準４
０ａとの距離にほぼ等しくなるように、移動するものであった。次に、この変形例１を説
明する。この変形例１では、第１の検出基準４０ａと空中像３０との位置関係は、第６の
実施の形態の表示装置と同様に空中像３０の移動によって変更するが、空中像３０と第２
の検出基準４０ｂとの位置関係は、第２の検出基準に対する指の到達位置または指定位置
に基づく第２の検出基準４０ｂの移動によって、変更するものである。
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【０１６４】
　この変形例１の表示装置は、第６の実施の形態の表示装置と同様に図４２に示した空中
像３０を表示し、第１および第２の検出基準４０ａ、４０ｂを初期設定する。キャリブレ
ーション処理を図４５（ａ）、（ｂ）、（ｃ）を用いて説明する。なお、図４５（ａ）は
、図３９（ａ）と同一である。
　図４５（ａ）において、例えば、ユーザは、指Ｆを空中像３０の第１のアイコン３０Ａ
の方に下降移動させて、アイコン３０Ａに対する選択操作をしたと感じると、すなわち指
Ｆが第１の検出基準４０ａに達しているとユーザが判断した場合、ユーザの指Ｆの下降が
停止するなどが生じる。検出基準制御部２０４は、操作検出器１３の検出出力に基づき、
指の到達位置５０または指定位置５０Ａを判定する。到達位置５０または指定位置５０Ａ
が第１の検出基準４０ａよりも距離ΔＨだけ上方に位置しているので、表示位置制御部２
２０は、空中像３０の表示位置を、例えば略距離ΔＨだけ下方の位置に、即ち点線で示し
た位置３０に移動する。この空中像３０の下方移動によって、空中像３０と第１の検出基
準４０ａとの位置関係が変更、即ちキャリブレーション処理される。
【０１６５】
　ユーザは、キャリブレーション処理を行った後に指Ｆを更に下降移動させて、アイコン
３０Ａに対する実行操作をしたと感じると、すなわち指Ｆが第２の検出基準４０ｂに達し
ているとユーザが判断した場合、ユーザの指Ｆの下降が停止するなどが生じる。図４５（
ｂ）に示したように、検出基準制御部２０４は、操作検出器１３の検出出力に基づき、第
２の検出基準４０ｂに対する指の到達位置５０または指定位置５０Ａを判定する。この指
の到達位置５０または指定位置５０Ａが第２の検出基準４０ｂよりも距離ΔＨだけ上方に
位置しているので、図３６の検出基準制御部２０４は、指の到達位置５０または指定位置
５０Ａに基づき、第２の検出基準４０ｂを上方向に、例えば略距離ΔＨだけ、移動させる
。こうして、第２の検出基準４０ｂは、図４５（ｃ）に示したように、上方向に点線位置
４０ａまで移動される。この第２の検出基準４０ｂの上方向移動によって、空中像３０と
第２の検出基準４０ｂとの位置関係が変更、即ちキャリブレーションされる。
【０１６６】
　なお、第１の検出基準４０ａに対する指の到達位置５０または指定位置５０Ａが、第１
の検出基準４０ａよりも下方の位置である場合には、図４４（ａ）、（ｂ）において説明
した第６の実施の形態の表示装置の場合と同様に、表示位置制御部２２０は、指の到達位
置５０または指定位置５０Ａに基づき、空中像３０を上方向に移動させる。この空中像３
０の上方移動によって、空中像３０と第１の検出基準４０ａとの位置関係が、変更、即ち
キャリブレーション処理される。
　また、第２の検出基準４０ｂに対する指の到達位置５０または指定位置５０Ａが、第２
の検出基準４０ｂよりも下方の位置である場合には、検出基準制御部２０４は指の到達位
置５０または指定位置５０Ａに基づき、第２の検出基準４０ｂを下方向に移動する。この
第２の検出基準４０ｂの下方向移動によって、空中像３０と第２の検出基準４０ｂとの位
置関係が変更、キャリブレーションされる。このように、空中像３０の移動によって空中
像３０と第１の検出基準４０ａとの位置関係を変更した後、第２の検出基準４０ｂの移動
によって空中像３０と第２の検出基準４０ｂとの位置関係を変更することにより、空中像
３０と第１の検出基準４０ａとの位置関係、空中像３０と第２の検出基準４０ｂとの位置
関係の両方をともに適切な位置関係に変更することができる。
【０１６７】
　なお、上述の変形例１の制御とは異なり、第１の検出基準４０ａに対する指の到達位置
５０または指定位置５０Ａに基づいて、空中像３０を移動させ、空中像３０と第１の検出
基準４０ａとの位置関係を変更した後、第２の検出基準４０ｂに対する指の到達位置５０
または指定位置５０Ａに基づいて、さらに空中像３０を移動させ、空中像３０と第２の検
出基準４０ｂとの位置関係を変更してもよい。このように、空中像３０と第１の検出基準
４０ａとの位置関係、空中像３０と第２の検出基準４０ｂとの位置関係を、空中像３０の
みの移動によって決定できるため、簡単な制御で位置関係の変更をすることができる。　
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【０１６８】
（第６の実施の形態の変形例２）
　次に、第６の実施の形態の表示装置の変形例２を説明する。上述の第６の実施の形態お
よび変形例１との差異としては、空中像３０の移動のさせ方が異なる。即ち、ユーザの指
の下降移動に合わせて、空中像３０の表示位置を移動させる。
　変形例２は、空中像操作モードにおいてユーザの指がアイコン３０Ａの方に下降移動さ
れ、指が第１の検出基準４０ａに達し、これによって、アイコン３０Ａの表示態様が変化
した後に、指が更に下降移動させ、空中像３０の表示位置に達すると、表示位置制御部２
２０は、操作検出器１３の検出出力に基づき、指が空中像３０の表示位置に達したことを
判定し、指の下降移動に合わせて空中像３０の表示位置を移動させる。表示位置制御部２
２０は、空中像の表示位置と下降移動する指の位置とが所定の範囲に含まれるように空中
像３０の表示位置を制御する。このように制御することによって、下降する指に追随して
いるように空中像３０の表示位置を下降移動させることができる。また、さらに下降する
指よりも常に下方に位置するように空中像３０の表示位置を設定し、下降する指に合わせ
て空中像３０の表示位置を下降移動するように、表示位置制御部２２０が空中像３０の表
示位置を制御することによって、ユーザの指が空中像３０を貫通することがなくなる。
　指の下降移動およびそれに追随する空中像３０の下降移動によって、指と空中像３０と
が第２の検出基準４０ｂに達すると、検出基準制御部２０４が指が第２の検出基準４０ｂ
に達したことを判定し、表示制御部２０２が再生画像の表示を行う。
　このように、指が空中像３０に到達すると、空中像３０が指の下降移動に追随して下降
移動するので、ユーザは、指の下降移動が空中像３０によって第２の検出基準４０ｂまで
、案内されるように感じられ、第２の検出基準４０ｂに確実に達することができる。
【０１６９】
　なお、上述した第６の実施の形態や変形例１、変形例２では、制御部２０と表示器１１
と操作検出器１３とを少なくとも含む表示装置１を例に説明したが、制御部２０のみで構
成された制御装置や、制御部２０と表示器１１とで構成される制御装置であってもよい。
また、制御部２０は、少なくともキャリブレーション部２０３と表示位置制御部２２０と
検出基準制御部２０４とを備えればよい。上述の第６の実施の形態または変形例１または
変形例２に記載された各効果を得るために、上述した構成から必要に応じて構成を適宜追
加すればよい。
【０１７０】
－第７の実施の形態－
　第７の実施の形態の表示装置について説明する。本実施の形態に係る表示装置は、図２
９、図３１、図３２に示す第４の実施の形態の表示装置１００や、図３３、図３４に示す
第４の実施の形態の変形例１の表示装置１００と同様の構成を有している。第７の実施の
形態の表示装置１００においても、第５の実施の形態やその変形例１～４や第６の実施の
形態やその変形例１の表示装置１と同様に、空中像の表示位置を変更可能に構成される。
　図４６に示す通り、本実施の形態に係る表示装置１００は、図２９に示す第４の実施の
形態の表示装置１００の構成に加えて、表示位置変更部５００と表示位置制御部２２０と
を備える。検出基準制御部２０４は、第５の実施の形態やその変形例１～４や第６の実施
の形態やその変形例１の場合と同様にして、操作検出器１３の検出出力に基づき、指の到
達位置５０を判定する。表示位置制御部２０６は、指の到達位置５０に基づき、表示位置
変更部５００に空中像３００の位置を結像光学系１２の光軸方向に移動させる。この場合
、表示位置変更部５００は、表示器１１１をＸ方向に移動させることで、空中像３０をＺ
方向に移動させる。すなわち表示器１１１をＸ方向＋側へ移動させることで空中像３０を
Ｚ方向＋側へ移動させ、表示器１１１をＸ方向－側へ移動させることで空中像３０をＺ方
向－側へ移動させることができる。勿論、表示位置変更部５００は、表示器１１１を移動
させず、結像光学系１１２を平行移動させても良いし、結像光学系１１２と表示器１１１
とを共に移動させても良い。
【０１７１】
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　上記説明の各実施の形態およびそれらの変形例においては、検出基準４０の位置を移動
させる、また空中像３０の表示位置を移動させることにより、検出基準４０と空中像３０
（あるいはアイコン３０Ａ等）との相対的位置関係を調整するようにキャリブレーション
処理を行った。しかし、検出基準４０と空中像３０との相対的位置関係を調整するために
は、検出基準４０と空中像３０との両方を移動させてもよい。
【０１７２】
　なお、上述の第７の実施の形態では、制御部２０と表示器１１１と操作検出器１１３と
を少なくとも含む表示装置１００を例に説明したが、制御部２０のみで構成された制御装
置や、制御部２０と表示器１１１とで構成される制御装置であってもよい。また、制御部
２０は、少なくともキャリブレーション部２０３と表示位置制御部２２０とを備えればよ
い。上述の第７の実施の形態に記載された各効果を得るために、上述した構成から必要に
応じて構成を適宜追加すればよい。
【０１７３】
－第８の実施の形態－
　以上の実施の形態及びその変形例は、キャリブレーション処理における指先の到達位置
や指定位置に基づいて検出基準およびまたは空中像を制御または変更して、検出基準と空
中像の表示位置との位置関係を変更するものであった。次に、キャリブレーション処理に
おける所定の非接触操作が検出基準で検出されない場合に検出基準を変更する第８の実施
の形態を説明する。
　本実施の形態の表示装置１は、図１、図２に示す第１の実施の形態の表示装置１と同様
の構成を備える。第８の実施の形態の表示装置１は、空中像操作モードにおいて、表示制
御部２０２と表示器１１と結像光学系１２が図４７（ａ）および（ｂ）に示す空中像操作
モード用の空中像３０を空中に表示する。図４７（ａ）において、空中像３０は、たとえ
ば２個の矩形状のアイコン３０Ｄ、３０Ｅを含む。
【０１７４】
　検出基準制御部２０４は、図４７（ｂ）および図４７（ｃ）に示したように、空中像３
０に含まれる２個のアイコン３０Ｄ、３０Ｅのそれぞれについて、直方体形状の検出基準
４２を初期設定する。アイコン３０Ｄに対応する検出基準４２の横断面の大きさは、図４
７に明示するように、アイコン３０Ｄの大きさに対応する。上下方向、即ちＺ方向の高さ
はＤ１である。即ち、直方体状の検出基準４２は、横断面の一辺の長さＷ１がアイコン３
０Ｄの一辺の長さＷ１に等しく、横断面の他の一辺の長さＷ２がアイコン３０Ｄの他の一
辺の長さＷ２に等しく定められている。
　直方体状の検出基準４２について、その上面を上部基準面４２ａとし、下面を下部基準
面４２ｂとし、長さＷ２とＤ１とで生成される側面を側部基準面４２ｃとし、長さＷ１と
Ｄ１とで生成される側面を側部基準面４２ｄと称する。検出基準４２の外部を検出基準外
４１と称する。
　また、本実施の形態では、検出基準４２を直方体形状として説明するが、これに限定さ
れるものではない。球状、円柱状や角柱状等でもよいし、それ以外の形状でもよい。
【０１７５】
　空中像３０は、検出基準４２の上部基準面４２ａと下部基準面４２ｂとの中間に位置す
るように、即ち空中像３０と上部基準面４２ａとの距離と、空中像３０と下部基準面４２
ｂとの距離とが等しくなるように定められている。なお、空中像３０は上部基準面４２ａ
と下部基準面４２ｂとの中間に位置するものに限定されず、空中像３０と上部基準面４２
ａとの距離が空中像３０と下部基準面４２ｂとの距離とが等しくないものや、空中像３０
が上部基準面４２ａよりも上方に位置するものや、空中像３０が下部基準面４２ｂの下方
に位置するものでも良い。つまり、Ｚ軸方向から見て、空中像３０（アイコン３０Ｄ、３
０Ｅ）と検出基準４２の基準面４２ａ、４２ｂとが重畳された状態であればよい。
　なお、アイコン３０Ｅに対応する検出基準４２も、アイコン３０Ｄに対応する検出基準
４２と同様に、横断面がアイコン３０Ｅの形状に対応し所定の高さを有する直方体形状で
あるとする。
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【０１７６】
　空中像操作モードでは、ユーザが検出基準４２に対して、所定の非接触操作を行うこと
により表示装置１はアイコン３０Ｄやアイコン３０Ｅに割り当てられた機能を実行する。
図４８（ａ）～（ｃ）に本実施の形態における所定の非接触操作６００Ａ～６００Ｃ（総
称する場合には所定の非接触操作６００と称する）の例を示す。図４８では、所定の非接
触操作６００Ａ～６００Ｃを指Ｆが移動する際の軌跡として矢印を用いて模式的に示す。
図４８（ａ）に示す所定の非接触操作６００Ａは、ユーザが指Ｆを距離Ｌ１だけ下降移動
した後にＵターンして、距離Ｌ１だけ上方に移動する操作である。即ち、この所定の非接
触操作６００Ａは、下降移動距離と上昇移動距離とが等しいＵターン軌跡である。また、
所定の非接触操作６００Ａは、Ｕターン、即ちＵ字の軌跡ではなく、Ｖ字の軌跡を描くも
のでも良く、また、指Ｆが距離Ｌ１だけ下降移動した後にその下降軌跡に沿って距離Ｌ１
だけ上方に移動する操作であってもよい。更には、所定の非接触操作６００Ａは、下降移
動距離Ｌ１と上昇移動距離Ｌ１とが等しくなく異なっていても良い。本実施の形態におけ
る所定の非接触操作６００Ａとは、指の下降移動に引き続き指の上昇移動がなされる操作
であれば良い。
【０１７７】
　図４８（ｂ）の所定の非接触操作６００Ｂは、ユーザが指Ｆを距離Ｌ１だけ下降移動し
た後、所定時間指Ｆを停止するものである。図４８（ｃ）の所定の非接触操作６００Ｃは
、ユーザが指Ｆを距離Ｌ１だけ下降移動した後、指Ｆを横方向に少なくとも所定距離Ｌ２
移動させる操作である。
　所定の非接触操作６００は、上述した種々の指Ｆの移動軌跡で表されるものに限られず
、その移動軌跡（指Ｆや手の移動軌跡）が操作検出器１３で検出することができるもので
あれば、その他の移動軌跡を描くものであっても良い。
【０１７８】
　空中像操作モードでは、操作検出器１３によって所定の非接触操作６００が検出基準で
検出されると、このユーザの指Ｆの移動を検出した操作検出器１３の検出出力に基づき、
検出基準制御部２０４は、指Ｆがアイコンの表示位置を操作したと判定する。
　図４９は、検出基準制御部２０４によって、前述の所定の非接触操作６００のうち非接
触操作６００Ａが検出基準４２で行われたと判定される場合を例示する。所定の非接触操
作６００Ａ１は、指Ｆが上部基準面４２ａから下方に距離Ｌ１移動し、引き続きＵターン
し上方に距離Ｌ１移動して、指Ｆが上部基準面４２ａに達した場合を示す。所定の非接触
操作６００Ａ２は、指Ｆが上部基準面４２ａと下部基準面４２ｂとの中間で指Ｆが下方に
距離Ｌ１移動し、引き続きＵターンし上方に距離Ｌ１移動した場合を示す。所定の非接触
処理６００Ａ３は指Ｆが下方に距離Ｌ１移動して下部基準面４２ｂにおいてＵターンし上
方に距離Ｌ１移動した場合を示す。
　以上のように、検出基準制御部２０４は、図４９に示されたように、所定の非接触操作
６００Ａの距離Ｌ１の下降移動と、Ｕターンと、距離Ｌ１の上昇移動との全てが検出基準
４２内で行われた場合に、所定の非接触操作６００Ａが検出基準４２で行われたと判定す
る。即ち、検出基準制御部２０４は、所定の非接触操作６００Ａを検出基準４２で検出す
る。
【０１７９】
　以上では、所定の非接触操作６００Ａを例として、検出基準制御部２０４が、所定の非
接触操作６００が検出基準４２で行われたか否かを判定する方法を説明した。他の所定の
非接触操作６００Ｂ、６００Ｃ等についても同様である。検出基準制御部２０４は、所定
の非接触操作６００の全体が検出基準４２で行われた場合に、所定の非接触操作６００が
検出基準４２で行われたと判定する。所定の非接触操作６００の一部でも検出基準外４１
で行われた場合には、所定の非接触操作６００が検出基準４２で行われたと判定しない。
所定の非接触操作６００が上下方向に距離Ｌ１の移動を伴う操作である場合、検出基準４
２の幅Ｄ１、即ち上部基準面４２ａと下部基準面４２ｂとの間隔（Ｚ方向の長さ）は、少
なくとも距離Ｌ１以上必要であり、例えば距離Ｌ１の１．５倍～３倍程度に定められる。
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　なお、図４９において検出基準外４１とは、検出基準４２の外側の外部空間である。詳
述すると、図４７（ｃ）において、検出基準４２の上部基準面４２ａと、下部基準面４２
ｂと、側部基準面４２ｃと、側部基準面４２ｄとで囲まれた空間以外の外側空間である。
【０１８０】
　次に、所定の非接触操作６００が検出基準外４１で検出される場合を説明する。所定の
非接触操作６００が検出基準外４１で検出される場合とは、所定の非接触操作６００の全
体が検出基準外４１で検出される場合である。
　以降、本実施の形態および変形例の説明においては、代表的に所定の非接触操作６００
Ａを用いて説明するが、他の非接触操作６００Ｂ、６００Ｃ等においても同等の技術が適
用されるものとする。
　図５０は、所定の非接触操作６００Ａの全体が検出基準外４１で検出される場合の例を
示したものである。図５０（ａ）において、指Ｆによる所定の非接触操作６００Ａの全体
が検出基準４２の上部基準面４２ａの上方の位置で行われている。この場合には、所定の
非接触操作６００Ａの全体が操作検出器１３と検出基準制御部２０４とによって、検出基
準外４１で検出される。
　図５０（ｂ）は、指Ｆによる所定の非接触操作６００Ａａの全体が検出基準４２の下部
基準面４２ｂの下方の位置で行われ、また、指Ｆによる所定の非接触操作６００Ａｂの全
体が検出基準４２の側部基準面４２ｃよりも外側の位置で行われている。これらの場合に
も、所定の非接触操作６００Ａａの全体、６００Ａｂの全体が操作検出器１３と検出基準
制御部２０４とによって、それぞれ検出基準外４１で検出される。操作検出器１３と検出
基準制御部２０４とによって、検出基準外４１で所定の非接触操作６００を検出する方法
を説明する。まず、操作検出器１３が指Ｆの移動を逐次検出する。次に、検出基準制御部
２０４は操作検出器１３の検出出力に基づき、指Ｆの移動軌跡が所定の非接触操作６００
に対応するか否かと、指Ｆの移動軌跡の位置（検出基準４２又は検出基準外４１又は検出
基準４２と検出基準外４１との両方）を判定する。この判定結果に基づき、検出基準外４
１で所定の非接触操作６００を検出できる。
【０１８１】
　次に、所定の非接触操作６００が検出基準外４１で検出される場合におけるキャリブレ
ーション処理を図５１、図５２および図５３を参照して説明する。図５１は、所定の非接
触操作６００Ａが検出基準外４１であって、検出基準４２の上部基準面４２ａよりも上方
の位置で検出される場合である。なお、以下のキャリブレーション処理は、空中像操作用
の空中像３０を使用して行うが、図４等に示したキャリブレーション処理用の空中像３０
０を使用しても良い。
　図５１（ａ）において、ユーザが空中像３０のアイコン３０Ｄの表示位置を操作するた
めに、指Ｆを下降移動させ、その指Ｆが操作検出器１３の検出範囲１３Ａの上限１３ａに
達すると、操作検出器１３が指の下降移動を逐次検出し、その指の移動に伴う検出出力を
順次、記憶部２０５に記憶する。検出基準制御部２０４は、記憶部２０５に記憶された操
作検出器１３の検出出力に基づき、指Ｆの移動軌跡が所定の非接触操作６００Ａに対応す
るか否かを判定するとともに、その指Ｆの移動軌跡の全てが検出基準４２に存在するか否
かを判定する。
【０１８２】
　検出基準制御部２０４が、所定の非接触操作６００Ａが行われたことを判定し、かつ所
定の非接触操作の全てが検出基準外４１で行われたと判定すると、検出基準制御部２０４
は、記憶部２０５に記憶された操作検出器１３からの検出出力に基づいて、所定の非接触
操作６００Ａの操作開始位置と上部基準面４２ａとの間隔ΔＨ１０を算出する。この間隔
ΔＨ１０は、上述のように、所定の非接触操作６００Ａの操作開始位置と上部基準面４２
ａの位置とから算出することができるが、以下の方法によっても算出することができる。
即ち、所定の非接触操作６００Ａの最も低い位置、すなわち所定の非接触操作６００Ａの
到達位置を記憶部２０５に記憶された操作検出器１３からの検出出力に基づいて求め、こ
の所定の非接触操作６００Ａの到達位置と上部基準面４２ａの位置との間隔を算出し、こ
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の算出された間隔に所定の非接触操作６００Ａの距離Ｌ１を加算することによっても、間
隔ΔＨ１０を算出することができる。
【０１８３】
　間隔ΔＨ１０が算出されると、検出基準制御部２０４は、図５１（ｂ）に示すように距
離ΔＨ１０に基づき、検出基準４２の全体を図中上方に移動する。移動された検出基準４
２を一点鎖線で示す。検出基準４２の上方への移動量は、図５１（ｂ）に示したように距
離ΔＨ１０と略等しくいてもよいし、距離ΔＨ１０よりも大きくしても小さくしてもよい
。このように、ユーザによる所定の非接触操作が、検出基準外４１であって、検出基準４
２よりも上方の位置で検出された場合には、検出基準４２の全体を、その所定の非接触操
作がなされた位置に近付けるように上方向に移動させて、検出基準４２を変更する。その
結果、ユーザの操作が検出基準４２に到達していないために操作が利かない場合、そのユ
ーザの操作位置に合わせて検出基準４２が変更されるため、ユーザの操作上の違和感を緩
和することができる。
【０１８４】
　図５２は、所定の非接触操作６００Ａが検出基準外４１であって、検出基準４２の下部
基準面４２ｂよりも下方の位置で検出される場合のキャリブレーション処理を説明する図
である。図５２（ａ）において、検出基準制御部２０４が、記憶部２０５に記憶された操
作検出器１３の検出出力に基づき所定の非接触操作６００Ａが行われたことを判定し、か
つその所定の非接触操作が検出基準外で行われたと判定すると、検出基準制御部２０４は
、所定の非接触操作６００Ａの移動軌跡の最も低い位置、すなわち所定の非接触操作６０
０Ａの到達位置と検出基準４２の下部基準面４２ｂとの間隔ΔＨ１０を算出する。この間
隔ΔＨ１０が算出されると、検出基準制御部２０４は、図５２（ｂ）に示すように距離Δ
Ｈ１０に基づき、検出基準４２の全体を図中下方に移動する。移動された検出基準４２を
一点鎖線で示す。検出基準４２の下方への移動量は、図５２（ｂ）に示したように距離Δ
Ｈ１０と略等しくいてもよいし、距離ΔＨ１０よりも大きくしても小さくしてもよい。こ
のように、ユーザによる所定の非接触操作が、検出基準外４１であって、検出基準４２よ
りも下方の位置で検出された場合には、検出基準４２の全体を、所定の非接触操作がなさ
れた位置に近付けるように下方向に移動させて、検出基準４２を変更する。その結果、ユ
ーザの操作が検出基準４２を通り過ぎて操作しているために操作が利かない場合、そのユ
ーザの操作位置に合わせて検出基準４２が変更されるので、ユーザの操作上の違和感を緩
和することができる。
【０１８５】
　図５３は、非接触操作６００Ａが検出基準外４１であって、検出基準４２の側部基準面
４２ｃの外側で行われたことが検出された場合のキャリブレーション処理を説明する図で
ある。図５３（ａ）において、検出基準制御部２０４が、記憶部２０５に記憶された操作
検出器１３の検出出力に基づき所定の非接触操作６００Ａが行われたことを判定し、かつ
その所定の非接触操作が側部基準面４２ｃの外側で行われたと判定すると、検出基準制御
部２０４は、検出基準４２の側部基準面４２ｃと所定の非接触操作６００Ａの移動軌跡の
うち、側部基準面４２ｃから最も離れた部分との距離ΔＨ１０を算出する。この距離ΔＨ
１０が算出されると、検出基準制御部２０４は、図５３（ｂ）に示すように距離ΔＨ１０
に基づき、検出基準４２の全体を図中の横方向、即ち所定の非接触操作６００Ａに近づく
方向に移動させる。移動された検出基準４２を一点鎖線で示す。検出基準４２の横方向へ
の移動量は、図５３（ｂ）に示したように距離ΔＨ１０と略等しくしてもよいし、距離Δ
Ｈ１０よりも大きくしても小さくしてもよい。このように、ユーザによる所定の非接触操
作が、検出基準外４１であって、検出基準４２の側部基準面４２ｃまたは４２ｄの外側の
位置で検出された場合には、検出基準４２の全体を、所定の非接触操作がなされた位置に
近付けるように移動し、検出基準４２を変更する。その結果、ユーザの操作が検出基準４
２から外れて操作しているために操作が利かない場合、そのユーザの操作位置に合わせて
検出基準４２が変更されるので、ユーザの操作上の違和感を緩和することができる。
【０１８６】
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　なお、図５１～図５３においては、算出した変更量ΔＨ１０だけ検出基準４２を変更す
るものとしたが、間隔ΔＨ１０に所定量ｈを加算した値を変更量として検出基準４２を変
更してもよい。所定量ｈは、所定の非接触操作６００の到達位置の差分（非接触操作の到
達位置から検出基準４２の最も近い基準面までの差分）を平均した値や複数の非接触操作
６００の開始位置の差分（非接触操作の開始位置から検出基準４２の最も近い基準面まで
の差分）を平均した値等があげられる。また、所定量ｈは、予め設定された固定の値でも
よい。その場合、間隔ΔＨ１０にマージンとなる所定量ｈが加算された分だけ検出基準４
２が移動することになる。そのため、キャリブレーション処理のときに行った非接触操作
と厳密に同一の位置で非接触操作を行うことができない場合でも所定量ｈの範囲内での誤
差であればユーザの非接触操作を検出基準４２で検出することができる。ユーザの非接触
操作の開始位置や到達位置が操作毎に変動しても、ユーザの非接触操作を検出基準４２で
検出できる。したがって、間隔ΔＨ１０に所定量ｈを加算した値を変更量とした場合、間
隔ΔＨ１０の値を変更量とした場合よりも非接触操作を検出基準４２で検出する割合を高
くすることができる。
【０１８７】
　次に、所定の非接触操作６００とは異なる操作が、検出基準外４１で検出される場合を
説明する。所定の非接触操作６００とは異なる操作が、検出基準外４１で検出される場合
とは、所定の非接触操作６００の全てではなく、そのうちの一部分のみが、検出基準外４
１で検出される場合である。
　図５４は、所定の非接触操作６００Ａの一部が検出基準外４１で検出される場合の例を
示したものである。図５４（ａ）において、指Ｆによる所定の非接触操作６００Ａの一部
、即ち距離ΔＨ１０に対応する部分が、検出基準４２の上部基準面４２ａよりも上方の位
置で行われ、その残部が検出基準４２内で行われている。言い換えると、検出基準４２で
検出された所定の非接触操作６００Ａの一部と、検出基準外４１で検出された所定の非接
触操作６００Ａの一部とを合わせると、所定の非接触操作６００Ａになる。
　この場合、所定の非接触操作６００Ａの一部が操作検出器１３と検出基準制御部２０４
とによって、検出基準外４１で検出される。
　図５４（ｂ）において、指Ｆによる所定の非接触操作６００Ａａの一部、即ち距離ΔＨ
１０に対応する部分が、検出基準４２の下部基準面４２ｂよりも下方の位置で行われ、そ
の残部が検出基準４２内で行われている。言い換えると、検出基準４２で検出された所定
の非接触操作６００Ａａの一部と、検出基準外４１で検出された所定の非接触操作６００
ＡのＡａの一部とを合わせると、所定の非接触操作６００Ａａになる。
　また、指Ｆによる所定の非接触操作６００Ａｂの一部、即ち距離ΔＨ１０に対応する部
分が、検出基準４２の側部基準面４２ｃの外側で行われ、その残部が検出基準４２内で行
われている。言い換えると、検出基準４２で検出された所定の非接触操作６００Ａｂの一
部と、検出基準外４１で検出された所定の非接触操作６００Ａｂの一部とを合わせると、
所定の非接触操作６００Ａｂになる。
　これらの場合にも、所定の非接触操作６００Ａａの一部、またはＡｂの一部が操作検出
器１３と検出基準制御部２０４とによって検出基準外４１で検出される。
【０１８８】
　次に、所定の非接触操作６００と異なる操作が検出基準外４１で検出される場合におけ
るキャリブレーション処理を図５４を参照して説明する。
　図５４（ａ）に示す所定の非接触操作６００Ａのように、所定の非接触操作６００Ａの
一部が検出基準４２で行われ、その残部が上部基準面４２ａよりも上方の位置で行われた
場合に関するキャリブレーション処理は、図５１の場合と同様である。即ち、距離ΔＨ１
０に基づき、検出基準４２の全体を図中上方に移動する。
　図５４（ｂ）に示す所定の非接触操作６００Ａａのように、所定の非接触操作６００Ａ
ａの一部が検出基準４２で行われ、その残部が下部基準面４２ｂよりも下方の位置で行わ
れた場合に関するキャリブレーション処理は、図５２の場合と同様である。即ち、距離Δ
Ｈ１０に基づき、検出基準４２の全体を図中下方に移動する。
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　図５４（ｂ）に示す所定の非接触操作６００Ａｂのように、所定の非接触操作６００Ａ
ｂの一部が検出基準４２で行われ、その残部が側部基準面４２ｃの外側の位置で行われた
場合に関するキャリブレーション処理は、図５３の場合と同様である。即ち、距離ΔＨ１
０に基づき、検出基準４２の全体を横に移動する。
【０１８９】
　上記説明のキャリブレーション処理について、第１のキャリブレーション処理モードを
例に挙げ、図５５に示すフローチャートを参照して説明する。なお、図５５のフローチャ
ートはステップＳ７０１～Ｓ７０９を示し、ステップＳ７０９以降の処理は、図６のステ
ップＳ９以降の処理と同様のためここでの記載は省略する。ステップＳ７０１～Ｓ７０３
の各処理は、図６に示したフローチャートにおけるステップＳ１～Ｓ３の各処理と同様で
ある。ステップＳ７０４において、操作検出器１３からの検出出力に基づいて、ユーザに
よる操作（より具体的にはユーザによる空中像３００のアイコン３００Ａの表示位置への
操作）が所定の非接触操作であるか否かを判定する。所定の非接触操作である場合には、
ステップＳ７０４が肯定判定されてステップＳ７０５へ進み、所定の非接触操作ではない
場合には、ステップＳ７０４が否定判定されて肯定判定されるまで待機する。
【０１９０】
　ステップＳ７０５では、所定の非接触操作が検出基準４２で行われたか否かを判定する
。図４９に示すように所定の非接触操作が検出基準４２で行われた場合には、ステップＳ
７０５が肯定判定されて、後述するステップＳ７０８へ進む。所定の非接触操作が検出基
準４２で検出されない場合、すなわち（１）所定の非接触操作の全部が検出基準外４１で
検出された場合、または（２）所定の非接触操作の一部が検出基準４２で検出され他の一
部が検出基準外４１で検出された場合には、ステップＳ７０５が否定判定されてステップ
Ｓ７０６へ進む。ステップＳ７０６では、所定の非接触操作と検出基準４２との位置関係
に基づいて、検出基準４２の変更量を算出してステップＳ７０７へ進む。
【０１９１】
　ステップＳ７０７では、ステップＳ７０６で算出した変更量に基づいて検出基準４２の
位置を変更してステップＳ７０８へ進む。ステップＳ７０８において、第１のキャリブレ
ーション処理モードを終了して、ステップＳ７０９へ進む。ステップＳ７０９において、
空中像操作モードを開始する。以上のように、ユーザの所定の非接触操作が検出基準で検
出されなかった場合に、検出基準の位置が変更される。つまり、検出基準４２の上下方向
の中心位置および／または左右方向の中心位置が変更される。この検出基準の位置の変更
によって、ユーザにとって適した場所で操作が可能になる。また、検出基準と空中像との
位置関係をユーザの操作に適した位置関係に変更することができる。
　なお、キャリブレーション処理の説明として第１のキャリブレーション処理モードを例
として説明したが、図５５のフローチャートは第２のキャリブレーション処理モードにも
適用できる。
【０１９２】
　なお、上述した第８の実施の形態では、検出基準４２は、各アイコン３０Ｄ、３０Ｅの
それぞれに対応して設定されるものとして説明したが、これに限られない。複数のアイコ
ンに共通して検出基準４２が設定されるものであってもよいし、空中像３０の全域に１個
の検出基準４２が設定されるものであってもよい。
【０１９３】
（第８の実施の形態の変形例１）
　第８の実施の形態では、所定の非接触操作６００が検出された空間上での位置と検出基
準４２との位置関係に基づいて、検出基準４２を上下方向および／または左右方向に変更
した。すなわち検出基準４２の上下方向の中心位置および／または左右方向の中心位置を
変更するものとして説明した。変形例１の表示装置１は、検出基準４２と所定の非接触操
作６００との空間上における位置関係を変更する際に、検出基準４２の幅Ｄ１の大きさを
変更してもよい。たとえば、図５０（ａ）に示すように、所定の非接触操作６００Ａが検
出基準４２の上方の検出基準外４１で検出された場合には、下部基準面４２ｂの位置を変
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更することなく、上部基準面４２ａのみを変更量ΔＨ１０だけ上方に変更してもよい。す
なわち、検出基準４２の幅Ｄ１を変更することにより、検出基準４２の上下方向の中心位
置を変更しても良い。または、上部基準面４２ａを変更量ΔＨ１０だけ上方に変更し、下
部基準面４２ｂを変更量ΔＨ１０だけ下方に変更してもよい。すなわち、検出基準４２の
幅Ｄ１を上下方向に同一の変更量ΔＨ１０にて変更することにより、検出基準４２の上下
方向の中心位置を変更することなく検出基準４２を変更しても良い。なお、図５０（ｂ）
に示すように、検出基準４２の下方に所定の非接触操作６００Ａａが検出された場合には
、下部基準面４２ｂの位置を変更量ΔＨ１０だけ下方に変更しても良いし、下部基準面４
２ｂの位置を変更量ΔＨ１０だけ下方に変更するとともに上部基準面４２ａの位置を変更
量ΔＨ１０だけ上方に変更しても良い。なお、検出基準４２の右側に所定の非接触操作６
００Ａｂが検出された場合にも、同様に左右方向に側部基準面４２ｃの位置を変更しても
良い。すなわち、検出基準４２の左右方向の中心位置を変更して検出基準４２を変更して
も良いし、中心位置を変更することなく検出基準４２の幅を変更するようにしても良い。
【０１９４】
（第８の実施の形態の変形例２）
　変形例２の表示装置１について説明する。変形例２の表示装置１は、キャリブレーショ
ン処理のときに行われた所定の非接触操作６００が検出基準外４１で検出された場合、所
定の非接触操作６００と検出基準４２との距離が所定の値以下の場合に、検出基準４２を
変更する。図５０（ａ）に示すように所定の非接触操作６００Ａが検出基準４２の上方の
検出基準外４１で検出された場合を例に挙げる。この場合、間隔ΔＨ１０が所定の値以下
であると判定されると、すなわち所定の非接触操作６００Ａが検出基準４２の近傍にて行
われたと判定されると、表示装置１はユーザが空中像の表示位置への操作を行う意図を有
していたものと見なし、検出基準４２を変更する。間隔ΔＨ１０が所定の値より大きいと
判定されると、すなわち所定の非接触操作６００Ａが検出基準４２から遠く離れた位置に
て行われたと判定されると、表示装置１はユーザが空中像の表示位置への操作を行う意図
を有していなかった、誤操作であった、または操作を途中で中断したものと見なし、検出
基準４２を変更しない。
【０１９５】
　また、図５４に示すように、所定の非接触操作６００Ａの一部が検出基準外４１で検出
される場合に、検出基準外４１にて検出された所定の非接触操作６００の一部の空間上の
位置と検出基準４２との距離に基づいて、検出基準４２の位置を変更しても良い。たとえ
ば、図５４（ａ）に示すように検出基準４２の上面基準面４２ａよりも上方で検出された
非接触操作６００の一部、すなわち距離ΔＨ１０が所定の閾値以下か否かが判定される。
距離ΔＨ１０が所定の閾値以下の場合には、図５６（ａ）に示すように、指Ｆの所定の非
接触操作６００Ａの全体が検出基準４２で行われたものではないものの、所定の非接触操
作６００Ａの大部分が検出基準４２で行われる。この場合、表示装置１は、ユーザが空中
像の表示位置への操作を行う意図を有していたものと見なし、検出基準４２の位置が変更
される。距離ΔＨ１０が所定の閾値を超える場合には、図５６（ｂ）に示すように、所定
の非接触操作６００Ａの大部分が検出基準外４１で行われる。この場合、表示装置１はユ
ーザが空中像の表示位置への操作を行う意図を有していなかった、誤操作であった、また
は操作を途中で中断したものと見なし、検出基準４２の位置を変更しない。
【０１９６】
（第８の実施の形態の変形例３）
　第８の実施の形態の変形例３は、第１の実施の形態の変形例１のように、操作検出器１
３の検出出力に基づき、ユーザの指先の速度あるいは加速度を算出し、算出した速度また
は加速度に基づき検出基準４２の位置を変更するものであってもよい。すなわち、所定の
非接触操作６００の少なくとも一部の速さに基づいて、特に、所定の非接触操作６００の
一部の速さが所定値よりも小さい場合に検出基準４２を変更する。図５７は変形例３の表
示装置１のうち、制御部２０と、制御部２０によって制御される表示器１１および操作検
出器１３とを示したブロック図である。
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　ここで所定の非接触操作６００の少なくとも一部の速さ、とは、所定の非接触操作６０
０のうち少なくとも一部の操作の速さ、を示すものである。所定の非接触操作６００のう
ちの少なくとも一部の操作、とは、例えば、所定の非接触操作６００が検出基準外４１の
位置から検出基準４２に向けて操作された後、引き続き引き返す操作（所定の非接触操作
６００Ａ）である場合において、その操作が検出基準外４１から検出基準４２に向かう際
の少なくとも一部区間の操作を示す。あるいは、所定の非接触操作６００が検出基準４２
のある位置から検出基準４２の一端に向けて操作された後、引き続き引き返す操作（所定
の非接触操作６００Ａ）である場合において、その一端に向かう際の少なくとも一部区間
を示す。
　なお、所定の非接触操作６００の全操作（例えば所定の非接触操作６００Ａにおける下
降開始してから引き続き上昇し終えるまでの操作）における速度（加速度）をモニターし
、その速度（加速度）の平均値を算出して、その平均値に基づいて操作の強弱を判断し、
次回以降の操作検出の際に検出基準４２を変更するようにしてもよい。例えば、操作速度
が平均的に速い場合には検出基準４２を突き抜ける可能性があるので、次回以降の検出基
準４２の幅を広げるよう制御してもよい。
【０１９７】
　図５７に示す速度・加速度検出部２０６は、第１の実施の形態の変形例１と同様に、操
作検出器１３によって検出される静電容量値を所定の時間毎に読み出し、所定の時間当た
りの静電容量値の変化から指の移動速度を算出する。また、算出した速度から指の移動加
速度を算出し、所定値を超えるか否かを判定する。操作予測部２１１は、速度・加速度検
出部２０６により算出された移動速度および／または移動加速度が所定値以下の場合には
、速度・加速度検出器２０６から出力される指の移動速度または加速度に基づき、指Ｆの
移動軌跡を算出、すなわち予測する。検出基準制御部２０４は、操作予測部２１１により
予測された指Ｆの移動軌跡に基づいて、検出基準４２を変更する。すなわち、予測された
指Ｆの移動軌跡が検出基準４２にない場合、所定の非接触操作６００は検出基準４２で検
出されないと判断する。その場合、第８の実施の形態の場合と同様にして、算出した変更
量ΔＨ１０にて検出基準４２を変更する。また、予測された指Ｆの移動軌跡が検出基準４
２にある場合、所定の非接触操作６００は検出基準４２で検出されると判断し、検出基準
４２を変更しない。
　また、操作予測部２１１は、速度・加速度検出部２０６により算出された移動速度およ
び／または移動加速度が所定値以上の場合に、指Ｆの移動軌跡を予測し、検出基準４２を
変更してもよい。即ち、指Ｆの移動速度および／または移動加速度が所定値以上の場合に
予測された指Ｆの移動軌跡が、検出基準４２にない場合、所定の非接触操作６００は検出
基準４２で検出されないと判断する。その場合、第８の実施の形態の場合と同様にして、
算出した変更量ΔＨ１０にて検出基準４２を変更する。
【０１９８】
　次に、変形例３の表示装置１による第１のキャリブレーション処理モードを図５８及び
図５９を参照して説明する。図５９のフローチャートにおいて、ステップＳ７６４からス
テップＳ７６６は、図５６のフローチャートと同一であるので、説明を省略する。図５８
（ａ）に示したように、指Ｆが操作検出器１３の所定の検出範囲１３Ａ内に入ると、ステ
ップＳ７６４において操作検出器１３が指Ｆの移動を静電容量値の変化として検出する。
ステップＳ７６５では、速度・加速度検出部２０６が操作検出器１３の検出出力に基づき
指先Ｆの移動速度及び加速度を算出する。ステップＳ７６５で、操作予測部２１１が速度
・加速度検出部２０６によって算出された移動速度及び加速度が第１所定値以上第２所定
値以下であるか否かを判定する。第１所定値は、検出基準４２の上方からの下方への指Ｆ
の移動が上部基準面４２ａに届かないことが予測される速度および加速度に対応して決定
され、第２所定値は第１所定値よりも大きな値であって、指Ｆの下方への移動が下部基準
面４２ｂを通過することが予測される速度および加速度に対応して決定されている。指先
Ｆの移動速度及び加速度が第１所定値以上第２所定値以下の場合には、ステップＳ７６５
が肯定判定されてステップＳ７７０へ進む。指Ｆの移動速度及び加速度が第１所定値より
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小さいまたは第２所定値より大きい場合には、ステップＳ７６５が否定判定されてステッ
プＳ７６７へ進む。
【０１９９】
　ステップＳ７６７では、操作予測部２１１が速度・加速度検出部２０６が算出した移動
速度及び加速度に基づき指先Ｆの移動軌跡を算出する。図５８（ｂ）において、移動速度
、移動加速度が第１所定値以下の場合に操作予測部２１１が算出した、即ち予測した指Ｆ
の移動軌跡を破線６００Ａｃで示す。ステップＳ７６８において、検出基準制御部２０４
は、図５１に示した場合と同様にして検出基準４２の変更量ΔＨ１０を算出し、検出基準
４２を変更する。なお、指の到達位置を予測するためには、指の移動速度と加速度との両
方を使用してもよいし、いずれか一方を使用してもよい。
　なお、キャリブレーション処理の説明として第１のキャリブレーション処理モードを例
として説明したが、第２のキャリブレーション処理モードにも適用できる。
【０２００】
　なお、上述の説明では、操作予測部２１１が指先Ｆの移動軌跡を算出するものとしたが
、移動軌跡を算出しなくても良い。即ち、表示装置１の制御部２０は操作予測部２１１を
備えず、速度・加速度検出部２０６によって算出された移動速度および移動加速度が所定
値以下の場合には、予め決められた変更量だけ検出基準４２を変更しても良い。例えば、
検出基準４２より所定距離だけ上の位置で、移動速度または移動加速度を検出し、検出さ
れた移動速度または移動加速度が所定値以下の場合には、指Ｆが検出基準４２に到達しな
いと予測し、検出基準４２を変更する。
　また、なお、上述の説明では、速度・加速度検出部２０６は、操作検出器１３によって
検出される静電容量値を所定の時間毎に読み出し、所定の時間当たりの静電容量値の変化
から指の移動速度を算出すると共に、算出した速度から指の移動加速度を算出したが、こ
の方法に限られず、速度・加速度検出部２０６として撮像装置を用いてもよい。また、上
述の説明では、ユーザの指の移動速度または加速度を算出したが、そのほかに、ユーザの
足や肘、ユーザが所持しているスタイラスペンであってもよい。
【０２０１】
（第８の実施の形態の変形例４）
　第８の実施の形態およびその変形例１～３に係る表示装置１は、一回のキャリブレーシ
ョン処理において、所定の非接触操作６００Ａの空間上の位置と検出基準４２との位置関
係に基づいて、検出基準４２の位置を変更した。即ち、１回のユーザ操作で、１回のキャ
リブレーション処理を行った。変形例４に係る表示装置１は、複数回のユーザ操作で、１
回のキャリブレーション処理を行う。つまり、所定の非接触操作６００Ａが検出基準外４
１で検出された回数又は所定の非接触操作６００Ａが検出基準４２で検出された回数に基
づいて検出基準４２を変更する。
【０２０２】
　第１回目のユーザ操作において検出基準制御部２０４は、操作検出器１３の検出出力に
基づき指Ｆが所定の非接触操作６００Ａを行ったか否かを判定し、所定の非接触操作６０
０Ａが行われたことを検出した場合にはその所定の非接触操作６００Ａが行われた空間上
の位置を検出する。所定の非接触操作６００Ａが検出基準４２で行われたことを検出した
場合には、検出基準制御部２０４は、第１回目のキャリブレーション処理は成功と判定し
記憶部２０５に判定結果を記憶する。所定の非接触操作６００Ａが検出基準外４１で検出
された場合には、検出基準制御部２０４は、第１回目のユーザ操作は失敗と判定し、第８
の実施の形態と同様にして変更量ΔＨ１０を算出し、記憶部２０５に判定結果と変更量Δ
Ｈ１０とを記憶する。引き続き、第２回目のユーザ操作において、操作成功または失敗の
判定結果および／または変更量ΔＨ１０が記憶部２０５に記憶される。更に、引き続き第
３回目のユーザ操作において、処理を行っても良い。
【０２０３】
　上記のように、連続的に行われた複数回のユーザ操作において記憶部２０５に記憶され
た上述の複数の判定結果および／または変更量ΔＨ１０に基づいて検出基準４２を変更す
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る。これら複数回のユーザ操作の判定結果および／または変更量ΔＨ１０に基づいて検出
基準４２の変更を行うか否かを決定するには、種々の方法が考えられる。たとえば、連続
した複数回のユーザ操作において、判定結果として失敗が記憶部２０５に連続で記憶され
ている場合、検出基準４２を変更する。具体的には、第１回目のユーザ操作と第２回目の
ユーザ操作とが共に失敗と判定されている場合に、検出基準４２を変更する。第１回目の
ユーザ操作は成功と判定され、第２回目のユーザ操作と第３回目のユーザ操作とが失敗と
判定された場合に、検出基準４２を変更してもよい。また、複数回のユーザ操作のうち失
敗と判定されたユーザ操作が所定回以上存在する場合に、検出基準４２を変更しても良い
。具体的には、１０回のユーザ操作のうち、５回以上のユーザ操作が失敗と判定された場
合に、検出基準４２を変更する。この場合、５回目にユーザ操作が失敗と判定された時点
（失敗判定が５回累積された時点）で検出基準４２を変更してもよいし、１０回のユーザ
操作の全てが終了した後、検出基準４２を変更しても良い。なお、検出基準外４１で所定
の非接触操作６００Ａが検出される頻度が高い場合には、検出基準４２を変更する頻度を
高くしても良い。即ち、１０回のユーザ操作のうち５回以上のユーザ操作が失敗と判定さ
れた場合に、検出基準４２を変更すると設定されている場合に、１０回のユーザ操作のう
ち８回のユーザ操作が失敗と判定されたとする。その場合には、次回以降は、５回のユー
ザ操作のうち３回以上のユーザ操作が失敗と判定された場合に検出基準４２を変更するよ
うにしても良い。
【０２０４】
　複数回のユーザ操作の結果を用いて検出基準４２を変更する場合、変更量ΔＨ１０は、
第１の実施の形態の変形例２にて検出基準を決定する際の算出方法と同様の処理を行えば
良い。すなわち、失敗判定が成されたユーザ操作にて算出された変更量を相加平均や相乗
平均することにより、一つの変更量ΔＨ１０が算出されれば良い。この場合も、第１の実
施の形態の変形例２にて説明したように、適当な重み付けを行って新たな変更量ΔＨ１０
を算出することができる。
　なお、複数回のユーザ操作の結果に基づいて検出基準４２を変更する場合、それぞれの
ユーザ操作にて算出された変更量ΔＨ１０の相加平均や相乗平均の値が所定の閾値を超え
る場合や、それぞれのユーザ操作にて算出された変更量ΔＨ１０が増加傾向にある場合に
、検出基準４２を変更しても良い。
【０２０５】
　なお、以上の説明では、所定の非接触操作６００Ａが検出基準外４１で検出された場合
の回数に基づいて検出基準４２の位置を変更する例を挙げたが、所定の非接触操作６００
Ａと異なる操作、すなわち所定の非接触操作６００Ａの一部が検出基準外４１で検出され
たときのユーザ操作も失敗と見なしても良い。すなわち、複数回のユーザ操作のうち、連
続して所定の非接触操作６００Ａの一部が検出基準外４１で検出された場合や、所定の非
接触操作６００Ａの一部が検出基準外４１で所定回以上検出された場合も、検出基準４２
が変更されても良い。
【０２０６】
（第８の実施の形態の変形例５）
　上述の第８の実施の形態では、所定の非接触操作６００は、ユーザが表示位置１に向け
て指Ｆを押し込む操作であった。例えば、図４８（ａ）に示すような指ＦがＵターンする
操作であったが、これに限られない。所定の非接触操作６００は、表示位置において三本
の指を出すことでもよいし、身体の前において指Ｆの表示位置１への移動動作であっても
よい。また、所定の非接触操作６００は指Ｆの移動が所定の時間、例えば２０秒間停止す
る動作であってもよい。
　上述の実施の形態では、検出基準制御部２０４が、所定の非接触操作６００が行われた
か否かを、操作検出器１３の検出出力に基づき判定した。ところが、ユーザによっては、
所定の非接触操作６００を正確に行わない場合、または上手く行うことができない場合が
ある。例えば、所定の非接触操作６００が、指の１０ｃｍの下降移動とそれに引き続く１
０ｃｍの上昇移動である場合に、ユーザによっては、非接触操作として、指の５ｃｍの下
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降移動とそれに引き続く５ｃｍの上昇移動と、を行う場合がある。また、所定の非接触操
作６００が表示位置１において三本の指を出すことである場合に、ユーザによっては三本
目の指が上手く開かず、二本の指を出すことがある。また、所定の非接触操作６００が身
体の前において指Ｆの表示位置への移動動作である場合に、ユーザによっては身体の横で
指Ｆの表示位置への移動を行う場合がある。また、所定の非接触操作６００は指Ｆの移動
が所定の時間、例えば２０秒間停止するである場合に、ユーザによっては２０秒に達する
前に、例えば１５秒程度で指を動かしてしまう場合がある。
　このような場合、例えば検出基準４２の中心位置や検出幅を変更することによって、ユ
ーザ操作の全てを検出基準４２で検出できるようにしていたとしても、ユーザの実行して
いる操作自体（ユーザの操作として検出される検出値自体）が「所定の非接触操作６００
」（所定の非接触操作６００を示す基準値）と一致しなければ、たとえ検出基準４２（上
述のような位置や幅）を設定（変更）したとしても、ユーザ操作を認識できない。このよ
うな場合、検出基準４２の変更として、所定の非接触操作６００を示す基準値を変更する
ことによって、ユーザの操作を所定の非接触操作６００である、と認識することができる
。
【０２０７】
　従って、ユーザが或る非接触操作を行った時に、その或る非接触操作が所定の非接触操
作６００と同一ではないが、所定の非接触操作６００と類似の動作、または紛らわしい動
作等である場合には、表示装置１は、ユーザが、所定の非接触操作６００を行っていると
推測する。そして、表示装置１は、自身が記憶している、所定の非接触操作６００を示す
基準値（所定の非接触操作６００の定義）を、ユーザの行っている操作そのもの（ユーザ
の操作として検出される検出値）に変更（更新）する。例えば、検出基準制御部２０４は
、ユーザの非接触操作を検出し、検出したユーザの非接触操作の検出値と、所定の非接触
操作６００を示す予め記憶されている基準値とを比較する。所定の非接触操作６００を示
す基準値とは、表示装置１に予め記憶されている所定の非接触操作６００の定義やテンプ
レート等を示すものである。比較の結果、両者の類似度が所定の閾値を越えるとき、所定
の非接触操作６００の基準値（予め記憶されている値）を、検出したユーザの非接触操作
の検出値に基づいて変更する。これにより、ユーザの行っている非接触操作で操作が利く
ようにする。例えば、所定の非接触操作６００を示す基準値として、「指Ｆが１０ｃｍ下
降する」ことを示す値が記憶されているとする。指Ｆが５ｃｍしか下降していないことを
検出した場合、所定の非接触操作６００を示す基準値を「指Ｆが５ｃｍ下降する」ことを
示す値に変更する。このように、所定の非接触操作６００を示す基準値を変更することで
、所定の非接触操作６００と類似している非接触操作でも操作できるようになる。また、
所定の非接触操作６００の基準値を、ユーザの非接触操作の操作量が少なくても操作が利
くように変更することで、ユーザの操作の負担を軽減できる。
【０２０８】
　また、所定の非接触操作を示す基準値として「身体の「前で」指を１０ｃｍ下降移動し
それに引き続き１０ｃｍ上昇移動する」という動作を示す値が記憶されているとする。ユ
ーザが身体の「横で」指を１０ｃｍ下降移動しそれに引き続き１０ｃｍ上昇移動している
場合、上記の所定の非接触操作６００を示す基準値を「身体の横で指を１０ｃｍ下降移動
しそれに引き続き１０ｃｍ上昇移動する」という動作を示す値に変更する。これによって
、身体の横で指を１０ｃｍ下降移動しそれに引き続き１０ｃｍ上昇移動する動作で表示装
置１を操作できるようになる。
　なお、ユーザの複数の操作に基づいて検出基準４２（所定の非接触操作６００を示す基
準値）を変更してもよい。つまり、所定の非接触操作６００とは異なるが、類似した非接
触操作が複数回行われた場合に、上記の所定の非接触操作６００を示す基準値を変更して
もよい。
　このように、所定の非接触操作６００を示す基準値を変更することが検出基準４２の変
更に含まれる。
【０２０９】
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（第８の実施の形態の変形例６）
　第８の実施の形態のおよびその変形例１～５に係る表示装置１は、所定の非接触操作６
００や所定の非接触操作６００の一部が検出基準外４１で検出された場合等に、検出基準
４２を変更した。
　検出基準４２の変更を指示する操作が検出基準４２で検出された場合に、検出基準４２
を変更してもよい。この場合の検出基準４２の変更には、検出基準４２の位置や幅の変更
、所定の非接触操作６００を示す基準値の変更が含まれる。例えば、変形例６では、キャ
リブレーションを指示するジェスチャーが表示装置１に記憶されており、ユーザが検出基
準４２でキャリブレーションを指示するジェスチャーを行った場合、検出基準４２を変更
してもよい。また、検出基準外４１でキャリブレーションを指示するジェスチャーを検出
した場合にも、上述と同様にして検出基準４２を変更してもよい。
（第８の実施の形態の変形例７）
　検出基準制御部２０４は、音に基づいて、検出基準４２を変更してもよい。この場合の
検出基準４２の変更には、検出基準４２の位置や幅の変更、所定の非接触操作６００を示
す基準値の変更が含まれる。例えば、表示装置１は、第１の実施の形態の変形例６と同様
の集音器１４を有し、制御部２０は、集音器１４から入力した音声データを検出する音声
検出部２０８を備える。なお、この場合において、音声検出部２０８は、「ハイ」以外も
音声認識可能な周知の音声認識機能を備えるものである。ユーザが、「実行することがで
きない」旨の発言や会話をした場合や、キャリブレーションして欲しい旨を発言した場合
等に、変形例７の表示装置１は、音声認識機能を用いてこの会話や発言を検出して検出基
準４２を変更する。具体的には、音（発言）を検出したときのユーザの指の位置が含まれ
るように、検出基準４２を移動してもよいし、検出基準４２の幅を変更してもよい。ある
いは、音（発言）を検出したら、所定量、例えば１ｃｍ、ユーザに近づく方向に検出基準
４２を移動してもよいし、検出基準４２の幅を変更してもよい。また、音（発言）を検出
したときにユーザの操作として検出された検出値になるよう、所定の非接触操作６００を
示す基準値を変更してもよい。また、音（発言）を検出したら、所定量だけ所定の非接触
操作６００を示す基準値を変更してもよい。例えば、所定の非接触操作６００を示す基準
値として、「１０ｃｍ下降する」操作を示す値が記憶されていた場合、音（発言）を検出
したら「９ｃｍ下降する」という操作を示す値を、所定の非接触操作６００を示す基準値
として変更（更新）してもよい。
　なお、表示装置１が集音器１４を備えず、外部の集音装置によって取得された音声デー
タを無線や有線を介して入力し、外部の集音装置から入力した音声データを用いて音声検
出部２０８が音声検出をしても良い。
【０２１０】
（第８の実施の形態の変形例８）
　検出基準制御部２０４は、時間に基づいて、検出基準４２を変更してもよい。この場合
の検出基準４２の変更には、検出基準４２の位置や幅の変更、所定の非接触操作６００を
示す基準値の変更が含まれる。例えば、所定の非接触操作６００が検出基準４２で所定の
時間内に検出されなかった場合に、変形例８の表示装置１は検出基準４２を所定量だけ変
更する。このために、制御部２０は、計時部を備え、表示装置１の電源スイッチがオンさ
れて、所定の時間、アイコンなどに対する操作がない場合に、所定時間を計時した計時部
の出力に基づき検出基準制御部２０４は検出基準４２を所定量だけ変更する。また、或る
アイコンなどに対する操作が行われた後に、所定の時間経っても次のアイコンなどに対す
る操作が行われない場合には、所定の時間を計時した計時部の出力に基づき検出基準制御
部２０４は検出基準４２を所定量だけ変更する。
　変形例８において所定の時間の計時に基づき検出基準４２を変更する場合は、検出基準
４２をユーザの方に近づく方向に所定量移動するように変更することが望ましい。例えば
、所定時間にユーザの操作が検出されなかった場合、所定量、例えば１ｃｍ、ユーザに近
づく方向に検出基準４２の中心位置（全体位置）を移動しても良いし、検出基準４２の幅
を変更しても良い。また、所定時間経過時のユーザの指の位置が含まれるように検出基準
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４２の中心位置を移動しても良いし、検出基準４２の幅を変更しても良い。また、所定時
間経過時にユーザの操作として検出された検出値になるよう、所定の非接触操作６００を
示す基準値を変更しても良い。所定時間経過したら、所定量だけ所定の非接触操作６００
を示す基準値を変更してもよい。例えば、所定の非接触操作６００を示す基準値として「
１０ｃｍ下降する」という操作を示す値が記憶されていた場合、所定時間経過したら「９
ｃｍ下降する」という操作を示す値を、所定の非接触操作６００を示す基準値として変更
（更新）しても良い。
【０２１１】
（第８の実施の形態の変形例９）
　検出基準制御部２０４は、ユーザの顔に基づいて、検出基準４２を変更してもよい。こ
の場合の検出基準４２の変更には、検出基準４２の位置や幅の変更、所定の非接触操作６
００を示す基準値の変更が含まれる。例えば、変形例９の表示装置１に設けられたカメラ
によって、ユーザの顔を撮像し、制御部２０においてその撮像画像を解析して、ユーザの
顔の所定の表情を検出（いわゆる顔認識機能による所定表情の認識）すると、検出基準４
２を変更する。なお、所定の表情は、例えばユーザが上手く操作を行うことができない場
合の困った顔などであり、ユーザの困った顔を検出した場合、検出基準４２を変更する。
　例えば、表示装置１の顔認識機能を用いて、ユーザが困っていることを検出すると、所
定量（例えば１ｃｍ）ユーザに近づく方向に検出基準４２を移動しても良いし、検出基準
４２の幅を変更しても良い。また、困っている顔を認識する直前にユーザが行っていた操
作を示す検出値を記憶しておき、その記憶しておいた検出値に基づいて、所定の非接触操
作６００を示す基準値を変更しても良い。
【０２１２】
（第８の実施の形態の変形例１０）
　検出基準制御部２０４は、ユーザによるジェスチャー操作が検出基準４２で検出されな
い場合に、検出基準４２（検出基準４２の位置や幅、所定の非接触操作を示す基準値）を
変更してもよい。例えば、所定の非接触操作６００としてのユーザによるジェスチャー操
作が、例えば、手によるグー、チョキ、パーなどの動作、または指Ｆの下降移動に引き続
く横方向移動の動作の何れかであった場合に、変形例１０の表示装置１は、それら各動作
の特徴情報（特徴を示す基準値）をそれぞれ記憶部２０５に予め記憶しておく。そして、
表示装置１は、ユーザのジェスチャー操作を検出し、その検出されたジェスチャー操作と
、記憶部２０５に記憶されている複数の特徴情報の中から選択された何れか一つの特徴情
報とを比較して、そのジェスチャー操作が上記何れか一つの所定の非接触操作に相当する
か否かを判定する。表示装置１は、ユーザのジェスチャー操作が検出基準４２で検出され
なかった場合に、検出基準４２を変更する。この場合の検出基準４２の変更は、所定の非
接触操作６００を示す基準値の選択の変更である。すなわち、例えば表示装置１が、最初
はグーを示す特徴情報を検出基準４２での検出の際に使用する基準値として選択している
とする。表示装置１は、その検出基準４２ではユーザ操作を検出できなかった場合に、基
準値を、グーを示す特徴情報から、グーとは別の操作（上述の複数のジェスチャー操作に
おける別の操作、例えばチョキ）を示す特徴情報に選択変更する。
【０２１３】
（第８の実施の形態の変形例１１）
　所定の非接触操作６００が指Ｆの位置が所定の位置に一致する動作である場合には、そ
の所定の位置が検出基準４２の中にある場合や、所定の位置が検出基準外４１にある場合
や、所定の位置がアイコンの表示位置に一致する場合や、所定の位置が検出基準４２の位
置である場合等がある。所定の位置が検出基準４２の中にある場合には、指が検出基準４
２に存在するときに所定の非接触操作６００が行われたと判定する。所定の位置が検出基
準外４１にある場合には、指が検出基準外４１にあるときに所定の非接触操作６００が行
われたと判定する。所定の位置がアイコンの表示位置に一致する場合には、指Ｆが空中像
のアイコンの表示位置に一致したとき、またはアイコンの表示位置を操作したときに所定
の非接触操作６００が行われたと判定する。所定の位置が検出基準４２の位置である場合
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には、指Ｆが検出基準４２と検出基準外４１との境界を通過するときに、または、指が上
記の境界を通過し、再度境界を通過するときに、所定の非接触操作６００が行われたと判
定する。
【０２１４】
（第８の実施の形態の変形例１２）
　第８の実施の形態およびその変形例１～１１では、検出基準４２は上下方向に幅Ｄ１を
有するものとして説明したが、第１の実施の形態の検出基準４０のように面で構成されて
も良い。図６０（ａ）、（ｂ）に示すように、検出基準４０から下方に向かって距離Ｌ１
または距離Ｌ１以上の位置にてＵターンを行う所定の非接触操作６００Ａが行われた場合
に、検出基準４０にて所定の非接触操作６００Ａが行われたことが検出される。図６１（
ａ）に示すように検出基準４０の上方（静電容量検出範囲１３Ａ内）にて所定の非接触操
作６００Ａが行われた場合には、検出基準外４１にて、操作検出器１３を用いて所定の非
接触操作６００Ａが検出され、図６１（ｂ）に示すように、検出基準４０を通過して所定
の非接触操作６００Ａが行われた場合に、所定の非接触操作６００Ａの一部が検出基準外
４１にて操作検出器１３を用いて検出される。図６１（ａ）、（ｂ）の場合には、検出基
準４０からの距離に基づいて変位量ΔＨ１０を算出し、この変位量ΔＨ１０にて検出基準
４０の位置（図６１中のＺ方向の位置）を変更すれば良い。
【０２１５】
　第８の実施の形態およびその変形例１～１２を、第４の実施の形態やその変形例１や第
７の実施の形態において説明した表示装置１００により行うことができる。
　また、第８の実施の形態およびその変形例１～１２では、空中像の表示位置への操作に
対する所定の非接触操作６００を行う場合について説明したが、この例に限定されない。
例えば、第８の実施の形態およびその変形例１～１２の表示装置の表示器１１に表示され
た画像に対して空間上で所定の非接触操作６００を行う場合にも、所定の非接触操作６０
０の空間上の位置と検出基準４２との位置関係に基づいて、検出基準４２の位置を変更し
て良い。
【０２１６】
　なお、上述の第８の実施の形態とその変形例１～１２では、制御部２０と表示器１１と
操作検出器１３とを少なくとも含む表示装置１を例に説明したが、制御部２０のみで構成
された制御装置、制御部２０と表示器１１とで構成される制御装置であってもよい。また
、制御部２０は、少なくともキャリブレーション部２０３と検出基準制御部２０４とを備
えればよい。
【０２１７】
　以上で説明した各実施形態とその変形例において、表示装置１については、表示器１１
に表示された像を結像光学系１２により空中像として生成するという構成を説明した。ま
た、表示装置１００については、表示器１１１に表示された像を結像光学系１１２により
空中像として生成するという構成を説明した。しかし、空中像を生成する構成は上記構成
に限られず、以下に説明する方法も含まれる。言うまでもなく、以下に説明する構成は一
例であり、それ以外の空中像を生成する方法も含まれる。
【０２１８】
　表示装置において、空中像を生成する構成の例としては、表示装置の表示器に、右目で
視認する画像と、右目で視認する画像とは視差を有する左目で視聴する画像とを表示させ
ることにより、ユーザには表示器によって表示されている画像と異なる奥行に感じられる
画像を生成方法がある。この方式によれば、ユーザは、表示器に表示された画像に対応す
る画像が、空中に表示されているように認識する。
【０２１９】
　また、表示装置として透過型のヘッドマウントディスプレイ（ＨＭＤ）を用い、これを
ユーザに装着させることもできる。ＨＭＤに画像を表示させると、ユーザは、表示された
画像が実際の視界に重畳されることで、ＨＭＤに表示された画像があたかも空中に像が表
示されているように感じる。
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【０２２０】
　なお、空中像を生成する方法としては、虚像を投影する方法やユーザの網膜に画像を直
接結像させる方法なども挙げられる。また、空中像を生成する方法として、レーザ光を空
中に集光して空気を構成する分子をプラズマ化して空中で光を発光させ、空中に像を形成
するものであってもよい。この場合、レーザ光の集光位置を３次元空間中に自由に制御す
ることで空中に実像として３次元画像が生成される。また、空中像を生成する方法として
、プロジェクタ機能に加えて空気中に霧を発生させる機能を有する表示装置を用い、空気
中に霧を発生させたてスクリーンを形成し、この霧によるスクリーンに画像を投影する（
フォグディスプレイ）ことで、空中に像を生成してもよい。
【０２２１】
　表示装置１や１００を用いてキャリブレーションを実行するためのプログラムをコンピ
ュータ読み取り可能な記録媒体に記録しておき、このプログラムをコンピュータシステム
に読み込ませて、キャリブレーションを実行してもよい。なお、ここでいう「コンピュー
タシステム」とは、ＯＳ（Operating System）や周辺機器等のハードウェアを含むもので
あってもよい。
【０２２２】
　なお、上記「コンピュータシステム」は、ＷＷＷシステムを利用したホームページ提供
環境（あるいは表示環境）も含む。また、上記「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」
は、フレキシブルディスク、光磁気ディスク、ＲＯＭ、フラッシュメモリ等の書き込み可
能な不揮発性メモリ、ＣＤ－ＲＯＭ等の可搬媒体、コンピュータシステムに内蔵されるハ
ードディスク等の記憶装置のことをいう。さらに上記「コンピュータ読み取り可能な記録
媒体」は、インターネット等のネットワークや電話回線等の通信回線を介してプログラム
が送信された場合のサーバやクライアントとなるコンピュータシステム内部の揮発性メモ
リ（例えばＤＲＡＭ（Dynamic Random Access Memory））のように、一定時間プログラム
を保持しているものも含む。
【０２２３】
　上記「プログラム」は、このプログラムを記憶装置等に格納したコンピュータシステム
から、伝送媒体を介して、あるいは、伝送媒体中の伝送波により他のコンピュータシステ
ムに伝送されてもよい。ここで、プログラムを伝送する「伝送媒体」は、インターネット
等のネットワーク（通信網）や電話回線等の通信回線（通信線）のように情報を伝送する
機能を有する媒体のことをいう。また、上記プログラムは、上述した機能の一部を実現す
るためのものであってもよい。さらに、前述した機能をコンピュータシステムにすでに記
録されているプログラムとの組み合わせで実現できるもの、いわゆる差分ファイル（差分
プログラム）であっても良い。
【０２２４】
　なお、上述した各実施の形態および各変形例を組み合わせ、空中の表示に対する使用者
の操作を検出する検出装置であって、所定の非接触操作を検出基準で検出する検出部と、
操作を検出する検出基準と表示との位置関係を変更し、所定の非接触操作が検出基準で検
出されない場合、検出基準を変更する制御部とを備え、制御部は位置関係を使用者によっ
て変更可能である検出装置の構成をとっても良い。この検出装置の制御部は、さらに音に
基づいて検出基準を変更してもよい。また、この検出装置の制御部はさらに、時間に基づ
いて検出基準を変更しても良い。また、この検出装置の制御部はさらに、使用者の顔に基
づいて検出基準を変更しても良い。また、この検出装置の制御部はさらに、所定の非接触
操作として、所定の動きが検出基準で検出されない場合、検出基準を変更してもよい。ま
た、この検出装置の制御部はさらに、所定の非接触操作として押下する操作が検出基準で
検出されない場合、検出基準を変更してもよい。また、この検出装置の制御部はさらに、
所定の非接触操作としてジェスチャー操作が検出基準で検出されない場合、検出基準を変
更してもよい。また、この検出装置の制御部はさらに、所定の非接触操作として、非接触
操作を行う操作物体の形が所定の形と一致しなかった場合、検出基準を変更してもよい。
また、上述した各実施の形態および各変形例を組み合わせ、空中の表示に対する使用者の
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操作を検出装置であって、非接触操作を検出する検出基準を備える検出部と、非接触操作
を検出する検出基準と表示との位置関係を変更し、検出基準外で検出された非接触操作に
基づき、検出基準を変更する制御部とを備え、制御部は位置関係を使用者によって変更可
能である検出装置の構成をとっても良い。
【０２２５】
　なお、上述した各実施の形態および各変形例を組み合わせ、所定の非接触操作を検出基
準で検出する検出部と、所定の非接触操作が検出基準で検出されない場合、検出基準を変
更する制御部と、を備え、制御部は使用者の操作に基づいて位置関係を変更する検出装置
の構成をとっても良い。また、上述した各実施の形態および各変形例を組み合わせ、所定
の非接触操作を検出基準で検出する検出部と、所定の非接触操作が検出基準で検出されな
い場合、検出基準を変更する制御部と、を備え、制御部は使用者の情報に基づいて位置関
係を変更する検出装置の構成をとってもよい。また、上述した各実施の形態および各変形
例を組み合わせ、所定の非接触操作を検出基準で検出する検出部と、所定の非接触操作が
検出基準で検出されない場合、検出基準を変更する制御部と、を備え、制御部は使用者に
よる検出装置の周辺の環境変化に基づいて位置関係を変更する検出装置の構成をとっても
よい。
【０２２６】
　なお、上述した各実施の形態および変形例を組み合わせ、空中の表示に対する使用者の
操作を検出する検出装置であって、所定の非接触操作を検出基準で検出する検出部と、所
定の非接触操作が検出基準で検出されない場合、検出基準を変更する制御部と、を備え、
制御部は表示を制御し位置関係を変更する検出装置の構成をとっても良い。
【０２２７】
　なお、上述した各実施の形態および変形例を組み合わせ、空中の表示に対する使用者の
操作を検出する検出装置と表示との位置関係を、使用者の操作に基づいて、表示を制御し
て変更する制御部を備え、制御部は、位置関係を使用者によって変更可能である制御装置
の構成をとってもよい。また、上述した各実施の形態および変形例を組み合わせ、空中の
表示に対する使用者の操作を検出する検出装置と表示との位置関係を、使用者の情報に基
づいて、表示を制御して変更する制御部を備え、制御部は、位置関係を使用者によって変
更可能である制御装置の構成をとってもよい。また、上述した各実施の形態および変形例
を組み合わせ、空中の表示に対する使用者の操作を検出する検出装置と表示との位置関係
を、使用者による検出装置の周辺の環境変化に基づいて、表示を制御して変更する制御部
を備え、制御部は、位置関係を使用者によって変更可能である制御装置の構成をとっても
よい。
【０２２８】
　なお、上述した各実施の形態および各変形例を組み合わせ、所定の非接触操作を検出基
準で検出する検出部と、空中の表示に対する使用者の操作を検出する検出基準と表示との
位置関係を表示を制御して変更し、所定の非接触操作が検出基準で検出されない場合、検
出基準を変更する制御部と、を備え、制御部は、位置関係を使用者によって変更可能であ
る制御装置の構成をとってもよい。この制御装置の制御部はさらに、音に基づいて検出基
準を変更してもよい。また、この制御装置の制御部はさらに、時間に基づいて検出基準を
変更してもよい。また、この制御装置の制御部はさらに、使用者の顔に基づいて検出基準
を変更してもよい。また、この制御装置の制御部はさらに、所定の非接触操作として、所
定の動きが検出基準で検出されない場合、検出基準を変更してもよい。また、この制御装
置の制御部はさらに、所定の非接触操作として、押下する操作が検出基準で検出されない
場合、検出基準を変更してもよい。また、この制御装置の制御部はさらに、非接触操作と
してジェスチャー操作が検出基準で検出されない場合、検出基準を変更してもよい。また
、この制御装置の制御部はさらに、所定の非接触操作として、非接触操作を行う操作物体
の形が所定の形と一致しなかった場合、検出基準を変更してもよい。また、上述した各実
施の形態および各変形例を組み合わせ、非接触操作を検出する検出基準を備える検出部と
、空中の表示に対する使用者の操作を検出する検出基準と表示との位置関係を表示を制御
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して変更し、検出基準外で検出された非接触操作に基づき、検出基準を変更する制御部と
を備え、制御部は位置関係を使用者によって変更可能である制御装置の構成をとっても良
い。
【０２２９】
　本発明の特徴を損なわない限り、本発明は上記実施の形態や上記変形例に限定されるも
のではなく、本発明の技術的思想の範囲内で考えられるその他の形態についても、本発明
の範囲内に含まれる。また、本発明は上記実施例の形態や上記変形例を適宜組み合わせて
もよい。
【符号の説明】
【０２３０】
１、１００    表示装置
１１、１１１  表示器
１２、１１２  結像光学系
１３、１１３  操作検出器
１４　集音器
１８、１１８  撮像装置
１９　環境検出部
２０   制御部
１１６ 投光素子
１１７ 受光素子
１１９　アクチュエータ
２０１　画像生成部
２０２　表示制御部
２０３　キャリブレーション部
２０４　検出基準制御部
２０５　記憶部
２０６　速度・加速度検出部
２０７　停止位置予測部
２０８　音声検出部
２０９　画像解析部
２１０　ユーザ情報解析部
２２０　表示位置制御部
５００　表示位置変更部
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